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はじめに ～よこはま保健医療プラン 策定にあたって～

このたび、保健医療分野の様々な施策を、総合的に体系づけた中期的な指針である「よこはま

保健医療プラン 」を策定しました。

策定にあたり、貴重なご意見やご提案をお寄せいただいた、横浜市保健医療協議会の皆様及び

よこはま保健医療プラン策定検討部会の皆様をはじめ、市民の皆様に、心より感謝申し上げます。

本プランでは、高齢化の進展により医療を必要とする人が増加し、生産年齢人口の減少が進行

している 年を見据え、最適な医療提供体制を確保するとともに、保健・医療・介護の連携を

着実に進め、市民の皆様が必要な医療を受けられ、健康で安心して生活することができる社会の

実現を目指します。また、将来の医療需要増加に向け、限りある医療資源を最大限に活用しながら

質の高い医療サービスを提供する体制を構築するため、必要な病床機能の確保や医療従事者の確保・

養成、在宅医療と介護の連携、がん対策等を進めるとともに、救急医療ＤＸ等のデジタル時代に

ふさわしい医療政策に、より一層取り組みます。

さらに、新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえ、新興感染症に対して機動的に対応できる

体制を整え、市民の皆様の安全と健康をお守りしていきます。

本プランのもと、保健・医療・福祉関係者の皆様とともに、市民の皆様が安心して暮らすことが

できる社会の実現に力を尽くしてまいります。引き続き、ご支援・ご協力をお願い申し上げます。

横 浜 市 長

令和 年３月
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プランの基本的な考え方

１ 計画策定の趣旨と位置付け

（１）計画策定の趣旨

「医療法」第30条の４に基づく「医療計画」に準じ、本市
独自に策定したものです。

国が示す「医療計画作成指針」等を踏まえ、「神奈川県
保健医療計画」と整合性を図りながら策定しました。

本市の総合計画である「横浜市中期計画2022～2025」の
ほか、保健医療等に関する他の分野別計画とも整合性を図り、
一体的に推進していきます。

主要な疾病のうち、がんに関する部分については、「横浜
市がん撲滅対策推進条例」に基づき、策定しました。また、
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
（以下「感染症法」という。）」第10条第14項に基づく本市
の「感染症予防計画（以下「予防計画」という。）」として
も位置付けます。

本市独自の行政計画として、保健医療分野を中心とした
施策を総合的に体系付けた中期的な指針として策定します。

（２）計画の位置付け

Ⅰ

■ よこはま保健医療プランと他計画の関係

横浜市中期計画2022～2025

よこはま保健医療プラン2024

感染症予防計画

神奈川県

保健医療計画

感染症予防計画

整合

保健・
予防関連

健康横浜２１、
歯科口腔保健推進計画、
国民健康保険保健事業実施計画
（データヘルス計画）・特定健康診査等
実施計画、
結核予防計画、
新型インフルエンザ等対策行動計画

福祉・
教育関連

地域福祉保健計画、
障害者プラン、
高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画・認知症施策推進計画、
子ども・子育て支援事業計画、
教育振興基本計画

その他

依存症対策地域支援計画、

自殺対策計画、

防災計画

←
真ん中に配置したい。矢印と
重なるので綺麗に見せらたら。
→

調和・連携

←
→

Ⅰ　プランの基本的な考え方
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（４）計画の期間

（５）計画への市民意見の反映

2024（令和６）年度から2029（令和11）年度までの６年間
を計画期間とします。

3 年目の2026（令和８）年度に中間振り返りを行い、必要に
応じて計画を見直します。

（６）各主体の役割

「横浜市保健医療協議会」及びその専門部会である「よこはま
保健医療プラン策定検討部会」を開催し、市民委員に参加いた
だきました。また、2022（令和４）年度に実施した「横浜市民
の医療に関する意識調査」（市民3,000人の無作為抽出）の結果
や2023（令和５）年10月から11月にかけて実施した素案に
対するパブリックコメントなどを通じて、市民の意見を計画に
反映しました。

（３）SDGs（持続可能な開発目標）との関係
本市では、「SDGs未来都市」として、あらゆる施策において

SDGsを意識して取り組み、環境・経済・社会的課題の統合的
解決、社会経済活動と自然が調和した地域づくりを進め、新たな
価値やにぎわいを創出し続ける持続可能な都市を目指しています。
本計画では、医療提供体制を整え、疾病別、事業別の施策を

推進し、保健・医療・介護の連携を着実に進めることによって、
SDGsの達成につなげていきます。

関連するSDGsの取組

市 民

・ 健康づくりや疾病予防に取り組むなど、自らの健康

管理に努めます。

・ 医療を有限な社会資源として認識し、病気の状態に

合わせた適切な受診に努めるなど、医療提供体制への

理解を深めます。

保健・
医療等
サービス
提供者

・ 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、 歯科衛生士、

歯科技工士等、それぞれの職種に課せられた社会的

責任を最大限に果たします。

・ 計画の推進に積極的に関与・協力します。

行 政

・ 総合的な保健医療政策を展開します。

・ 保健医療に関する情報発信や啓発・広報活動等を行い、

地域医療を支える意識の醸成を図ります。

・ 公平・公正な立場からコーディネート役としての機能

を果たします。

Ⅰ

5



２ 基本理念

高齢化の進展による医療需要増加や生産年齢人口の減少が

進行している2040年を見据え、最適な医療提供体制を構築する

とともに、保健・医療・介護の連携を着実に進め、市民が必要な

医療を受けられ、本人・家族が健康で安心して生活することが

できる社会の実現を目指します。

併せて、保健医療の質の向上や効率化を図る観点から、情報

通信技術（ICT）の活用やデータ分析に基づく施策立案・効果

検証など、デジタル時代にふさわしい保健医療政策に取り組み

ます。

また、これまでの新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた

感染症対策を実行し、新興感染症※等から市民の安全と健康を

守ります。

プランの基本的な考え方Ⅰ

※ 新興感染症
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある新たな感染症 （新
型インフルエンザ等感染症、指定感染症（当該指定感染症にかかった場合
の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあ
るものに限る。）及び新感染症）のこと。

Ⅰ　プランの基本的な考え方
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27.7％
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13.8％
6.4％

3.8％

33.7％

【横浜市の死因別の死亡状況】

30,349 
33,619

40,419 
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(R12)

2035

(R17)

2040

(R22)

【死亡数の推移】

横浜市将来人口推計

死因別の死亡状況

生産年齢人口が減少し、75歳以上の人口が増加する超高齢
社会への対応が必要です。

疾病ごとの動向に合わせた医療提供体制の構築が必要
です。

死亡数
35,921

死亡率
(人口10万対)

951.5

老衰

脳血管
疾患

肺炎

その他

出典：令和３年人口動態統計（厚生労働省）

2020年国勢調査の結果を基準人口とする「横浜市将来人口推
計」において、本市の総人口は2021年をピークに、減少傾向に
転じると推計されています。

15～64歳の生産年齢人口は、2020年から2040年にかけて
14.9％減少する一方で、75歳以上の人口は 2020年から2040年
にかけて28.5％増加する見込みです。

本市における死亡数は増加傾向にあり、2040年は2020年の
約1.4倍になると推計されています。
死因別の死亡状況では、悪性新生物（がん）、心疾患、

老衰が死因の上位を占めています。

横浜市の保健医療の現状Ⅱ

出典：横浜市将来人口推計（令和６年１月）（横浜市）

出典：令和２年まで 人口動態統計（厚生労働省）
令和７年以降、横浜市将来人口推計（令和６年１月）（横浜市）

(人)

心疾患

悪性新生物

442 407 384 380 381 

2,389 2,381 2,316 2,186 2,034 

448 392 425 510 
562 

498 586 608 608 640 

3,777 3,766 3,733 3,685 3,617 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2020

(R2)

2025

(R7)

2030

(R12)

2035

(R17)

2040

(R22)

（千人）

【横浜市将来人口推計】
0～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上

1.4倍

Ⅱ　横浜市の保健医療の現状
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【患者需要予測】

（2020年＝100）

横浜市(入院) 神奈川県(入院) 全国(入院)

横浜市(外来) 神奈川県(外来) 全国(外来)

医療需要予測

2040年における本市の医療需要は、全国と比べて、 
増加傾向が維持されることが見込まれるため、医療
需要に対応できる医療提供体制の構築が必要です。

今後の医療需要（入院・外来）は、2020年を100としたとき、
全国の入院に関する需要は2030年頃をピークに減少する一方、
本市の入院に関する需要は2045年頃までは増加していく見込み
です。2020年と比較して、2040年は16％増加すると予測されて
います。
全国の外来に関する需要は2025年頃をピークに需要は減少す

る一方、本市の外来に関する需要は2040年頃をピークに、2045
年頃まで維持される見込みです。2020年と比較して、2040年は
７％増加すると予測されています。

出典：[受療率]平成29年患者調査「受療率（人口10万対）、入院ー外来×性・年齢階級×都道府県別」（厚生労働省）
[人口：国・県] 「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）
[人口：市]横浜市将来人口推計（令和６年１月）（横浜市）
注）上記をもとに、横浜市医療局が作成
注）二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまる

ものとして、将来の人口推計を用いて算出。

横浜市（入院）

横浜市（外来）

Ⅱ
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（人）

人口10万対看護師数

（病院・診療所従事者数）

医療施設の状況

出典：【病院・一般診療所・歯科診療所】（各年10月１日現在）
平成28年・令和３年医療施設調査（厚生労働省）

【薬局】（各年３月31日現在）
平成28年神奈川県衛生統計年報（神奈川県）
神奈川県ホームページ 県勢要覧2022（令和4年度版）（神奈川県）

【助産所】
平成28年神奈川県衛生統計年報（神奈川県）
横浜市医療局ホームページ 横浜市分娩取扱施設一覧（横浜市）

医療従事者の状況

【看護師】【病院】平成26年・平成29年病院報告・令和2年医療施設調査（厚生労働省）
【診療所】平成26年・平成29年・令和2年医療施設調査（厚生労働省）

注）各年1月1日時点の人口をもとに独自に算出して作成

出典：【医師・歯科医師・薬剤師 】平成28年・平成30年・令和２年医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省）

本市における人口10万対の医療従事者の状況をみると、医師
数、看護師数は全国平均を下回っていますが、歯科医師数、
薬剤師数は全国平均を上回る状況となっています。

市内には医療機関として、2021年時点で、病院：132か所、
一般診療所：3,100か所、歯科診療所：2,114か所、薬局：1,662
か所、助産所：10か所があります。

(か所)
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290

2016

(H28)

2018

(H30)

2020

(R2)

（人）

人口10万対医師数

87.9
89.0

91.1

79.8
80.3

82.3

82.4
83.0

85.2

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

2016

(H28)

2018

(H30)

2020

(R2)

（人）

人口10万対歯科医師数

256.4

266.4

271.5

241.7

249.7

258.4

237.4

246.2
255.2

200

210

220

230

240

250

260

270

280

2016

(H28)

2018

(H30)

2020

(R2)

（人）

人口10万対薬剤師数

0.0 

0.0 0.0 

0.0 

横浜市 全国神奈川県

横浜市の保健医療の現状Ⅱ

市内の医療施設

出典:【病院・診療所】令和3年医療施設調査（厚生労働省）、
【薬局】令和3年衛生行政報告例（厚生労働省）

神奈川県ホームページ 県勢要覧2022（令和4年度版）（神奈川県）
注）令和3年1月1日時点の人口をもとに独自に算出して作成

人口10万対の医療施設数 （か所）

2016

（H28)

2021

（R3)

病院 134 132

一般診療所 2,980 3,100

歯科診療所 2,092 2,114

薬局 1,539 1,662

助産所 12 10

歯科診療所数 薬局病院数 一般診療所数

神奈川県 3.6 75.7 54.0 44.3

横浜市 3.5 82.1 56.0 44.0

全国 6.5 83.0 54.0 49.2

Ⅱ　横浜市の保健医療の現状
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かかりつけ医とは、「なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医、
専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する
医師」（平成25 年８月日本医師会・四病院団体協議会合同提言）とされています。患者に対して
継続的かつ全人的な医療・健康管理を行うことで、健康づくり・予防、病診連携、在宅医療、
看取り等を幅広く担うことで、地域医療を支えています。

かかりつけ医

かかりつけ歯科医とは、安心・安全な歯科医療の提供のみならず、医療・介護に係る幅広い
知識と見識を備え、地域住民の生涯にわたる口腔機能の維持・向上を目指し、地域医療の一翼を
担う歯科医師のことを指します。生涯を通じて口腔の健康を維持するために、継続的に適切な
治療や管理を提供し、いつでも相談に応じてくれる身近な歯科医師として、地域医療を支えてい
ます。

かかりつけ薬剤師・薬局には、主に、①ひとりの薬剤師がひとりの患者さんの服薬状況を
１か所の薬局でまとめて管理し、かつ、それを継続して行う機能、②24時間対応を行ったり、
患者さんの自宅にお伺いし在宅医療を行う機能、③処方医や医療機関と連携する機能があります。
更に、薬以外にも、健康に関することや介護に関する相談に対応することについても、すべての
薬局に期待されています。
その際、患者さんの不安や疑問を取り除けるよう、患者さんに寄り添った対応を行い、地域

医療を支えています。

かかりつけ歯科医

かかりつけ薬剤師・薬局

いる

716人

48.2%

いない

707人

47.5%

無回答 64人 4.3%

かかりつけ医の有無

n=1,487

いる

1116人

75.1%

いない

340人

22.9%

無回答 31人 2.1%

n=1,487

かかりつけの歯科医院（診療所）の有無

出典：令和４年度 横浜市民の医療に関する意識調査（横浜市）

地域医療における「かかりつけ」とは

いる

816人

54.9%

いない

656人

44.1%

無回答 15人 1.0%

n=1,487

かかりつけ薬局の有無

Ⅱ
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市立・市大・地域中核病院等を基幹とする医療提供体制

14

• 急性期を中心とした総合的な病院
• 「がん」「救急」「周産期」「感染症」

「災害医療」等、地域から必要とされる
医療及び高度急性期医療に積極的に取り
組む

（１）市立３病院

市民病院

所在地：神奈川区三ツ沢西町1番1号 所在地：磯子区滝頭一丁目2番1号

脳卒中・神経脊椎センター みなと赤十字病院

• 「脳卒中」「神経疾患」「脊椎脊髄疾
患」「リハビリテーション」の専門病院

• 中枢神経全般に対する高度急性期から回
復期までの一貫した医療に取り組む

• 日本赤十字社を指定管理者とし、市との
協定に基づいた医療を提供する病院

• 救急、精神科救急・合併症医療、アレル
ギー疾患、災害時医療などに取り組む

所在地：中区新山下三丁目12番1号

本市では、市立３病院（市民病院、脳卒中・神経脊椎センター、みなと赤十字病院）及び横浜市立大学附属２病院（横浜市立大学附属
病院、横浜市立大学附属市民総合医療センター）に加え、市内６方面の基幹的な役割を担う地域中核病院を誘致・整備し、独自に医療提供
体制を構築してきました。

超高齢社会における市民ニーズに対応していくため、政策的医療を中心とした医療機能の充実や、地域医療全体への貢献に向けた先導的
な役割を発揮し、良質な医療を継続して提供しています。また、「地域包括ケアシステム」の実現に向け、医療と介護等との連携を強化し、
地域全体で支える医療を目指した取組を推進しています。

横浜市の保健医療の現状ⅡⅡ　横浜市の保健医療の現状
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• がんや難治性疾患を中心に高度で先進的な
医療を提供する市内唯一の特定機能病院※１

• 次世代臨床研究センター（Y-NEXT※２）が
中心となり、臨床研究を推進

（２）横浜市立大学附属２病院

横浜市立大学附属病院

市内唯一の大学医学部、県内唯一の公立大学医学部の附属病院として、政策的医療（周産期・小児・精神・救急・がん・災害時医療等）
を実施しています。また、大学病院としての高度な医療の提供、教育機関として地域医療を支える人材を育成・輩出、地域医療機関への
支援や臨床研究の推進など、様々な役割を担っています。医療を取り巻く環境の変化に対応し、将来にわたり高度で先進的な医療を提供
するため、再整備の検討を進めています。

横浜市立大学附属市民総合医療センター

• 市内唯一の高度救命救急センターを擁し、
救急医療の拠点としての役割を果たす

• 地域医療拠点病院として地域の医療の充実
に貢献

※1 特定機能病院
高度の医療の提供、高
度の医療技術の開発及
び高度の医療に関する
研修を実施する能力等
を備えた病院
※2 Y-NEXT
YCU Center for Novel 
and Exploratory 
Clinical Trialsの略称  

所在地：金沢区福浦三丁目9番 所在地：南区浦舟町四丁目57番

Ⅱ
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（３）地域中核病院
市中央部を除いた郊外部の６方面に、高度な医療機能を持つ

病院として、民営を基本とした地域中核病院を誘致・整備してき
ました。
地域中核病院は、本市との協定に基づき、救急医療、高度医療

等に加えて、地域の課題となる医療や、がん・小児・周産期など、
幅広い政策的医療を提供しています。
また、限られた医療資源を有効に活用するため、地域完結型医療

の実践に向けた医療連携の中核としての役割を果たしています。

方面 名称 開設年月
（診療開始）

南部
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
神奈川県済生会横浜市南部病院

昭和58年6月

西部
聖マリアンナ医科大学
横浜市西部病院

昭和62年5月

北東部
独立行政法人労働者健康安全機構
横浜労災病院

平成3年6月

北部 昭和大学横浜市北部病院 平成13年4月

東部
社会福祉法人恩賜財団済生会支部
神奈川県済生会横浜市東部病院

平成19年3月

南西部
独立行政法人国立病院機構
横浜医療センター

平成22年4月

（４）地域中核病院とともに高度医療等を担う病院
地域中核病院等のほか、昭和大学藤が丘病院（青葉区）や国家

公務員共済組合連合会横浜南共済病院（金沢区）など、救命救急
等の政策的医療や高度医療を担う病院も本市の医療提供体制を
支えています。

東部方面

北東部方面
北部方面

西部方面

中央部

南部方面

南西部方面

昭和大学藤が丘病院

横浜南共済病院

市立大学附属病院

市立大学附属
市民総合医療センター

市立脳卒中・神経
脊椎センター

市立みなと赤十字
病院

市立市民病院

済生会横浜市
東部病院

横浜労災病院

昭和大学横浜市
北部病院

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学
横浜市西部病院

済生会横浜市
南部病院

国立病院機構
横浜医療センター

横浜市の保健医療の現状ⅡⅡ　横浜市の保健医療の現状
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疾病・事業名

現状と課題

施策の方向性

主な施策

図表やコラム等目指す姿

政策として取り組む
疾病・事業などの名称

本市を取り巻く現状と課題、
それらを踏まえた施策の必要性

目指す姿（状態）を実現するための
取組とその取組に関する計画期間内
の指標

取組の実行に向けて、計画期間内で
推進していく施策のうち、主なもの

現状や課題、施策についての図表や
データ、コラム等を掲載

本市として目指す姿（状態）と
その状態を実現するための
計画期間内の指標

Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ章 ページの見方

Ⅳ－２ 脳血管疾患・心疾患

Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ章ページの見方
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2040年に向けた医療提供体制の構築

(1) 将来において不足する病床機能の確保及び連携体制の構築

(2) 医療従事者等の確保・養成

(3) 高齢者を支える地域包括ケアの推進

(4) デジタル時代にふさわしい医療政策の推進

(5) 医療安全対策の推進

第Ⅲ章

横浜市の保健医療の目指す姿
「2040年に向けた医療提供体制の構築」

資
料
編

Ⅱ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅲ

Ⅰ
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将来の医療需要増加に向け、限られた資源を最大限活用し、最適な
医療提供体制を構築することで、必要な医療を受けられ、本人・
家族が安心して生活ができる社会の実現を目指します。

指標 現状 2029

入院医療の市内完結率

➀急性期・一般病棟 84.0％
（2022）

84.5％
（2028）

②回復期リハビリテーション病棟 86.7％
（2022）

91.0％
（2028）

➂療養病棟 75.1％
（2022）

78.9％
（2028）

在宅看取り率 33.1%
（2021）

39.4％
（2027）

Ⅲ

人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化や生産年齢人口の
減少を見据え、質の高い医療を効率的に提供できる体制を構築する
ため、医療機関の機能分化や連携を進めていくことが必要です。

目指す姿

〇
将来において不足する病床機能の確保

及び連携体制の構築
（１）

2040年に
向けた
医療提供
体制の構築

「2040年に向けた医療提供体制の構築」に向け、５つの取組を推進
します。

〇

（２）

（３）

（４）

（５）

医療従事者等の確保・養成

高齢者を支える地域包括ケアの推進

デジタル時代にふさわしい医療政策の推進

医療安全対策の推進

施策の方向性

2040年に向けた医療提供体制の構築

機能の名称 機能の内容

急性期 状態の早期の安定化に向けた一般的な
入院医療を行う機能

回復期 手術後のリハビリや在宅復帰に向けた
治療を行う機能

慢性期
（療養病棟）

難病患者など長期にわたり療養が必要
な患者を入院させる機能

Ⅲ　2040年に向けた医療提供体制の構築
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コラム よこはまポジティブエイジング計画
「よこはまポジティブエイジング計画（第９期 横浜市高齢者保健福祉計画・介護

保険事業計画・認知症施策推進計画）」は、高齢者に関する保健福祉事業や介護保険
制度と認知症施策に関して、総合的かつ一体的に策定しています。（第９期計画：
2024年度から2026年度まで）

【計画の目的】
高齢者人口に応じて急増する介護ニーズへの対応などの諸課題に対して、限られた

社会資源の中で効率的・効果的な高齢者施策を実施し、老後に対する「不安」を「安心」
に変えていきます。

【基本目標】
ポジティブ エイジング
～誰もが、いつまでも、どんなときも、自分らしくいられる

「横浜型地域包括ケアシステム」を社会全体で紡ぐ～

【横浜型地域包括ケアシステム（イメージ図）】
地域包括ケアシステム…高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを

人生の最期まで続けるために、住まいを中心に、医療、介護、生活支援・介護予防が
一体的に提供される包括的な支援・サービスの提供体制。

コラム 地域医療構想

出典：第７回第８次医療計画等に関する検討会資料（神奈川県）

出典：第21回第８次医療計画等に関する検討会資料（神奈川県）

コラム

ほかのページと揃え、

Ⅲ
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現状と課題

〇

〇

本市の病床数は、高度急性期及び急性期は将来も充足が見込まれる
一方で、高齢者人口が増加することから、回復期、慢性期は不足が
見込まれています。2018年度から2022年度にかけて、回復期742床、
慢性期668床、その他23床の計1,433床を市内の医療機関に配分しました。
引き続き、医療提供体制の状況を踏まえつつ、病床の整備を進めていく
必要があります。
今後の高齢者人口の増加に伴う医療需要の増加、「医師の働き方改革」
による影響や生産年齢人口の減少を見据えて、既存病床の有効な活用
や連携の強化等について、検討が必要です。

施策の方向性

本人が希望する医療を受けることができるよう、病床機能の確保
及び連携体制の構築を進めます。

◎主な施策
老朽化が進んでいる南部病院・労災病院等の地域中核病院について、
再整備に向けた支援や検討を進める必要があります。

〇

今後、将来に向けて必要となる病床については、次の点を考慮し
つつ、地域の医療関係者等と協議を行いながら整備を進めます。
・既存の病床を最大限に活用すること
・市内病院の病床利用率や平均在院日数等のデータ、在宅医療で
対応可能な医療ニーズ

基準病床数は国の算定式に基づいて医療圏別に算出し、整備の上限となる
病床数として位置付けています。本市では、市内医療機関の状況（病床利用率
や平均在院日数等）を考慮して、基準病床数の範囲内で計画期間中に整備する
病床数を設定しています。

第８次医療計画で神奈川県が定める基準病床数コラム

Ⅲ （１） 将来において不足する病床機能の確保及び連携体制の構築

機能別病床数の推移

※各年度４月１日時点の既存病床数を病床機能報告で按分（５年度は４年度の病床機能報告で按分）

※基準病床数(A)と既存病床数(B)の範囲内で病床の配分が可能

施策 指標 現状 2026 2029

①
病床整備事前協議に
よる病床配分の実施
や機能転換の促進

市内の病床数 既存病床数
23,608床

目標病床数
24,059床

（＋451床）

目標病床数
24,510床

（＋902床）

②
全病床に占める
回復期、慢性期
病床の割合

回復期、
慢性期病床の

割合
34.1％

回復期、
慢性期病床
の割合
35.4％

回復期、
慢性期病床
の割合
36.6％

③ 地域中核病院の再整備
南部病院：再整備

労災病院：再整備

南部病院：
設計

労災病院：
計画

南部病院：
建設工事

労災病院：
設計

南部病院：
開院

労災病院：
建設工事

出典：横浜市医療局

4,565 4,450 4,609 4,550 4,622 4,649 4,647 

11,374 10,886 10,985 10,821 10,826 10,908 10,902 

2,497 2,980 3,308 3,424 3,554 3,656 3,654 

4,433 4,345 
4,533 4,388 4,527 4,407 4,405 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

(H29) (H30) (R元) (R２) (R３) (R４) (R５)

慢性期

回復期

急性期

高度急性期

(床)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

(H29) (H30) (R元) (R２) (R３) (R４) (R５)

基準病床数(A) 23,516床 23,605床 23,785床 23,993床 23,993床 23,993床

既存病床数(B) 22,661床 23,436床 23,183床 23,529床 23,620床 23,608床

差引(A-B) 855床 169床 602床 464床 373床 385床

配分病床数 809 未実施 470 154 応募なし 実施 1,433床

Ⅲ　（１）将来において不足する病床機能の確保及び連携体制の構築
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現状と課題

〇

〇

これまで看護専門学校に対する運営支援や市内医療機関の看護師採用
支援、研修をはじめとする医療従事者の確保・養成に取り組んできま
した。引き続き、医療従事者の安定的な確保・養成に必要な取組を進
めることが求められています。

2024年度に医師に時間外労働の上限規制が適用され「医師の働き方
改革」が施行されます。「医師の働き方改革」の実現に向け、好事例集
の作成や医師事務作業補助者研修などの現場のニーズに即した事業を
積み重ねてきました。引き続き、国や神奈川県（以下「県」という。）
の動向も踏まえたうえで、医療機関内でのタスクシフト・タスクシェ
アなどを支援していくことが必要です。

〇 2020年から2040年までに医療・介護の複合的ニーズを有する85歳以上
人口は約２倍に増加し、医療と介護の必要性が一層高まるため、医療
と介護が切れ目なく、効率的に提供されるよう、引き続き医療・介護
従事者の安定的な確保・育成に必要な取組を進めることが求められて
います。

医療機関において、「医師の働き方改革」が着実に推進され、業務負担
の軽減や働きやすい職務環境が実現・継続できるよう支援します。

より多くの医師が在宅医療に取り組むよう支援するほか、訪問看護師
の人材育成に取り組みます。また、在宅医療・介護関係者に対して
研修等を実施し、多職種連携の推進に必要な知識・技術の向上を図
ります。

施策の方向性

◎主な施策
施策 指標 現状 2026 2029

①

横浜市医師会、横浜市病院協
会の運営する看護専門学校へ
の運営支援を行い、市内で就
職する看護師を安定的に養成

横浜市医師会、横浜市
病院協会の運営する看
護専門学校卒業生の
市内就職率

87% 90％ 90％

②
市内中小病院の看護師の
採用活動の支援 支援対象病院の累計 58

施設
118
施設

163
施設

➂

医師事務作業補助者の養成な
ど市内医療機関における「医
師の働き方改革」のための効
果的な取組の実施

取組の実施状況 実施 実施 実施

④
在宅医療・介護を担う人材の
育成等に関する研修の実施 研修の参加者数 4,721人

（2022） 4,850人 4,960人

市内において就業する看護師が養成され、市内医療機関において
安定的に確保されるなど、医療提供体制構築に必要な医療従事者の
養成、採用、復職、定着等や専門性の向上に係る課題に対し、必要
な支援を行います。

コラム 医師の働き方改革
2024年度から、診療に従事する勤務医に、時間外・休日労働時間の上限規制が

適用されます。適用される上限は、一般の労働者と同程度の年間960時間以内（A水
準）が原則ですが、次の場合は年間1860時間を上限とする特例が認められます。

〇救急医療等、地域の医療提供体制の維持のために必要な場合（B水準）
〇医師派遣を通じ地域の医療提供体制を確保することが必要な場合（連携Ｂ水準）
〇技能の修得・向上を集中的に行うために必要な場合（Ｃ-１・Ｃ-２水準）

医療機関の管理者は、月に100時間を超える見込みの医師への面接指導を行う
ことが義務付けられ、更に年間960時間を超える時間外・休日労働を行う見込みの
医師に対しては、また、勤務と勤務の間に一定の時間を空けることで健康確保の
取組を行うことが課せられます。

医療機関は、他の職種の協力を得て医師の仕事のタスクシフト・タスクシェアを
進めることや、ICT等による効率的な運営を行うことなどにより、医療提供体制を
維持しながら医師の働き方を改善していくことが求められています。

Ⅲ （２） 医療従事者等の確保・養成

Ⅲ

Ⅲ　（２）医療従事者等の確保・養成
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〇

〇

〇

高齢者人口の推移や多様化する市民のニーズを見極めながら、適切
な整備量を検討していく必要があります。また、施設・住まいに関
する休日相談やオンライン相談など、市民のニーズに応じた更なる
相談体制の充実が必要です。

〇

〇

〇

2040年に向けて医療と介護の両方のニーズを持つ後期高齢者が増加
します。
在宅看取り率※1は増加が続いており、在宅での療養生活を送る高齢者
が増えています。
医療・介護が必要になっても地域生活を継続するためには、在宅生活
を支える医療・介護従事者の連携強化、人材育成が必要です。
市民一人ひとりが自らの意思で自身の生き方を選択し、最後まで
自分らしく生きることができるよう、死後の対応を含めた本人に
よる準備についての普及・啓発が必要です。

＜介護予防＞
〇

＜施設・住まい＞

現状と課題

＜在宅医療と介護の連携＞

コロナ禍を経てフレイル※2の高齢者が増加しています。自立した
生活を送るための能力や疾病の予防等に着目した各種医療専門職に
よる支援や、情報提供等のほか、身近な地域で社会参加をすること
ができるよう、通いの場等の充実や参加促進が必要です。

フレイルの認知度は、2022年度に本市が高齢者を対象に実施した
調査では約28％でしたが、性別など属性等によって格差があること、
運動やオーラルフレイルの予防、低栄養の防止、社会参加等、フレ
イル予防に欠かせない取組を行えていない高齢者が一定数いること
などから、幅広く普及啓発を行っていく必要があります。

要支援認定者等に対して、区や地域包括支援センターにおいて、
自立を支援する介護予防ケアマネジメントを実践するための取組が
必要です。

※1 死亡者のうち自宅や施設で「看取り」で亡くなった人の割合。
人口動態調査の死亡小票を分析し、死亡者のうち事故等の異状死を

除いたものを看取りとして集計。

Ⅲ （３） 高齢者を支える地域包括ケアの推進

〇

※2 25ページにコラム「フレイルについて知ろう」を掲載。
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出典：横浜市将来人口統計（令和6年1月）（横浜市）

Ⅲ　（３）高齢者を支える地域包括ケアの推進
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無回答

分からない、これまで考えたことがない

その他

施設（特別養護老人ホーム等）

病院

自宅

人生の最期を迎えたい場所

n=1,487

横浜市

人

神奈川県

人

全国

人

死亡場所別死亡者数

病院 診療所 施設 自宅 その他

コラム

「人生会議」の普及啓発

「人生会議」や「もしも手帳」について
理解を深めることを目的に、わかりやすい
短編ドラマを作成し、YouTubeで公開して
います。

稔りの世代（高齢期）編
～みなとの見える街で～
主演：竹中直人さん

啓発ポスター

自らが望む人生の最終段階における医療・
ケアについて、前もって考え、家族や医療・
ケアチーム等と繰り返し話し合い共有する取
組のことです。「アドバンス・ケア・プラン
ニング（略称：ＡＣＰ）」とも呼ばれていま
す。

「医療・ケアについての『もしも手帳』」

人生の最終段階での医療やケアについて、
元気なうちから考えるきっかけや、本人の考
えを家族等と話す際の手助けとなるよう、
「もしも手帳」を配布しています。“治療や
ケアの希望”、“代理者の希望”、“最期を迎え
る場所の希望”についてチェックする形式の
簡単な内容です。

働き盛り世代（壮年期）編
～みどりの見える街で～
主演：高島礼子さん

出典：令和３年人口動態統計（厚生労働省）
注）施設は介護老人保健施設と老人ホーム（養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人

ホーム及び有料老人ホーム）と助産所の合計を示す

出典：令和４年度 横浜市民の医療に関する意識調査（横浜市）
問 あなたは、人生の最期をどこで迎えたいと思いますか。（単一回答）

人生会議

Ⅲ
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在宅医療・介護関係者による多職種連携の推進等に必要な知識・技術
の向上を目的とした研修や連絡会を実施するなど、人材育成に取り組
みます。

各区の在宅医療連携拠点を中心に、医療と介護が切れ目なく、効率的
に提供されるよう連携を強化します。

もしものときの医療やケアについて、元気なうちから考えるきっかけ
となることを目的に「もしも手帳」の配布を進め、「人生会議」の
普及啓発を図ります。

糖尿病、摂食・嚥下、心疾患及び緩和ケアなど高齢期に多い疾患・
課題に関する研修や事例検討等を通じて更なる在宅ケアの質の向上と
チームの連携強化を図り、疾病の重症化や介護の重度化を予防します。

施策の方向性

高齢者の興味関心に応じた、健康状態にかかわらず参加できる社会参加
の場（通いの場等）を充実させるため、多様な主体と連携し、様々な
活動内容の展開を支援します。

個々の状況に応じた施設・住まいを選択することができるよう、支援
を行います。

＜介護予防＞

＜施設・住まい＞

＜在宅医療と介護の連携＞

◎主な施策

施策 指標 現状 2026 2029

①
在宅医療連携拠点での
相談支援 相談支援数 3,314件

（2022） 3,410件 3,480件

②
在宅医療・介護を担う
人材の育成等に関する
研修の実施【再掲】

研修の参加者数 4,721人
（2022） 4,850人 4,960人

➂
「人生会議」の
普及啓発

もしものときのことを
話し合ったことのある
市民の割合

23.5％
（2022） 推進 推進

④
高齢期に多い疾患等に
対する多職種連携研修
等の実施

疾患別医療・介護連携
事業を実施する区の数 17区 18区 18区

⑤
地域介護予防活動の
推進 通いの場等の数

7,360
箇所

（2022）
8,600
箇所

「第10期
高齢者保
健福祉計
画・介護
保険事業
計画・認
知症施策
推進計
画」にて
検討

⑥ 介護予防の普及啓発 教室・講演会・
イベント実施回数

468回
（2022） 640回

⑦ 利用者のニーズを
踏まえた特別養護老人
ホームの整備及び待機
者対策

入所した人の平均待ち
月数 9か月 6か月

⑧
入所申込者のうち、申
し込みから入所までに
１年以上要した人の割合

－ 10.0%
未満

フレイル状態にある高齢者やフレイルリスクが高い高齢者に対し、
一人ひとりの健康課題に着目した、各種医療専門職による支援を行い
ます。また、運動やオーラルフレイルの予防、低栄養の防止、社会
参加等、介護予防・フレイル予防の普及啓発について、民間企業等と
連携し取り組みます。

Ⅲ （３） 高齢者を支える地域包括ケアの推進

コラム 在宅医療連携拠点
開設場所：各区医師会館等
業務内容：●ケアマネジャー、病院（地域連携室等）、診療所、

本人・家族等からの在宅医療に関する相談・支援
●医療連携・多職種連携
●市民啓発

利用できる相談例：
・医療依存度の高い人が退院するが療養の相談をしたい
・訪問診療ができる医師を探している
・薬の管理が大変なので手伝ってほしい
・訪問看護や訪問リハビリの事業所を紹介してほしい など

Ⅲ　（３）高齢者を支える地域包括ケアの推進
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コラム フレイルについて知ろう

フレイルとは、高齢期に体力や気力、認知機能など、からだとこころの機能
が低下し、将来介護が必要になる危険性が高くなっている状態をいいます。

下の図のとおり、「健康」と「要介護状態」の中間の状態といえます。
フレイル状態にある人は、老化などが原因でストレスに対抗する潜在能力が

低下しており、筋力や認知機能などの心身機能の低下や、生活習慣病や加齢に
伴う病気の発症・重症化が起こりやすい状態になっています。

フレイルは早く気付いて予防することで、状態の維持・改善が期待できると
言われており、健康寿命の延伸に良い影響を与えることが期待されています。

※「フレー！フレー！フレイル予防！」は横浜市のフレイル予防推進の愛称です。

本市でも、フレイルの人が増加しています。フレイルの予防のためには、ロコモティブ
シンドロームを予防する運動、オーラルフレイルの予防、低栄養の防止、社会参加の、
フレイル予防の４本柱を日常生活で一体的に取り入れることが大切です。また、こころ
の健康や認知機能の維持、適切な医療受診等の健康管理の３つの取組も併せて行ってい
くことがより効果的です。

からだ、こころ、認知機能等の小さな変化や社会生活面の変化など、さまざま
な要素が互いに影響し合い、フレイルに至ります。

噛む、飲み込むなどの口腔機能が低下した状態であるオーラルフレイルや、
必要な栄養素が不足していることを意味する低栄養、加齢による筋肉量の減少や
筋力の低下、骨・関節疾患などの運動器の障害による、「立つ、座る、歩く」と
いった移動能力の低下（ロコモティブシンドローム）、人や社会とのかかわりが
薄くなるなどの社会参加の機会の減少などが、その代表的なものです。

そのような変化を、年をとったから仕方がないことと考えていると、いつの間
にかフレイル状態に陥り、いずれ要介護状態となってしまうかもしれません。

フレイルとは

フレイルのはじまりは日頃の小さな変化から

オーラルフレイルから始まるフレイルの例
フレイルは、硬いものが食べにくくなると

いった、オーラルフレイルから始まることが
あります。

お口の不調から、食事量の減少や食事内容の
偏りが起こることで栄養が不足し、体力や筋力
が低下します。体力や筋力が低下することで外
出がおっくうになり社会参加の機会が減少しま
す。そのため、ますます筋力低下が進み、つい
には、フレイル状態、要介護状態へと至ります。

フレイル状態にある高齢者の割合は？

フレイルを予防しましょう

13.4 
17.0 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

2019年
（n=9,935）

2022年
（n=11,046）

9.8 
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（n=4,923）
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（n=4,799）

17.0 
20.0 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

2019年
（n=5,012）

2022年
（n=6,247）

フレイル状態にある高齢者の割合（％）

65歳以上 65‐74歳 75歳以上

出典：横浜市健康とくらしの調査（2019、2022年）（横浜市）
支援が不要な方のうち、基本チェックリスト８点以上をフレイル状態と定義

コロナ禍を経て、フレイル状態にある高齢者が増加しています。

Ⅲ
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〇 将来の医療需要の増加が見込まれる中、限りある医療資源を最大限に活用しながら質の高い医療
サービスを提供する体制を構築する必要があります。

現状と課題

「DX」とは、デジタル（Digital）と変革を意味するトランスフォーメーション（Transformation）
を掛け合わせた造語で、様々なモノやサービスがデジタル化により便利になったり効率化され、
その結果デジタル技術が社会に浸透することで、それまでには実現できなかった新たなサービス
や価値が生まれる、社会やサービスの変革を意味します。
デジタル技術の活用（デジタル化）により、情報はデジタルなデータになります。データは、

ネットワークやクラウドサービスを活用することで、場所を問わずにアクセスが可能となり、
リアルタイムのコミュニケーションや情報共有による効率化につながります。
また、これらのデータを活用することにより、これまでの勘や経験だけでなく、客観的なデータ

に基づいた、的確な判断が可能になります。

DX

効率化

客観的判断

価値創造

デジタル
データ

・マイナンバーカード
と健康保険証の一体化

・医療情報の見える化
（全国医療情報プラット
フォームの創設)

・電子カルテ情報の標準化

・診療報酬改定DX 共通の算定方法を用いて
報酬改定時の開発業務を
効率化

「医療DX」に関する国の施策

DX・デジタル化・データ活用

鶴見区内において地域医療介護連携ネットワーク「サルビアねっと」を構築し、県と連携しながら、
複数エリア（神奈川・港北区の一部）に拡大してきました。国では、全国医療情報プラット
フォームの構築に向けた検討が本格化しており、今後の方向性を検討していく必要があります。

〇

複数の病院の集中治療室の医療情報をネットワーク通信でつなぎ、横浜市立大学附属病院の支援
センターから遠隔で現場の医師等に助言する遠隔ICU事業を実施しています。こうした取組を
医療の質の向上、「医師の働き方改革」につなげていくことが必要です。

〇

デジタル技術が日々進展する中、社会全体でDXの取組が進んできています。情報通信や金融・
保険分野でのDXの取組が進む一方で、医療・介護分野は遅れている状況にあり、DXによる効率
化や新たな価値の創造が求められています。
このような状況の中、国は「国民の更なる健康増進」、「切れ目なくより質の高い医療等の効率
的な提供」、「医療機関等の業務効率化」、「システム人材等の有効活用」、「医療情報の二次
利用の環境整備」の実現のために「医療DX」に取り組むとしており、今後は医療分野でのデジタル
化やデータ活用に関する取組が進んでいくと考えられます。

〇

また、近年、医療機関に対するサイバー攻撃により、個人情報の流出や医療サービスの提供に
影響を及ぼす事案も発生しており、情報セキュリティへの対応が求められています。

〇

〇

Ⅲ （４） デジタル時代にふさわしい医療政策の推進Ⅲ　（４）デジタル時代にふさわしい医療政策の推進
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◎主な施策
施策 指標 現状 2026 2029

①
データの活用による
医療政策の推進 データ活用状況 現状把握

への活用
施策立案・評価検

証への活用

②
地域の医療機関等の間で医療
情報等を共有する取組の推進 実施状況 推進 推進 推進

③ 遠隔ICUの推進 支援病床数 62床 拡大 拡大

個人の健康増進や保健医療の質の向上・効率化を図る観点で、
デジタル技術やデータの活用などの施策を推進します。

医療機関に大きな影響を与える国の施策を踏まえ、地域の医療機関
と連携し、「医師の働き方改革」にも資する「医療DX」に取り組み
ます。

医療情報には病歴等の機微性の高い情報が含まれることや、近年の
医療機関へのサイバー攻撃の状況などから、デジタル化やデータ活用
に当たっては、情報セキュリティの観点を踏まえて対応します。

国の動向などを踏まえ、ICTを活用した医療情報連携に関する地域で
の具体的な取組が進むよう支援します。

医療の質の向上、「医師の働き方改革」に寄与する遠隔での医療提供
体制がより一層充実するよう支援します。

施策の方向性

※1 YoMDB
本市が保有する医療・介護・保健データを、医療政策への活用を目的に分析用

のデータベースにしたもの。（Yokohama original Medical Database）

本市独自のYoMDB ※1をはじめとした様々なデータを活用して、目指す姿
や主な施策の指標を設定しました。特に、主要な疾病・事業については、
データに基づく客観的な評価指標を設定するなど、PDCAサイクルの実効性
を高める観点で検討しました。

施策 指標 現状 2026 2029

①
市民へのがんに関する
情報提供の充実
※「Ⅳ-1 がん」参照

新たな情報提供の
環境整備 検討 運用 運用

②
救急医療DX
※「Ⅴ-1 救急医療」参照

救急医療連携システ
ム（仮称）の整備 検討 運用 運用

◎関連する主な施策

本プラン策定におけるデータ活用

コラム

遠隔ICU

医療・介護機関が、保有する患者情報（電子カルテ情報、医療機関の受診履歴、薬の
処方歴、検査結果など）を、ICTを活用した連携ネットワークにより共有することで、地域
医療・福祉の向上に貢献するとともに、患者一人一人の状態に応じた最適な医療・介護等
のサービスの実現を目指した取組です。

2019年に鶴見区で運用を開始し、2020年に神奈川区、2022年に港北区と対象地域を拡大
しました。参加施設も事業開始時の57から192、参加者数は約16,000人（いずれも2023年
12月末時点）に増加するなど、「サルビアねっと」の輪が広がっています。

横浜市立大学附属病院に設置する支援センターと複数の病院の集中治療室の医療情報を
ネットワーク通信でつなぎ、支援センターの集中治療の専門医等が患者をモニタリングし、
遠隔で現場の医師等に助言する取組です。

2020年に平日日中を中心に横浜市立大学附属病院と脳卒中・神経脊椎センターを支援先
として開始し、2021年には横浜市立大学附属市民総合医療センターと横浜市立市民病院を
支援先に加え運用時間も平日夜間・休日日中にも拡大、2022年からは24時間365日の運用
としています。
支援センターに常駐する専門医が複数の支援先の病床を24時間モニタリングすることで、

経験の浅い医師でも一定水準以上の医療が提供でき、効率的・効果的な医療提供体制の
整備に加え働き方改革にも貢献することが期待されています。

サルビアねっと

コラム

Ⅲ
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現状と課題 施策の方向性

医療機関に関する相談を受け付ける医療安全相談窓口について、
医療安全推進協議会での事例検討を通して得た助言を相談対応に
反映していく必要があります。加えて、相談窓口の周知及び医療
安全の理解促進に向けた市民啓発を行うことが求められています。
また、病院安全管理者会議等での病院間の連携及び医療安全の情報
共有を通じて、医療従事者の医療安全の向上や啓発を推進していく
必要があります。

〇

安全・安心な医療の提供及び医療安全の向上を目的として、「医療法」
に基づき、市内医療機関等を対象に立入検査等を実施しています。
2022年度に実施した立入検査における指導のうち、99.0％は改善
されています。引き続き医療機関等への立入検査を実施するとともに、
医療法違反が疑われる通報等に迅速・的確に対応し、安全・安心な
医療提供体制の充実を推進していく必要があります。

〇

〇

医療機関等への立入検査・指導等を通じ、安全・安心な医療提供
体制を確保します。

◎主な施策
施策 指標 現状 2026 2029

①
各施設種別ごとの実施頻度に
応じた医療機関等への立入検
査の計画的な実施

定期立入検査計画に
基づく実施状況 実施 実施 実施

②
薬剤師会など、様々な関係団
体や学校、地域と連携した薬
物乱用防止の啓発の実施

実施回数 年１回 年１回 年１回

➂
医療安全推進協議会や病院安
全管理者会議等、医療安全業
務に関わる会議の開催

会議の開催回数 年５回 年５回 年５回

④

医療安全研修会や講演会等、
医療従事者や市民等に対して
医療安全に関する広報・啓発
の実施

広報・啓発の
実施回数 年３回 年３回 年３回

医療安全相談窓口
わかりやすい版リーフレット

歯医者さんへの上手なかかり方
リーフレット

横浜市医療安全相談窓口相談件数

大麻や市販薬のオーバードーズ等による薬物乱用の危険性について、
若年層を中心に周知していきます。

医療安全相談窓口を運営するとともに、安全管理における事例や
知見を市内医療機関へ共有する等、各医療機関における医療安全の
確保に取り組みます。

Ⅲ （５） 医療安全対策の推進

年度
2018

(H30)

2019

(R元)

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

年間相談件数(件) 4,563 4,396 4,215 4,302 4,135

1日平均（件） 18.7 18.3 17.3 17.7 17.0

薬物乱用では、大麻による検挙人数が年々増加傾向で、特に若年層
の割合が増えています。また、身近にある咳止め薬等の市販薬を
過剰摂取する薬物乱用（オーバードーズ）も広がっており、様々な
広報手法を用いて、薬物乱用防止啓発等を進める必要があります。

出典：横浜市医療局

Ⅲ　（５） 医療安全対策の推進
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第Ⅳ章

主要な疾病ごとの切れ目ない
保健医療連携体制の構築

１ がん

２ 脳血管疾患・心疾患

３ 糖尿病

４ 精神疾患

資
料
編

Ⅱ

Ⅲ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅰ

Ⅳ
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食事を通して栄養を摂取することや、治療の合併症予防及びその病状軽減
は重要であり、がん患者に対する口腔の管理に、歯科医師や歯科衛生士
等の口腔ケアチーム、また、適切な栄養管理に、医師、看護師、管理
栄養士、言語聴覚士等の栄養サポートチームと連携しつつ対応すること
が求められています。本市では、横浜市歯科医師会・横浜市立大学との
３者による周術期口腔機能管理の推進に向けた包括連携に関する協定を
締結して、体制整備を推進するとともに市民啓発等を実施しています。

〇

現状と課題

国が指定する「都道府県がん診療連携拠点病院」「地域がん診療連携拠点
病院」、県が指定する「神奈川県がん診療連携指定病院」として市内13
病院が指定され、質の高いがん医療や相談支援を提供しています。また、
本市では独自に乳がん連携病院や小児がん連携病院を指定し、医療の質
の向上や支援の充実に取り組んでいます。

〇

〇 がんと診断された時から緩和ケアが提供されるよう、がん診療連携拠点
病院等において専門的な緩和ケアを提供しています。また、本市では
病院と連携して緩和ケア医の育成に取り組んでいます。地域全体で、
がんにおける緩和ケアを提供できる連携体制が求められています。

〇 患者の療養生活が多様化する中で、患者や家族のQOL （生活の質）の
向上のためには、相談支援へのアクセスのしやすさや、治療に伴う苦痛
の軽減などが求められます。

〇 がんによる死亡率の減少のためには、予防・早期発見・医療の各段階で、
市民の適切な行動につながるような情報提供と、がんになる前からの
市民のがんへの理解を進めることが大切です。

〇 がん検診の受診率は、国の目標が50％から60％に引き上げられました。
令和４年国民生活基礎調査の結果では、本市の受診率は胃がん、乳がん
は50％台でしたが、60%には達しておらず、より効果的な受診勧奨の
検討が必要です。また、精密検査受診率は、中期計画の目標を90％とし
ていますが、目標に達しておらず、効果的な未受診対策や医療機関から
の結果報告の把握体制を充実させる必要があります。

全国と比べて年齢調整死亡率の高い乳がんや、がん検診受診率の低い
子宮頸がんについて、早期発見の行動につながるよう、検診の受診・
予防・治療に関するがん教育、情報提供を強化する必要があります。

市民

ヘルス
リテラ
シー

予防

治療共生

コミュ
ニティ

新たながん対策よこはまモデルイメージ図

本市が実施するがん検診では、胃、肺、大腸がん検診の受診は、70代
前半の方が多い状況です。（年齢5歳階級）

〇
がんになっても安心して生活できる地域社会の実現には、全ての市民が
正しい知識を身につけ、予防行動や適切な医療へつながり、支えあう
施策を展開する必要があります。

Ⅳ－１ がん

〇

Ⅳ－1　がん
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目指す姿

指標 現状 2029

がんの75歳未満年齢調整死亡率※1

（人口10万人対）の減少（①）
124

（2021）
100

（2028）

がん患者のQOLの向上
（現在自分らしい日常生活を送れていると
感じるがん患者の割合）（②）

全国 70.5％
（2018） 増加

施策の方向性
【取組①】

指標 現状 2026 2029

①

20歳以上の喫煙率 13.1％
（2022）

12.6％
（2025）

12.2％
（2028）

がん検診受診率
（胃、肺、大腸、子宮頸、乳がん）

胃 50.2％、肺 49.2％、
大腸 48.6％、

子宮頸 43.6％、乳 50.5％
（2022）

60%
（2025）

60%
（2028）

がん検診の精密検査受診率
（胃、肺、大腸、子宮頸、乳がん）

胃77％、肺66％、大腸49％、
子宮頸43％、乳84％

（2020）
90%

（2024）
90%

（2027）

指標 現状 2026 2029

②

身体的な苦痛を抱える
がん患者の割合

全国 34.7％
（2018） 減少 減少

精神心理的な苦痛を抱える
がん患者の割合

全国 24.0％
（2018） 減少 減少

がん患者が復職し、
１年以上継続して就労する割合

65.1％
（2022） 68% 70%

がんのり患に備えることにより、自身や身近な人ががんと診断された
際に、適切な医療を受け、支えあい、安心して生活できる地域社会
の実現を目指します。

全ての市民ががんに関する正しい知識を持つことにより、予防行動
やがん検診受診、適切な医療につなげることで、がんによる死亡率
の減少を目指します。

※1 高齢化が進んだことなどによる年齢構成の違いの影響をなくし、75歳以上の死亡を除
くことで壮年期死亡の減少を評価できるように計算した死亡率。算出には平成27年モデ
ル人口を用いている。

市民のがんへの理解が深まり、生活習慣の改善及びがん検診受診などの
予防行動や、適切な医療機関の受診につながるよう、普及啓発に取り組
みます。

がん患者やその家族等に対する相談支援・情報へのアクセスを容易にする
とともに、治療と生活・仕事の両立支援を推進し、がん患者が自分らしく
生活を送れるよう、支援を行います。

がん診療連携拠点病院等のがん診療の機能・連携強化等を図り、適切な
治療の推進やがん患者の苦痛軽減に取り組みます。

【取組②】

Ⅳ－１ がんⅣ－1　がん
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◎主な施策
施策 指標 現状 2026 2029 取組

（（３３）） がんとの共生

⑧ 相談支援及び情報提供の充実

新たな情報提供の
環境整備【再掲】 検討 運用 運用 ②

がん相談支援
センター認知度 34.8% 増加 50% ②

⑨ アピアランスケア※2

アピアランス支援に
取り組む病院数
（市内におけるアピ
アランス啓発資料配
付病院数）

13施設
（2022） 15施設 17施設 ②

⑩ 仕事と治療の両立支援の推進
治療と仕事の両立
支援に取り組んで
いると回答する
事業所の割合

47.3%
（2022） 50% 60% ②

⑪
小児・AYA世代※3がんの理解
促進・患者支援

連携病院へのチャイ
ルドライフスペシャ
リストなどの配置

2人
（2022） 3人 3人 ②

（（４４）） がんになっても安心な社会づくりの基盤構築

⑫
学習指導要領に基づく
「がん教育」の実施

学習指導要領に
基づく「がん教育」
の実施率

100％ 100％ 100％ ①

⑬
調査結果や統計を活用した
政策検討（EBPM）

現状把握に向けた
調査の実施

1回
（2022） 1回 1回 ①

施策 指標 現状 2026 2029 取組

（（１１）） がん予防に向けた取組

① 市民への情報提供の充実 新たな情報提供の
環境整備 検討 運用 運用 ②

② 禁煙・受動喫煙防止の推進
禁煙・受動喫煙防止
の推進に係る実施事
業数

150
事業

（2022）

150
事業

150
事業 ①

③ がん検診再勧奨の実施 再勧奨実施対象者数 4.2万人 15万人 30万人 ①

④ 精密検査受診状況の把握 受診状況の集計と
結果報告の督促回数 年１回 年２回 年３回 ①

⑤ 乳がんに関する理解の促進 「横浜市乳がん情報
提供サイト」閲覧数

35,671
件※1

前年度
より増

前年度
より増 ①

（（２２）） がん医療の取組

⑥
がん診療連携拠点病院等との
連携の推進

がん診療連携拠点病
院等との会議開催数

5回
（2022） 5回 5回 ②

⑦ 緩和ケアの推進 緩和医療専門医育成
数（累計）

1人
（2022） 2人 3人 ②

• 課題に応じたがんの早期発見に向けた取組の検討
• 受診しやすい環境の整備
• 乳がんや子宮頸がんといった女性特有のがんの早期発見に向け、区における健康づくり関連講座や研修のほか、SNSの活用、各種「けんしん」やイベント等のあらゆる機会を捉えて、

がん検診受診の勧奨や正しいがんの知識の普及啓発に取り組みます。
• 市内のがん診療連携拠点病院・乳がん連携業院・小児がん連携病院等との連携を通じて市内のがん医療の質の向上に引き続き取り組みます。
• 治療の合併症予防及びその病状軽減のため、拠点病院等と地域の歯科医師等の医科歯科連携によるがん患者の口腔管理の推進に向けて、普及啓発に取り組みます。
• 治療と仕事の両立支援について、患者への相談支援に加えて、市内事業所を対象としたセミナー開催や情報発信など、市内企業への働きかけを強化します。
• 長期的な支援や配慮が必要である小児・AYA世代のがん患者について、将来のライフステージを見据えた支援を検討します。

指標以外の主な取組

※2 医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、外見の変化を補完し、外見の変化に起因する
がん患者の苦痛を軽減するケア

※3 Adolescent and Young Adultの略。15 歳から 39 歳の思春期・若年成人の世代を指す

※1「横浜市乳がん情報提供サイト」を令和4年12月7日開設。現状値は開設日から246日分の実績。
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（R2）
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（R12）
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（R17）

2040

（R22）

2045

（R27）

心疾患患者数推計

15歳未満 15歳以上65歳未満 65歳以上75歳未満

75歳以上 65歳以上の割合

（人）

現状と課題

心疾患の再発予防に効果のあると言われている入院・外来心臓リハビリテーション
実施件数が、全国平均より下回っています。
市内の心大血管リハビリテーション料算定施設は27施設ありますが、更なる体制整備
が必要です。

〇
＜心疾患＞

〇
＜脳血管疾患＞

脳血管疾患は再発率が高く、また再発時は重い後遺症リスクが特徴であることから、
一度発症した患者への二次予防の取組が必要です。

〇

＜脳血管疾患・心疾患＞
〇 「神奈川県循環器病対策推進計画」の動向を注視しながら、対策を推進する必要

があります。

〇 日常生活の場において発症や再発を予防するために、生活習慣についての理解を広め
る取組が求められており、病院とかかりつけ医とのシームレスな連携も必要です。

〇 「医師の働き方改革」開始後も持続可能な救急医療体制の構築が必要です。（「横浜
市脳血管疾患救急医療体制」および「横浜市急性心疾患救急医療体制」の参加基準と、
病院の受入能力に応じた機能分担の検討）

〇 回復期・維持期の患者に関してはQOL（生活の質）の向上のために、社会復帰に向け
たリハビリテーションや、診療科を超えた多職種の連携が必要です。

〇 手術前後（周術期）の口腔ケアによって誤嚥性肺炎の予防や入院日数の短縮など治療
成績が向上するとされており、本市・横浜市歯科医師会・横浜市立大学の三者による
周術期口腔機能管理の推進に向けた包括連携に関する協定を締結し、連携して周術期
口腔ケアの推進に取り組んでいます。

摂食嚥下障害のある患者に対しては、誤嚥性肺炎を予防するため摂食嚥下リハビリ
テーションが重要です。

〇

高齢化が進むことにより、脳卒中や心筋梗塞といった脳血管疾患と心疾患の患者数の
増加が予想されています。

Ⅳ－２ 脳血管疾患・心疾患
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脳血管疾患患者数推計

15歳未満 15歳以上65歳未満 65歳以上75歳未満

75歳以上 65歳以上の割合

（人）

出典：[受療率]平成29年患者調査
「受療率（人口10万対），性・年齢階級×傷病大分類×入院－外来・都道府県別」（厚生労働省）
[人口] 横浜市将来人口推計（令和６年１月）（横浜市）
※上記をもとに、医療局が作成
※ 二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまるものとして、

将来の人口推計を用いて算出。

出典：[受療率]平成29年患者調査
「受療率（人口10万対），性・年齢階級×傷病大分類×入院－外来・都道府県別」（厚生労働省）
[人口] 横浜市将来人口推計（令和６年１月） （横浜市）
※上記をもとに、医療局が作成
※ 二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまるものとし

て、将来の人口推計を用いて算出。
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出典：令和2年医師･歯科医師･薬剤師統計（厚生労働省）
注）人口10万対は令和2年1月１日時点の人口をもとに独自に算出して作成

（人）

（人）

出典：令和2年医療施設調査（厚生労働省）
注）人口１０万対は令和2年1月１日時点の人口をもとに独自に算出して作成

（か所）

（か所）

横浜市 神奈川県 全国

脳神経内科:医師数 181 388 5,758

脳神経外科:医師数 200 440 7,349

横浜市 神奈川県 全国

脳卒中のSCUを有する病院数 10 18 193

脳卒中のSCUを有する病床数数 73 117 1,577

出典：令和2年医師･歯科医師･薬剤師統計（厚生労働省）
注）人口10万対は令和2年1月１日時点の人口をもとに独自に算出して作成

横浜市 神奈川県 全国

循環器内科:医師数 316 766 13,026

心臓血管外科:医師数 77 193 3,222

出典：令和2年医療施設調査（厚生労働省）
注）人口１０万対は令和2年1月１日時点の人口をもとに独自に算出して作成

横浜市 神奈川県 全国

心筋梗塞のCCUを有する病院数 4 12 258

心筋梗塞のCCUを有する病床数数 26 85 1,584
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出典：平成29年度～令和4年度版救急・救助の現況（消防庁）
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出典：平成23年・平成26年・平成29年・令和2年
患者調査（厚生労働省）

注）総患者数とは、調査日現在において継続的に医療
を受けている者の推計、令和２年から総患者数の算出
方法が変更となっている
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患者調査（厚生労働省）

注）総患者数とは、調査日現在において継続的に医療
を受けている者の推計、令和２年から総患者数の算出
方法が変更となっている
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目指す姿

脳血管疾患・心疾患の発症時における速やかな救命処置・搬送体制
の確保、治療水準を維持するとともに、治療後の日常生活の場に
おいても質の高い生活を送ることができる社会を目指します。

施策の方向性

脳血管疾患、心筋梗塞等の心血管疾患
の発症予防

再発や再入院防止・長期予後改善のためのリハビリテーションを必要な
方が受けられるよう、回復期リハビリテーション病院や介護事業者を含
む多診療科・多職種による地域連携を進め、支援体制を整備します。

「医師の働き方改革」実施後も適切な観察・判断等に基づいた医療
機関搬送を維持するため、持続可能な救急医療体制を構築します。

脳血管疾患、心疾患の発症予防・再発予防のため、生活習慣改善等の
取組を行います。

＜心疾患＞

＜脳血管疾患＞

＜脳血管疾患・心疾患＞

指標 現状 2026 2029

20歳以上の喫煙率 【再掲】 13.1％
（2022）

12.6％
（2025）

12.2％
（2028）

特定健診で収縮期血圧
140mmHg以上の者の割合

14.9%
（2020）

維持
（2022）

維持
（2025）

特定健診でLDLコレステロール
140mg/dL以上の者の割合

32.9%
（2020）

維持
（2022）

維持
（2025）

特定健診でBMI 25kg/㎡以上の者の割合 29.1%
（2020）

維持
（2022）

維持
（2025）

脳卒中疑いの救急搬送患者のうち
市体制参加医療機関への搬送割合

約87%
（直近3年の

平均値）
維持 維持

入院心血管疾患リハビリテーション実施件数 124,684件
（2021） 増加 増加

外来心血管疾患リハビリテーション実施件数 43,049件
(2021) 増加 増加

保険診療終了後の心血管疾患再発予防を目的
とした生活習慣獲得を支援する施設数※2 93施設 128施設 163施設

一度発症した患者の在宅復帰までのサポートや再発予防の理解を深める
ための取組を推進します。指標 現状 2029

脳血管疾患の年齢調整死亡率※1

（人口10万人対）
62.3

（2021）
減少

(2027)

心疾患の年齢調整死亡率※1

（人口10万人対）
144.8

（2021）
減少

(2027)

※1 年齢調整死亡率は、死亡数（横浜市人口動態統計資料）、推計人口（横
浜市統計情報ポータル）、平成27年モデル人口を用いて算出

※2 地域における心臓リハビリテーション連携運動施設、介護サービス事業所等

Ⅳ－２ 脳血管疾患・心疾患

コラム
心臓リハビリテーションとは再発や再入院を防止することをめざしておこなう

運動療法と学習活動・生活指導・相談（カウンセリング）などを含む総合的活動
プログラムのことです。※特定非営利法人日本心臓リハビリテーション学会HPより

心臓リハビリテーションを知ってもらう
ために、様々なアニメで活躍する声優さん
を起用したコミック動画を制作しました。
横浜市YouTubeチャンネルで公開しています。

2026年２月末までの限定公開

心臓リハビリテーション

心臓リハビリテーション啓発コミック動画

Ⅳ－2　脳血管疾患・心疾患 

36



◎主な施策

施策 指標 現状 2026 2029

（（１１）） 発症予防

① 生活習慣の改善を通じた予防
生活習慣病に関する
生活習慣改善相談及び
訪問指導件数

2,157件
（2022） 2,800件 2,800件

（（２２）） 急性期の適切な医療体制の構築

②
救急搬送、緊急治療が可能となる
救急医療体制（参加基準等）の
検討

救急医療機関連絡会の
開催回数

１回／年
以上

１回／年
以上

１回／年
以上

③
救急搬送基準の必要に応じた
見直しと適正な運用

最新の救急搬送基準に
準じた医療機関搬送 実施 実施 実施

④ 治癒実績等の必要な情報公表 情報更新回数 １回／年 １回／年 １回／年

（（３３）） 合併症や再発の予防、在宅復帰支援

⑤

在宅復帰、社会参加に向けた
脳血管疾患ケアサポートガイド
（医療・介護連携ケアパス）
の活用

市内医療機関等への
パンフレットの配布 実施 実施 実施

⑥
心血管疾患リハビリテーションが
実施できる体制の整備

心大血管疾患リハビリ
テーション料ⅠⅡ
算定施設数

27施設 28施設 30施設

⑦
維持期における心臓リハビリ
テーションの多職種協働による
支援体制の構築

心臓リハビリテーション
連携施設認定を目的と
した研修の実施

検討 運用 運用

心疾患医療提供体制

脳血管疾患医療連携体制

予防

身近な地域の診療所
一般の病院（かかりつけ医）

生活習慣病の予防・治療
●日常の健康管理、健康診査、保健指導
●主治医としての治療
●病院等との連携
再発予防管理
●基礎疾患の治療
●再発防止のための治療・管理

急性期

横浜市脳血管疾患
救急医療体制
参加医療機関

近くにいる人
適切な通報

救急隊
救急救命士
適切な判断
応急措置
迅速な搬送

発
症

回復期

回復期リハビリテーション病棟を
有する病院など

維持期

療養病床
介護老人保健施設等

身体機能回復・摂食嚥下のための
集中的リハビリテーション

口腔ケア

生活機能維持のための
リハビリテーション
在宅療養に必要な

医療介護サービスとの連携・調整

転
院
・転
棟

急性期及び回復期
に対応可能な病院

患者・家族
在宅療養・介護

退院 退院・退所

訪問・往診

訪問看護
ステーション

在宅療養支援診療所

継続的な療養管理・指導
24時間阿智性の在宅療養支援など

居宅介護サービス
事業者

身近な地域の
歯科診療所

身近な地域の
薬局

など

予防

かかりつけ医
かかりつけ歯科医

かかりつけ薬剤師・薬局

●日常の健康管理、健康診査、
保健指導

●主治医の治療
●病院等との連携
●再発予防のための治療・管理

急性期

横浜市急性心疾患
救急医療体制参加

医療機関

近くにいる人
適切な通報
応急処置

AEDの使用

救急隊
救急救命士
適切な判断
応急措置
迅速な搬送

（12誘導心電図
の活用）

発
症

入院

●疾患や重症度に
   応じた急性期治療
●急性期リハビリ
   テーション

前期回復期

急性期病院等

●急性期治療
●退院に向けた疾病管理
   としての入院回復期
   リハビリテーション

後期回復期

回復期病棟のある
病院等

●疾患管理としての
   外来回復期
リハビリテーション

病院

●疾患管理としての外来回復期
リハビリテーション

後期回復期

病院、かかりつけ医等

●維持期治療
●疾病管理としての維持期
リハビリテーション

●連携運動施設等における
   運動継続

維持期

外来

社会生活

●自己疾病管理（再発防止）
●連携運動施設等における運動継続

在宅生活 在宅医療・介護サービス

●社会生活のサポート
●自己疾病管理（再発防止）
●施設等における運動継続
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の推計人数の年次推移（20 歳以上、男女計、全国値）

現状と課題

Ⅳ－３ 糖尿病

（万人）

出典：「健康日本21（第三次）推進のための説明資料（令和5年5月）」（厚生労働省）より算出
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出典：NDBオープンデータ

「糖尿病が強く疑われる者」は、全国で約1,000万人であり、過去４か年
（2012～2016年）で50万人増加し、今後も増加することが予測されており、
糖尿病で継続的に医療を受けている人は、 2017年度時点で約330万人です。

糖尿病は神経障害、網膜症、腎症、足病変といった合併症を併発し、心筋梗塞
や脳卒中等の心血管疾患のリスク因子となるだけでなく、がん・転倒・
認知症等のリスクも高めます。また、歯周病と糖尿病は相互に悪影響を及ぼ
します。

〇

〇

〇 糖尿病の重症化予防及び合併症の早期発見には、内科や糖尿病内科のかかり
つけ医を持ち、眼科での網膜症の検査、歯科での歯周病のチェックを定期的
に受け、適切な治療につながることが重要であり、そのための医療の連携が
必要です。本市では横浜市医師会と横浜市歯科医師会が「糖尿病・歯周病
予防のための横浜市医科歯科連携協定」を締結し、連携して治療にあたる
取組が進められています。

糖尿病性腎症による全国の新規透析導入患者数は2021年で15,271人であり、
糖尿病は現在、新規透析導入の主要な原因疾患です。糖尿病の早期発見・早期
治療と重症化予防は、慢性腎臓病（CKD）への進行を抑制するための取組
として重要です。また、糖尿病網膜症は、成人の中途失明の要因でもあります。

糖尿病は、生活の質や社会経済的活力と社会保障資源に多大な影響を及ぼす
ことから適切な対策が必要です。

糖尿病、糖尿病性腎症の重症化を予防し、人工透析導入者を減少させるため、
横浜市国民健康保険の特定健康診査等の結果を用いて、主治医とも連携を
図りながら保健指導（服薬管理、食事療法、運動療法等）を行っています。
また、がん検診ガイド（国保加入者のがん検診の受診啓発として個別送付等
に活用）に慢性腎臓病（CKD）に関する記載をして啓発しています。

壮年期から高齢期まで、糖尿病の早期発見、適切な受療継続、良好な生活習
慣の継続には、医療と保健指導、療養指導、日常生活支援及び介護との連携
が重要となっています。

〇

〇

〇

〇

Ⅳ－3　糖尿病
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コラム 疾患別医療・介護連携事業

糖尿病の早期発見、適切な受療継続、良好な生活習慣の継続には、医療と保健指導、
療養指導、日常生活支援及び介護との連携が必要です。
本市では、疾患別医療・介護連携事業の取組のひとつとして、区ごとに糖尿病の

保健・医療・介護のネットワークの構築を進めています。

全国原疾患別新規人工透析導入患者数

原疾患
2016
（Ｈ28）

2017
（Ｈ29）

2018
（Ｈ30）

2019
（Ｒ1）

2020
（Ｒ2）

2021
（Ｒ3）

糖尿病性腎症 16,103 16,492 16,122 16,019 15,690 15,271

慢性糸球体腎炎 6,186 6,327 5,963 5,755 5,764 5,394

腎硬化症 5,285 5,689 5,951 6,330 6,737 6,905

その他疾患 9,678 10,278 10,111 10,453 10,358 10,382

原疾患不明 4,761 5,129 5,136 5,356 53,03 5,076

合計 37,252 38,786 38,147 38,557 38,549 37,952

出典：2016～2021年末 わが国の慢性透析療法の現況（（一社）日本透析医学会）

コラム 糖尿病と慢性腎臓病（ＣＫＤ）
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慢性人工透析患者数の推移

神奈川県 全国

（人）

出典：2021年末わが国の慢性透析療法の現況（（一社）日本透析医学会）

糖尿病は、良好な生活習慣の継続、早期発見、適切な受療継続により、
合併症のひとつである糖尿病性腎症への進行を抑制することが重要です。
糖尿病性腎症は慢性腎臓病（ＣＫＤ）の主要な原因疾患であり、進行し

て腎臓の働きが悪くなると腎不全に至り、人工透析や腎移植が必要になり
ます。人工透析には週３回程度の通院が必要で、高額な医療費負担も発生
します（患者一人当たり１年間の慢性透析医療費は約480万円に上るとされ
ています）。

（人）
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目指す姿 施策の方向性

糖尿病の発症予防及び重症化予防のため、保健指導に取り組みます。

患者に対するケアレベルを向上させるため、医療職、介護職等の
支援者の人材育成を行うほか、多職種からなる支援者による相談
支援の充実を図ります。

生活習慣の改善や、患者の治療継続、生活支援に取り組み、これ
らに関わる地域の保健・医療・介護の連携強化を図ることにより、
糖尿病の発症予防、重症化予防を目指します。

内科や糖尿病内科のかかりつけ医と眼科、腎臓内科、歯科、薬局
等の医療連携と、生活を支える地域の多職種の連携を進め、糖尿
病の合併症の早期発見や治療中断を防ぎます。

Ⅳ－３ 糖尿病

※3 尿中アルブミンは、尿蛋白の主成分で、糖尿病の合併症である糖尿病性腎症では尿
中アルブミン排泄量が増加するため、腎機能の検査として行われます。

指標 現状 2029

特定健診でHbA1c※1

8.0 ％以上の者の割合
1.25％

（2020）
減少

（2025）

糖尿病性腎症※2による
新規人工透析導入患者数

2023年度神奈川県
人工腎臓等保有状況
調査により算出

参考値：県 883人（2021）
（日本透析学会統計資料）

減少
(2028)

指標 現状 2026 2029

投薬治療を受けていた糖尿病患者
が治療を継続している割合

94.6％
（2020）

同水準を
維持

同水準を
維持

HbA1cの名称とその意味を
知っている人の割合 22.4％ ― 26.6%

（2028）

在宅医療連携拠点に寄せられた
糖尿病に関する相談件数

91件
（2022） 110件 120件

尿中アルブミン（定量）検査※3

の実施件数(レセプト件数)
73,658件
（2020） 増加 増加

投薬治療を受けている糖尿病患者
が歯科に通院している人の割合

47.5％
（2020） 増加 増加

※1 HbA1c （ヘモグロビンエーワンシー）とは：
赤血球の中に含まれるヘモグロビンにブドウ糖が結
合したもので、過去１～２か月の平均的な血糖の状
態を知ることができる指標です。血糖値と異なり、
飲食によって変動しないという利点があります。

糖尿病の本当の怖さは、全身の血管と体の機能にダ
メージを与えることです。自覚症状がないからと放
置していると、手足の神経障害、視力低下、腎機能
低下など、糖尿病の合併症が重症化するリスクが高まります。

HbA1c 糖尿病治療における目標値

6.0%未満 血糖値の正常化を目指す際の目標

7.0%未満 合併症予防のための目標

8.0%未満 治療強化が困難な際の目標

日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2019」より

※2 糖尿病性腎症とは：糖尿病で高血糖の状態が続くと、全身の血管を傷つけ血管が詰まったり、破れた
りします。腎臓のろ過装置である糸球体の血管が傷つき、腎機能が低下した状態が糖尿病性腎症です。糖尿
病性腎症は、人工透析導入の原因となる疾患の第１位です。

Ⅳ－3　糖尿病
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◎主な施策
施策 指標 現状 2026 2029

（（１１）） 糖尿病の発症予防及び重症化予防

①
糖尿病の発症予防及び重症化予防
のための保健指導に取り組む

糖尿病の発症予防及び
重症化予防に向けた生
活習慣改善のための個
別指導

173人
（2022） 180人 180人

説明会や講座等による
糖尿病の予防に関する
普及啓発

延べ
15,347人
（2022）

全区で
実施

全区で
実施

②
横浜市国民健康保険被保険者の
糖尿病重症化予防のための保健
指導等に取り組む

国保特定健診でHbA1c
が6.4～6.9％だった人へ
の受診勧奨や個別指導
等を案内するダイレク
トメール

4,232通 全区で
実施

全区で
実施

国保特定健診でHbA1c
が7.0％以上等を対象と
した糖尿病性腎症重症
化予防事業参加者数

46人
（2021）

50人
（2025）

50人
（2028）

糖尿病治療中の歯科未
受診者への受診勧奨後
の歯科受診率

13％ 15％ 15％

（（22）） 医療・介護連携の推進

③
高齢者等の糖尿病の重症化予防に
関して支援者向けの啓発に取り組
む

職域別研修(回数) 2回
（2022） 2回 2回

職域別研修(参加者数) 160人
（2022） 160人 160人

④
高齢者等に関わる支援者間の相互
理解・課題共有と解決策の検討に
取り組む

疾患別医療・介護連携
事業（糖尿病）に取り
組む区の数

２区
※モデル
実施

（2022）
８区 18区

コラム
「妊娠糖尿病」とは、妊娠中に初めて発見・発症さ

れた糖尿病に至っていない糖代謝異常です。妊娠中は
血糖が高くなりますが、出産後は速やかに血糖が正常
化します。
「妊娠糖尿病」と診断された方は、正常な状態で出

産を迎えた方と比べて約7.43倍糖尿病を発症する危険
度が高まると海外では報告されています。
糖尿病は治癒することなく、将来にわたって上手に

お付き合いしていくことが必要になります。
血糖値が高い状態の期間が長くなると、網膜症や

腎症、神経障害などの、様々な合併症を起こしてしま
います。
将来、糖尿病にならないためにできる工夫のポイント

など、更に見やすいリーフレットになりました。

運動や食事での工夫などわかりやすく紹介（リーフレット中面）

妊娠糖尿病リーフレットをリニューアルしました

Ⅳ
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現状と課題

〇

〇

依存症は本人に自覚が少ないことが多く、治療や支援につながりに
くいことが課題であり、治療や支援が必要な人やその周囲の人たちが、
依存症に関する正しい知識を得て、相談や支援を受けやすくする環境
を整備することが必要です。

〇

〇

＜精神疾患の全体認識＞

＜精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築＞

＜自殺＞

＜依存症＞

＜精神科救急＞
〇 県、川崎市、相模原市との４県市協調による精神科救急システムが

運用されており、対象患者数は増加しています。患者像の多様化に
合わせて、専門的治療につなげることや退院後の地域移行に向けた
視点が重要視されています。

コロナ禍等による社会環境や人間関係の変化により、抑うつや不安が
広がるなど、精神科医療を必要とする人が増えています。一方で、
受診に抵抗を感じる人や、精神疾患を否認する人も多いため、医療に
つながりにくく、入院が必要な期間も長くなりがちです。地域で支え
る仕組みが少ないとの指摘もあります。

区域の協議の場を全区に設置し、取組を進めています。医療機関と
福祉関係者等との連携が十分とは言えず、連携に向けた取組が求めら
れています。

本市の自殺者数は、2019年以降増加しており、特に女性の自殺者の
増加が目立っています。自殺を考えている人のサインに早く気づき、
見守り、つなぐ人が増えるよう、広報・教育活動等に取り組んでいく
ことが必要です。

〇

＜措置入院者の退院後支援＞
措置入院となった人は、複雑多岐にわたる問題を抱えていることも
多く、退院後もその人らしい生活を送るためには、地域での支援が
必要です。

Ⅳ－４ 精神疾患
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コラム 横浜市自殺対策計画
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「第２期自殺対策計画」は、新型コロナウィルス感染症等により顕在化した
新たな社会的な課題を踏まえ、「こども・若者の自殺対策の強化」「女性に対
する支援の強化」「自殺未遂者への支援の強化」を重点施策に位置付けるとと
もに、更なる自殺対策の推進を図ることを目的に策定しています。
（ 計画期間：2024年度から2028年度まで）

本計画では、「誰も自殺に追い込まれるこ
とのない社会の実現」に向け、「自殺する人
を減らす」だけでなく、「自殺に追い込まれ
る人を減らす」という２点の視点から、最終
目標の指標に、「自殺死亡率の減少」、「自
殺したいと思ったことがある人の減少」と
「自殺未遂の経験がある人の減少」の３つの
指標を設定しました。
また、自殺の背景には、様々な要因がある

ことを踏まえ、各相談窓口の周知のほか、人
材育成策を体系的に設計し、自殺を考えてい
る人のサインに気づき、見守り、つなぐ役割
を担うゲートキーパーの養成を、様々な分野
に拡大することなどを推進します。

645
690

764 761 788
745

621 622 595 564 550
495 484 490

550 574 559

198 222 252
210 224 259

187 185 196 197 167 172 168 151
204 201 206

447 468
512 551 564

486
434 437 399 367 383

323 316 339 346 373 353

0

200

400

600

800

1000

2006

(H18)
２００７

（H19）

2008

(H20)

2009

(H21)

2010

(H22)

2011

(H23)

2012

(H24)

2013

(H25)

2014

(H26)

2015

(H27)

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)
2019

(R元)

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

男女別の自殺者数の年次推移

全体 女性 男性出典：人口動態統計（厚生労働省）

（人）

17.9 19.0
20.9 20.7 21.4 20.2

16.8 16.8 16.0 15.1 14.7
13.3 12.9 13.1

14.6 15.2
14.8

11.1 12.3
13.9

11.5 12.2
14.0

10.1 10.0 10.5 10.5
8.9 9.2 8.9 8.0

10.7 10.5 10.8

24.7 25.7
27.9

29.9 30.5

26.3
23.5 23.6

21.6
19.8 20.6

17.4 17.0 18.2 18.5
20.0 19.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

2006

(H18)
2007

（H19）

2008

(H20)

2009

(H21)

2010

(H22)

2011

(H23)

2012

(H24)

2013

(H25)

2014

(H26)

2015

(H27)

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)
2019

(R元)

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

男女別の自殺死亡率の年次推移

全体 女性 男性

（%）

出典：人口動態統計（厚生労働省）

Ⅳ

43



目指す姿

指標 現状 2029

精神病床退院患者における
地域平均生活日数

327.3日
（2020）

331.5日
（2027）

施策の方向性

こころの健康を維持する人の増加に向けて、メンタルヘルスに関
する普及啓発や専門職の人材育成に取り組みます。

医療機関や福祉・保健関係者の連携強化を推進し、精神障害にも
対応した地域包括ケアシステムを構築します。

精神科救急体制を充実させ、良質かつ適切な医療を提供します。

指標 現状 2026 2029

悩みやストレスについて、
誰にも相談できない人の割合

5.5％
（2022） - 5.5％以下

（2027）

精神科や心療内科を受診すること
に抵抗を感じる人の割合

33.6％
（2022） - 33.6％以下

（2027）

精神科訪問看護指示料を算定した
患者数

5,966人
（2021） - 7,000人

精神科病院に入院する患者のうち、
１年以上の長期入院患者の割合

54.8％
（2022）

53.1%
（2025） 減少

通報受理から措置診察開始までの
時間（搬送時間の短縮）

6時間5分
（2022） 6時間 5時間55分

精神科救急における横浜市民専用
病床の活用状況
①活用の頻度：当該病床稼働率
②地域移行に向けた後方病院への
移行期間：当該病床の在院日数

①44.5％
②25日

（2022）
①47％
②23日

①50％
②20日

市民が疾患に対する正しい知識を持つとともに、精神障害者が、
地域の一員として安心して自分らしい暮らしを送ることができる
社会の実現を目指します。

適切な医療につなげることで入院の長期化を少なくするとともに、
退院後も地域で安心して生活できるような支援体制の構築を目指
します。

コラム 横浜市依存症対策地域支援計画

アルコール・薬物・ギャンブル等依存症をはじめとした依存症全般を対象とし、
依存症に関する支援の方向性を幅広い支援者の皆様と共有することで、包括的な
支援の提供を目指すため、「横浜市依存症対策地域支援計画」を令和３年10月に
策定しました。

本計画は、「依存症の本人や家族等が自分らしく健康
的に暮らすための支援に向け、関係者がそれぞれの強み
を生かしながら、連携して施策を推進すること」を基本
方針として、一次支援（予防・普及啓発）、二次支援
（早期発見・早期支援）、三次支援（回復支援）という
３つのフェーズごとに、各依存症の予防及び回復支援に
着目した重点施策を設定しています。この基本方針の実
現に向けて、本市関係部署と専門的な医療機関、民間支
援団体等が連携し、関係者が一体となって依存症対策の
取組を進めています。

Ⅳ－４ 精神疾患Ⅳ－4　精神疾患 
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◎主な施策
施策 指標 現状 2026 2029

（（１１）） こころの健康を維持する人の増加

①
メンタルヘルス普及啓発、専門職
のスキルアップ

支援者向け人材育成研
修受講者数

946
人/年

（2021）
延べ

4,125人
延べ

6,600人

うつ病対応力向上研修
の終了者

延べ
1,192人
（2022）

延べ
1,512人

延べ
1,752人

依存症支援者向け研修
の受講者数

689
人/年

（2021）
延べ

1,250人
延べ

2,000人

（（２２）） 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

②
医療機関と福祉・保健関係者の
協議の推進

区における協議の場に
参加する医療機関数

51施設
（2022） 拡大 拡大

③
精神障害者の地域移行・地域定着
支援の推進

退院サポート事業
利用者数

189人
（2022） 210人 240人

④
措置入院患者に対する退院後の
支援

対象者に対する
実施割合

60%
（2022） 65% 70%

（（３３）） 精神科救急体制の充実

⑤ 救急医療体制の構築

３次救急における市内
病院への入院割合
（措置診察を実施した
もののうち、市内医療
機関につないだ者の割
合）

87.1％
（2022） 90％ 95％

ソフト救急経由におけ
る市内病院への紹介割
合（横浜市民の紹介案
件のうち市内医療機関
を紹介した者の割合）

78.6％
（2022） 80％ 85％

横浜市の精神科救急医療体制（四県市協調体制） 2023年度

区福祉保健センター
（相談援助）

かかりつけ
医療機関

精神科救急医療情報窓口（四県市協調）
平日 1７ : ００～翌８ : ３０
休日 ８ : ３０～翌８ : ３０
○初期救急 : 外来診療が必要な場合に

医療機関を紹介
○二次救急 : 入院が必要と思われる場合に

対応可能な病院を紹介

法法にに基基づづくく移移送送家家族族等等のの同同行行にによよるる搬搬送送

本人、家族、関係機関からの相談 警察官の通報
（「精神保健福祉法」第23条）

平日昼間 夜間休日 終日 平日昼間 夜間休日

区福祉保健センター
（通報受理・事前調査）

通報受付窓口
（通報受理）

区分

初期・二次・三次救急の受入体制

曜
日

昼間
8:30 ～ 17:00

夜間
17:00 ～ 22:00

深夜
22:00 ～ 翌8:30

初期急患

二次急患

三次急患
（措置診察）

平

休

平

休

平

診察所等の通常診療

初期救急医療施設
（土曜日は13:00～17:00）

輪番病院（1床／日） なし

輪番病院（1床／日）
＋

基幹病院

輪番病院
（1床／日）

＋
基幹病院
（当番制）

病院の通常診療

平日受入体制強化事業 横浜市内病院週３日 15:30～19:00

基幹病院 転院
基幹病院以外の精神科病院【後方移送】基幹病院の空床確保

横浜市精神保健福祉課 救急医療係

24時間体制
22時まで：本市独自体制
深夜：四県市協調体制

〇三次救急：警察官通報に対応
（通報受理、診察決定、移送等）

輪番病院（全県8床／日）

輪番病院（全県４床／日）
※土日は4床のうち1床は14:00～20:00

＋
基幹病院

Ⅳ
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１ 救急医療

２ 災害時における医療

３ 周産期医療・小児医療

４ 新興感染症医療

第Ⅴ章

主要な事業ごとの
医療体制の充実・強化

資
料
編
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現状と課題

〇

〇

一連の救急活動にアナログとデジタルの業務が混在しており、病院
到着後の引継ぎが書面で行われています。

二次救急医療機関に多くの初期救急患者が直接受診することにより、
二次救急医療機関が担うべき救急医療に支障をきたすことが指摘され
ています。

〇

〇 救急隊が現場で把握した患者情報を電子データとして病院に引継ぎが
できていません。（電子カルテとの連携）

〇 病院情報を集約するYMIS（横浜市救急医療情報システム）の構築から
10年余が経過し、老朽化していることから、再構築の時期がきています。

＜救急医療DX＞

＜救急医療体制＞ ＜適切な受療行動の推進＞

限られた医療資源を最大限に活用するためには、救急相談センター
（＃7119）※1の更なる活用を含め、重症度に応じた適切な受療行動に
ついて認識を深める必要があります。

〇

超高齢社会が進展するなか、人生の最終段階においてどのような
医療 ・ケアを望むかについて日頃から話し合うことの重要性が高まっ
ています。

〇

〇 超高齢社会の進展により、救急需要の更なる増加が見込まれています。

〇

〇 新興感染症や異常気象などによる救急需要の急激な変化が生じる
リスクへの対策が必要です。

〇

2024年度から施行される「医師の働き方改革」により、医師が不足し
医療提供体制を維持することが難しくなる懸念があります。

疾患ごとの救急医療体制について、需要の変化を踏まえつつ、最適化
に向けた検討が必要です。

プレホスピタルケア（病院前救護）における救急医療体制の更なる
充実に向けた検討が必要です。

※1 急な病気やけがのときに、受診の相談ができる24時間365日利用できる電話相談
サービス（医療機関案内、救急電話相談）

Ⅴ－１ 救急医療
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横浜市二次救急医療体制 患者受入数（2018年度～2022年度）
（二次救急拠点AB病院※1 、輪番病院（内科・外科、小児）、小児救急拠点病院）

横浜市救急医療体系図 本市独自の取組
2023年4月1日時点

初
期
救
急

【休日】 休日急患診療所 18区

【夜間（準夜帯） 】 夜間急病センター ３か所

二
次
救
急

一般救急医療 小児・周産期救急医療

小児科三次救急対応病院
県周産期医療システム基幹病院

３病院

三
次
救
急

救命救急センター

９病院

重症外傷
センター
２病院

二次救急
拠点病院

内科・外科
二次輪番

病院

疾患別
救急

医療体制

21病院
（10病院で
は、深夜帯
に、初期救
急患者を受
入）

毎夜間
1～2病院

市内
25病院

脳疾患
31病院

心疾患
23病院

外傷
（脳外、整形）

33病院

小児救急
拠点病院

７病院
（深夜帯は、
初期救急患
者を受入）

毎夜間
1～2病院

市内
７病院

周産期
救急連携

病院

小児科
二次輪番

病院

８病院
産科
拠点
病院

３病院

（人）

【夜間・休日】 歯科保健医療センター

医
科

歯
科

三次救急 … 主に生命に危険のある「重症・重篤患者」に高度な医療を行います。
二次救急 … 主に入院治療が必要な「中等症・重症患者」の医療を行います。
初期救急 … 外来診療により帰宅可能な「軽症患者」の医療を行います。

出典：横浜市救急医療体制参加医療機関からの報告数値（夜間、休日昼間の患者受入実績）（横浜市）

※１ A病院…重症度の高い患者の受入を行う
B病院…比較的重症度の低い患者の受入を行う

救急車
で来院

救急車以外
で来院

病院数
救急車
で来院

救急車以外
で来院

病院数
救急車
で来院

救急車以外
で来院

病院数

合計 137,157 49,574 87,583 11 130,089 49,828 80,261 11 90,311 42,765 47,546 11

一病院あたり平均 12,469 4,507 7,962 11,826 4,530 7,296 8,210 3,888 4,322

合計 89,224 35,311 53,913 13 82,150 34,939 47,211 12 55,030 27,321 27,709 11

一病院あたり平均 6,863 2,716 4,147 6,846 2,912 3,934 5,003 2,484 2,519

合計 49,995 11,484 38,511 21 48,482 12,399 36,083 23 37,087 13,983 23,104 24

一病院あたり平均 2,381 547 1,834 2,108 539 1,569 1,546 583 963

合計 7,901 1,433 6,468 9 6,983 1,539 5,444 8 2,585 761 1,824 7

一病院あたり平均 878 159 719 873 192 681 370 109 261

合計 31,731 6,429 25,302 7 29,467 7,017 22,450 7 11,821 3,841 7,980 7

一病院あたり平均 4,533 918 3,615 4,210 1,002 3,207 1,689 549 1,140

輪番
（小児）

小児
拠点

2020年度
(R2)

A病院

B病院

輪番
（内･外）

2018年度
(H30)

2019年度
(R元)

救急車
で来院

救急車以外
で来院

病院数
救急車
で来院

救急車以外
で来院

病院数

合計 104,559 50,343 54,216 11 114,191 56,490 57,701 11

一病院あたり平均 9,506 4,577 4,929 10,381 5,135 5,246

合計 58,901 29,162 29,739 11 62,594 32,038 30,556 11

一病院あたり平均 5,355 2,651 2,704 5,690 2,913 2,778

合計 40,836 15,458 25,378 24 41,447 15,887 25,560 24

一病院あたり平均 1,701 644 1,057 1,727 662 1,065

合計 4,147 1,309 2,838 7 4,740 1,532 3,208 7

一病院あたり平均 592 187 405 677 219 458

合計 18,957 6,554 12,403 7 25,594 9,560 16,034 7

一病院あたり平均 2,708 936 1,772 3,656 1,366 2,291

輪番
（小児）

小児
拠点

2021年度
(R3)

2022年度
(R4)

A病院

B病院

輪番
（内･外）
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目指す姿

救急需要の増加に対し、緊急性の高い傷病者を確実に救急医療機関へ
つなぐことができるよう、最適な医療提供体制の確保を目指します。

指標 現状 2029

救急医療体制参画医療機関数 59施設 59施設

施策の方向性

実証実験を踏まえてシステム仕様の検討などを行った上で、本市におけ
る最適な救急医療DXを実現し、救急隊が収集する現場の患者情報を迅速
かつ正確に医療機関に共有することで、救急活動の効率化と病院内での
事務負担軽減を図ります。

救急相談センター（＃7119）や「人生会議」の普及啓発を通じて、適切
な受療行動を推進します。

＜救急医療DX＞

＜救急医療体制＞

＜適切な受療行動の推進＞

指標 現状 2026 2029

持続可能な救急医療体制の確立 検討 確立 維持

病院照会３回以内で決定する率
（2021年政令市平均93.4％） 95.6% 維持 維持

市内搬送割合 90.2％ 維持 維持

プレホスピタルケアにおける
医療提供体制の充実 検証・検討 運用 運用

傷病者情報の電子化（搬送前）
医療連携に係る事務処理の効率化 検討 拡充 維持

救急現場における心肺蘇生を
望まない傷病者への対応要領 検証 運用 運用

もしものときのことを話し合った
ことのある市民の割合【再掲】

23.5％
（2022） 推進 推進

「医師の働き方改革」の影響等を医療機関への調査により把握した上で、
限りある医療資源を有効に活用して、初期、二次、三次などの本市救急
医療提供体制を適切に維持するなど、より効率的な体制を検討します。
また、ドクターカーシステムの更なる充実について検討します。

Ⅴ－１ 救急医療

281,109 

350,281 360,877 

323,096 

247,548 
262,974 

313,017 

155,107 
180,983 185,295 

170,874 

123,679 133,107 
161,905 

126,002 

169,298 175,582 
152,222 

123,869 129,867 
151,112 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2016年度

(H28)

2017年度

(H29)

2018年度

(H30)

2019年度

(R元)

2020年度

(R2)

2021年度

(R3)

2022年度

(R4)

救急相談センター利用件数の推移

総数 医療機関案内 救急電話相談

（件）

出典：横浜市医療局

Ⅴ－１　救急医療
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◎主な施策

施策 指標 現状 2026 2029

（（11）） 超高齢社会における救急医療提供体制の最適化

①
「医師の働き方改革」や
少子高齢化の進展への対応

「医師の働き方改革」
や少子高齢化の進展に
対応した救急医療体制
の整備

調査
影響を踏
まえた体
制整備

特例水準
終了に向
けた再編

②
新たな新興感染症発生時の
救急搬送困難の緩和

新型コロナを踏まえた
医療体制の検討 振り返り 体制

づくり 体制維持

③ ドクターカーシステムの充実強化 協力医療機関 4病院 5病院 6病院

（（22）） ＤＸによる救急活動や医療連携の効率化

④ 救急医療DX 救急医療連携システム
（仮称）の整備 検討 運用 運用

（（３３）） 適切な受療行動の推進のための啓発等

⑤
広報・啓発による適正な受療行動
の推進

救急医療の適切な受療
行動に係る広報 実施 実施 実施

⑥ 救急相談センターの周知等

救急相談センター
利用件数

313,017
件 維持 維持

相談手段の多角化 検討 運用 維持

⑦ 初期救急医療体制の維持 初期救急医療機関数 21施設 21施設 21施設

⑧
「人生会議」の普及による
人生の最終段階の適正な医療受診

「もしも手帳」の
累計配布部数

377,000
部

568,000
部

718,000
部

98.5 98.4
97.5

96.1

93.2

85.0

90.0

95.0

100.0

2018

(H30)
2019

(R元)

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

搬送医療機関決定までの照会回数３回以下の割合

出典：横浜市消防局

（％）

0.0 

救急隊数（2022年）

出典：県・全国は令和４年版救急救助の現況（消防庁）
横浜市は横浜市消防局（令和４年４月１日時点）
注）人口１０万対は令和4年1月１日時点の人口を

もとに独自に算出して作成

単位：隊

コラム 救急隊

※「消防力の整備指針」第13 条 救急自動車
人口10 万を超える市町村にあっては５台に人口10 万を超え

る人口についておおむね人口５万ごとに１台を加算した台数を
基準として、当該市町村の昼間人口、高齢化の状況、救急業務
に係る出動の状況等を勘案した数とする。

本市では、国の指針※を踏まえつつ、
人口や災害発生件数等の基礎的なデータ
をもとに、本市に必要な消防力（必要な
署所数や消防車両数など）を定めた
「横浜市消防力の整備指針」を策定して
います。

2023年９月の改訂により、救急自動車
の整備指標を85台から92台に見直しまし
た。2023年12月現在、救急隊85隊を配置
しており、充足率は92％となります。

人口10万対

横浜市 83 2.2

神奈川県 251 2.7

全国 5,328 4.2

救急隊数（隊）
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現状と課題

〇

〇

大規模地震、異常気象に伴う自然災害、大規模な事故（都市災害）の
ほか、マスギャザリング※1における災害、更には武力攻撃事態など、
大都市横浜ならではの様々なリスクがある中、万全な救急及び災害
医療体制が必要です。

〇 重症者の対応を担う災害拠点病院を有効に機能させるため、他の病院
や診療所の応需体制を整備するほか、市民にも適切な受療行動を周知
する必要があります。

〇

〇 通信基盤の老朽化が進んでいることから、再構築を検討していく必要
があります。

〇

目指す姿

指標 現状 2029

災害時医療体制の維持・充実 維持 維持・充実

災害発生時の適切な受療行動に向けて、市民に対する災害時医療
体制の啓発を行います。

指標 現状 2026 2029

行政と関係機関が連携した
訓練の実施回数 １回/年 １回/年 １回/年

施策の方向性

災害時における県及び関係団体との連携強化を図るとともに、
DMAT ※2やモバイルファーマシー※3などの機動力を機能させるため、
継続的に訓練を実施していく必要があります。

医療救護隊については、資器材や医薬品等の適正な維持管理のほか、
医師会・薬剤師会・Yナース※4と連携した訓練や研修により人材を
確保していく必要があります。

大規模地震等の災害発生により、医療資源が制約を受ける中でも、
適切な医療を提供できる体制を目指します。

災害時通信体制の再構築や継続的な訓練の実施により、各区や医療
機関、関係団体等との情報受伝達体制を強化します。

災害関連死を防ぐため、医師・保健師等による健康管理、こころの
ケアや歯科医師等による口腔健康管理などについても、関係機関と
連携強化を図っていく必要があります。

〇

県及び関係団体等と連携し、災害時医療体制の維持及び連携強化を
図ります。

Ⅴ－２ 災害時における医療

災害時に、市町村における保健医療活動の調整等を担う本部の構成員
に、「災害薬事コーディネーター※5」を加えることが国から示された
ため、県と連携して体制の在り方を検討していく必要があります。

※1 大規模なイベントなどで一定期間、限定された地域において、同一目的で集合した多人数の集団
※2 災害の発生直後の急性期に活動を開始できる機動性を持った、専門的な研修・訓練を受けた災害
         派遣医療チーム
※3 薬局機能を搭載し機動力を備えた、小型バスをベースとした災害対策医薬品供給車両
※4 避難所等で医療救護隊として活動する看護職
※5 災害時に薬事に関する課題解決のための調整等を行う薬剤師

Ⅴ－2　災害時における医療
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◎主な施策
施策 指標 現状 2026 2029

（（１１）） 行政と関係機関が連携した災害対応の検討と充実

①
災害医療アドバイザー※1との
連携強化

災害対策本部運営訓練
等を通じた連携強化 ２回/年 ２回/年 ２回/年

② 医療救護隊※2の充実

医療救護隊用備蓄医薬
品等の適正な維持・管
理

維持・
管理

維持・
管理

維持・
管理

横浜市災害支援ナース
研修の開催 ２回/年 ２回/年 ２回/年

医療救護隊訓練の実施 １回/年 １回/年 １回/年

③
マスギャザリングに係る
医療救護体制の強化

災害拠点病院と消防
（行政）が連携した訓
練の実施回数

１回/年 １回/年 １回/年

④
災害時に医療的配慮を必要とする
市民（透析・在宅酸素・IVH※3

等）に対応する体制整備

災害時透析医療に携わ
る関係機関の役割の明
確化及び体制整備・維
持

マニュア
ルの策定

体制
整備
・維持

体制
維持

要配慮者に係る災害医
療体制の市民広報

周知・
広報

周知・
広報

周知・
広報

⑤
被災時における負傷者受入医療機
関への適切な受診行動についての
市民啓発

市民啓発活動回数 1回/年 1回/年 1回/年

⑥ 災害時通信基盤の再構築 災害時通信基盤の
再構築 検討 順次

更新
更新
完了

⑦
広域災害・救急医療情報システム
（EMIS※4）への施設情報の登録
推進

EMISの適切な運用 運用 維持 維持

コラム

大規模震災時は、多数の負傷者が発生するほか、医療機関に入院中の人々
や慢性疾患を持つ人々も被災します。
治療すべき負傷者の数が急増する一方で、医療機関のインフラ被害等に

より、医療提供の需給バランスが崩れるため、平時と同様の診療体制を維持
することや、医療救護活動ができなくなることが予想されます。
そのため、災害時の医療においては、市域で対応する保健・医療・福祉の

各所管局が横断的に連携するほか、県域で行う広域搬送や他県からの応援を
受け入れるため、県との連携を密にする必要があります。
更には、医療関係団体と連携し、総力を挙げて対応する必要があります。

団体名 主な協力事項
横浜市医師会 医療救護隊への医師の派遣

診療所における診療

横浜市歯科医師会 避難所や診療所における歯科診療

横浜市薬剤師会 医薬品の備蓄・管理・調達

横浜市病院協会 災害時の傷病者受入態勢の確保

横浜在宅看護協議会 災害時のサービス利用者への巡回と情報の共有

神奈川県看護協会 Ｙナース研修ほか、災害に関する事業への協力

横浜薬科大学 医薬品の集積・管理・仕分け

横浜市柔道整復師会 地域防災拠点等における傷病者に対する応急救護

主な関係団体

災害医療に関わる関係機関

※1 市災害対策本部において災害医療に係る医学的見地からの助言、指示、調整等を行う医師
※2 避難所等で応急医療を行う医療チーム
※3 IVH（中心静脈栄養）

食事が口から摂れない患者が栄養輸液を体内の中心に近い太い静脈から継続的に入れる方法
※4 医療機関の被災状況など、災害医療に関する情報を集約し共有する全国ネットのシステム
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現状と課題

コラム 妊娠・出産をめぐる昨今の動向

〇 産科拠点病院などにより、ハイリスク妊産婦、周産期救急の受入れや
NICUなど周産期病床の充実、地域連携の継続が必要です。

救急相談センター（＃7119）について、増加する入電件数に対応できる
サービス提供体制を維持していくことが必要です。

〇

〇 『子育てしたいまち』の実現に向けた取組の一環として、病院・診療所・
助産所といった医療機関等での分娩取扱施設を確保・維持していく
ことが必要です。

〇 産婦人科、小児科医師の確保に向けた継続的な支援が必要です。
また、子育て等に配慮した職場環境の整備が求められています。

〇 小児救急拠点病院は７拠点24時間365日体制で運営されていますが、
少子化の進展による小児患者の減少も見込まれる中、安定的な医療
提供体制を維持していくことが必要です。

妊娠届出時から生後４か月頃までの継続した相談対応や母子保健
サービスの利用紹介等を行うことで、妊産婦の不安や負担の軽減を
図る必要があります。

〇

〇

産後うつの予防・早期発見・早期対応の支援を行うために、医療機関
との連携を推進する必要があります。

〇

医療機関は、児童虐待の早期発見、早期対応を求められています。
また、児童虐待予防の視点からも、要支援児童等の情報共有など、
医療機関と行政の連携を持続的に強化していく必要があります。

〇

妊娠期を健やかに過ごし、安全・安心な出産を迎えるため、妊産婦健診
及び妊婦歯科健診※が極めて重要であることから、引き続き受診勧奨
を行う必要があります。

※ 重度の歯周病により、早産・低体重児出産の頻度が高まる可能性が報告されており、
       妊娠期の歯周病対策に向けて、歯科健診の受診が必要です。

Ⅴ－３ 周産期医療・小児医療

国において、不妊治療の保険適用や出産育児一時金の引き上げなど、妊娠・出産
に係る負担軽減を図る取組が広がりつつあり、出産費用の保険適用の導入も検討さ
れています。陣痛の痛みを麻酔により和らげる無痛分娩についても、メリットや
リスクを考えた上で、分娩方法を選択できるように啓発が行われています。
横浜市においても、本プランに掲げた主な施策をはじめ、誰もが安全・安心に

出産や育児ができるよう、妊娠期からの切れ目のない支援を充実させていきます。
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本市独自の取組

本市では、横浜市立大学の協力を得て10人以上の産婦人科医師を配置し、
医師ひとりあたりの負担軽減を図る「産科拠点病院」を３か所指定していま
す（横浜労災病院、横浜市立市民病院、済生会横浜市南部病院）。多様な
症例を経験できるなど若い医師にとって魅力ある勤務環境により安定的な
医師確保を目指すとともに、ハイリスク分娩や産婦人科救急の受入など政策
的医療を提供しています。

コラム 産科拠点病院

産科及び産婦人科の医師数
（人）

横浜市周産期・小児救急医療体系図
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2016

(H28)
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(H30)
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横浜市 359 329 360

神奈川県 772 763 794

全国 11,349 11,332 11,678

出典：医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省）
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出生数に対する市内分娩件数の割合

出典：横浜市医療局
注）分娩件数は、１月から12月までの件数とし、各年
（１月から12月）中に開院した施設分の取扱数を含む。
令和元年は未回答１診療所を除く。

0％ 

目指す姿

少子化が進展する中でも、誰もが安全・安心に出産や育児ができる
環境を継続するため、妊産婦への相談支援、出産場所や救急医療
など、様々な取組を組み合わせ、切れ目のない適切な周産期・
小児分野の保健・医療提供体制の確保を目指します。

指標 現状 2029

出生数に対する市内分娩件数の割合 89.9％
（2022）

同水準
を維持

小児医療機関数
（小児人口10万人対）

病院 8.3病院
診療所 42.1か所

同水準
を維持

施策の方向性

周産期病床の確保とともに、ハイリスク分娩への対応や、産科医の勤務環境
改善などにより、将来にわたり安定的に医師を確保し、より安全で安心な
出産ができる環境づくりを進めます。
小児救急拠点病院について、少子化により小児患者の減少が見込まれる中
でも、24時間365日体制を維持するため、需要動向を踏まえた検討を行い
ます。
小児の病気やケガの対応方法、救急相談センター（＃7119）について、
普及啓発を行います。
妊産婦メンタルヘルス連絡会を実施し、産科・小児科・精神科・助産師等
の連携を推進します。
産後うつ病等のメンタルヘルスの不調がある妊産婦とその家族に対する
支援を行う「おやこの心の相談」を段階的に拡充します。

児童虐待の早期発見・早期対応に向けて、医療機関と行政との連携を持続
的に強化します。

指標 現状 2026 2029
出生1,000人あたりの
産科医及び産婦人科医師数

14.5人
（2020）

同水準
を維持

同水準
を維持

小児人口10万人あたりの
小児科医師数（医療機関）

118.6人
（2020）

同水準
を維持

同水準
を維持

#7119認知度
（子育て世代20～40代） 79.2% 同水準

を維持
同水準
を維持

小児救急患者の病院照会
３回以内で決定する率 98.8% 同水準

を維持
同水準
を維持

産婦健康診査受診率 86.1% 「第３期子ども・子育て支援
事業計画」で評価

産後の家庭訪問率
（第１子対象、看護職） 85.6％ 「第３期子ども・子育て支援

事業計画」で評価
こんにちは赤ちゃん訪問実施率 94.3% 「第３期子ども・子育て支援

事業計画」で評価

一般小児医療を担う医療機関数

出典：医療施設調査（厚生労働省）
注）小児10万人対は、各年1月1日時点の人口をもとに算出して作成

Ⅴ－３ 周産期医療・小児医療

単位：か所

2017
(H29)

２０２０
（R2）

一般診療所 病院 一般診療所 病院

小児10万人対 小児10万人対 小児10万人対 小児10万人対

横浜市 199 43.0 43 9.3 188 42.1 37 8.3
神奈川県 456 40.4 109 9.7 460 42.0 102 9.3

全国 5,426 34.5 2,592 16.5 5,411 35.7 2,523 16.6
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出典：医師･歯科医師･薬剤師統計（厚生労働省）
注）小児10万人対は、各年1月1日時点の人口をもとに算出して作成
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施策 指標 現状 2026 2029

（（１１）） 必要な時に必要な小児・周産期医療を受診できる環境づくり

① 政策的産科医療提供体制の確保 産科拠点病院数 ３施設 ３施設 ３施設

②
分娩を取り扱う医療機関の確保、
産科医師及び小児科医師の負担
軽減

当直医師確保補助金
交付医療機関数 ４施設 ４施設 ４施設

③
分娩を取り扱う医療機関等の
負担軽減

分娩手当補助金
交付医療機関等数 11施設 11施設 11施設

④ 助産師のスキルアップ 助産師研修補助金
交付医療機関等数 ４施設 ４施設 ４施設

⑤ 周産期救急医療対策 周産期救急連携病院数 ８施設 ８施設 ８施設

➅
小児科医師の確保を行い、拠点
病院及び初期救急医療提供体制を
安定的に運用

小児救急拠点病院数 ７施設 ７施設 ７施設

初期救急医療機関数 21施設 21施設 21施設

⑦
小児医療の適切な受診を勧めるた
め、小児医療に関する広報の実施

小児を対象とした救急
対応に関する普及啓発 検討 実施 実施

（（２２）） 出産・育児に関する相談支援の充実

⑧
「子育て世代包括支援センター
事業」妊娠・出産・子育てマイ
カレンダーの作成支援を実施

マイカレンダー作成数 25,001部
「第３期子ども・
子育て支援事業計

画」で評価

⑨ 「おやこの心の相談事業」 実施区 ７区 18区 18区

⑩
児童虐待の早期発見・早期対応に
向けた連携強化

要保護児童対策地域協
議会の代表者会議と実
務者会議の年間開催数

28回
（内訳：代
表者会議２
回、実務者
会議各区１
回以上）
（2022）

同水準
を維持

同水準
を維持

◎主な施策 コラム こどもホスピス

コラム 横浜市子ども・子育て支援事業計画
～子ども、みんなが主役！よこはまわくわくプラン～

2021年11月、横浜市金沢区に国内２例目の
地域コミュニティ型こどもホスピスとして「横浜
こどもホスピス～うみとそらのおうち」が開所し
ました。成人を対象とした終末期の療養生活を
支える医療施設（ホスピス緩和ケア病棟）とは異
なり、こどもホスピスは、いのちにかかわる病気
や状況（Life-threatening conditions : LTC）で
療養・治療中心の生活を送る子どもとその家族に
対し、遊びや学びの機会を提供する施設です。

＜施設内観（こどもホスピス提供）＞

本市の子ども・青少年施策に関する基本理念や各施策の
目標・方向性などを定めた「第２期横浜市子ども・子育て
支援事業計画（計画期間：令和２～６年度）」を策定してい
ます。
乳幼児期の保育・教育の充実や若者の自立支援、母子の

健康の増進、地域における子育て支援、児童虐待防止対策の
充実など、生まれる前から青少年期までの切れ目のない総合
的な支援を推進しています。
なお、令和５年度から、子育て家庭の現状とニーズを把握

するためのアンケート調査を実施するなど、次期計画策定に
向けた準備を進めています。

【目指すべき姿】
未来を創る子ども・青少年の一人ひとりが、自分の良さや

可能性を発揮し、豊かで幸せな生き方を切り拓く力、共に
温かい社会をつくり出していく力を育むことができるまち
「よこはま」

医療技術の進展に伴い、小児がんや難病などを患う子どもの生命を救えるように
なった一方で、LTCの子どもが増え、その期間も長期化しています。自宅や医療
施設以外の「第二の我が家」となるこどもホスピス設立の動きが全国でも広まって
います。
本市では、運営団体に対し30年間の市有地の無償貸付と、スタートアップ期間と

して開所後５年間の運営費の一部補助するなど支援を行っています。
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施策の方向性現状と課題

新興感染症発生時に機動的な対応ができるよう、平時から県、医療
機関や医療関係団体等の外部機関との連携体制を確立します。

新興感染症対策について、平時から市民への周知を行うとともに、
発生・まん延時は受診等に関する相談体制を速やかに構築します。

〇

〇

〇

〇

継続的な訓練や研修等の実施により、市内感染症対策の質の向上・
人材育成を図るとともに、感染拡大時の移送体制の確保や備蓄など、
平時から体制整備を行います。

＜平時からの体制構築>
新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえ、新興感染症発生時に
機動的な対応が図れるよう、県をはじめ、医療機関や医療関係団体と
平時から連携を深めておく必要があります。

全国的かつ急速なまん延が想定される新興感染症は、患者数の急増が
想定されることから、平時から、県と市内医療機関が締結した協定に
基づき、感染状況に応じた市内医療機関の役割分担を行い、入院・外来
体制や後方支援体制を迅速に確保できるようにしておく必要があります。

感染症対策の質の向上・人材育成に向けて、初動対応訓練や防護具着脱
訓練、研修等を定期的に実施する必要があります。

個人防護具について、計画的かつ安定的に備蓄する必要があります。

新興感染症対策について、平時から、市民への周知を図る必要があり
ます。

＜新興感染症発生・まん延時の機動的な対応＞
県と市内医療機関が締結した協定に基づき、新興感染症の対応が可能な
医療機関を確保し、感染状況のフェーズに応じて、迅速に病床や外来を
稼働させる必要があります。

感染が爆発的に拡大し、入院・転院調整が困難となった場合には、
入院・転院調整を行うための体制を整備する必要があります。

感染症患者の迅速かつ適切な移送体制整備に努めるとともに、保健所と
消防機関等で適切に情報共有するなど連携を図り、患者移送に万全を
期す必要があります。

市民が検査・受診等について相談できる体制を迅速に整備するとともに、
当該感染症に関する正確な情報発信を的確なタイミングで行う必要が
あります。

〇

〇 ◎主な施策

感染が爆発的に拡大し、入院・転院調整が困難となった場合には、
組織横断的に調整を行う本部を設置し、病床使用状況の把握や判断
基準に基づいた入院・転院調整を行います。

Ⅴ－4 新興感染症医療

施策 指標 現状 2026 2029

①
新型インフルエンザ等対策
医療関係者連絡会の開催 開催回数 １回／年 １回／年

以上
１回／年
以上

② 感染症対策研修・訓練の実施 実施回数 ５回 ５回 ５回

③ 個人防護具等の備蓄 個人防護具備蓄数 60,000
セット

60,000
セット

60,000
セット

④ 感染症患者移送専用車両の確保 感染症患者移送
専用車両数 2台 2台 2台

⑤ 協定締結医療機関の周知 協定締結医療機関
の周知 ー 推進 推進

〇

〇

〇
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【参考】 新興感染症医療提供体制

名称 概要 新興感染症発生及びまん延時に想定される役割

第一種感染症
指定医療機関

一類感染症（※１）、二類感染症（※２）又は新型インフルエン
ザ等感染症の患者の入院を担当する病院

国内での新興感染症発生早期（新興感染症発生から法に基づく
厚生労働大臣による発生の公表前まで）の段階は、第一種感染症
指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の感染症病床を中心
に対応します。
また、それ以降の段階においても、引き続き対応します。

第二種感染症
指定医療機関

二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当
する病院

第一種協定
指定医療機関

新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新興感染症の患
者の入院を担当する病院、診療所

新興感染症発生の公表後の流行初期の一定期間（３か月を基本と
して必要最小限の期間を想定）に、 公立・公的医療機関を中心と
して、流行初期医療確保措置（※３）の対象となる医療措置協定
を締結した医療機関が対応します。
更に公表後６か月程度を目途に、順次速やかに、医療措置協定を
締結した全ての医療機関で対応します。

第二種協定
指定医療機関

新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に発熱外来や 、自
宅療養者等への医療の提供を担当する病院、診療所、薬局、 訪問
看護事業所

※1・※2 資料編P134、135に詳細を記載
※3 初動対応等を行う協定締結医療機関について、一定期間に限り財政的な支援を行うことで流行前と同水準の医療の確保を可能とする措置

●感染症指定医療機関及び医療措置協定（協定指定医療機関）の概要

新型コロナウイルス感染症では、想定をはるかに上回る規模で感染が拡大し、全国的に、感染症患者の専用病床を有する感染症指定医療機関のみでは入院
患者を受け入れることができず、一般の病院が通常医療を制限して病床を確保する必要が生じました。
このことを踏まえ、新興感染症の発生・まん延時において、病床や発熱外来等の医療体制の確保及び自宅療養者等への対応を確実に行うため、医療機関と

締結する医療措置協定等に基づき、県と連携し必要な医療提供体制を確保します。体制の確保に当たり対象とする感染症は、感染症法に定める新興感染症を
基本とし、まずはこれまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナウイルス感染症への対応を念頭に取り組みます。なお、実際に発生及びまん延した
感染症が、事前の想定とは大きく異なる事態となった場合は、その感染症の特性に合わせた柔軟な対応を行います。
本市は、医療措置協定等に基づく新興感染症医療提供体制が円滑かつ実効的に機能するよう、平時から県及び市内医療機関・医療関係団体と協議を行い、

緊密に連携しながら必要な対応を行います。

Ⅵ

【参考】 新興感染症医療提供体制
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【参考】 新興感染症医療提供体制

●感染症指定医療機関の指定状況

市民病院は、県内唯一の第一種感染症指定医療機関として、専門医に
よる質の高い感染症診療や高精度な検査を行うとともに、多くの感染症
症例に対応して得た知識・経験を地域と共有することで、地域全体の
感染症対応力の向上に貢献
しています。
また、新型コロナウイルス

感染症対応の経験を生かし、
診療や感染管理等に必要な
機器・備品の整備など、新興
感染症の流行に備えた準備を
進めています。

コラム 市民病院における新興感染症等の対応

指定病床数／指定医療機関数

神奈川県 横浜市（再掲）※１

第一種感染症
指定医療機関 ２床／１機関 ２床／

１機関（横浜市立市民病院）

第二種感染症
指定医療機関
（感染症病床）

72床／８機関 24床／
１機関（横浜市立市民病院）

※１ 横浜市内に所在する医療機関

●医療提供体制の確保

目標値（神奈川県）（※２）

流行初期
（発生公表後３か月まで）

流行初期以降
（発生公表後６か月まで）

確保予定病床数 980床 2,200床

発熱外来対応医療機関数 350機関 2,200機関

自宅療養者等への医療の提供を
行う医療機関数 2,600機関

内訳

病院・診療所 900機関

薬局 1,500機関

訪問看護事業所 200機関

後方支援（※３）を行う医療機
関数 69機関 69機関

感染症医療担当従事者（※４）
の確保人数

900 人
（医 師 250 人、
看護師 380 人、
その他 270 人）

感染予防等業務関係者（※５）
の確保人数

300 人
（医 師 85 人、

看護師 105 人、
その他 110 人）

※2 「神奈川県感染症予防計画」において定められた目標値を掲載
※3 通常医療の確保のため、感染症から回復後に入院が必要な患者の転院の受入を行う医療機関
※4 感染症患者に対する医療を担当する医師、看護師その他の医療関係者
※5 感染症の予防及びまん延を防止するための医療提供体制の確保に係る業務に従事する医師、

看護師その他の医療関係者

【参考】 新興感染症医療提供体制
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１ 感染症対策

２ 難病対策

３ アレルギー疾患対策

４ 認知症疾患対策

５ 医療的ケア児・者等及び障害児・者への対応

６ 歯科口腔保健・歯科医療

７ 健康横浜21の推進（生活習慣病予防の推進）

第Ⅵ章

主要な保健医療施策の推進

資
料
編

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅶ

Ⅰ

Ⅵ
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１．基本的な考え方

２．具体的な施策

(1)  発生の予防 (9)   外出自粛対象者の療養生活の環境整備

(2)  まん延の防止 (10) 対策物資等

(3)  情報の収集、調査及び研究 (11) 啓発及び人権の尊重

(4)  検査体制・能力 (12) 人材の養成及び資質の向上

(5) 医療提供体制 (13) 保健所の体制

(6)  患者の移送 (14) 緊急時の施策

(7)  体制の確保 (15) その他重要事項

(8)  宿泊施設

３．特定の感染症対策

(1)  結核対策 (5)  新型インフルエンザ対策

(2) HIV/エイズ・性感染症対策 (6) 麻しん・風しん対策

(3) 感染症・食中毒対策 (7)  予防接種

(4)  輸入感染症対策

Ⅵ－１ 感染症対策

施策の方向性現状と課題

◎記載項目

〇

〇

〇

感染症を取り巻く状況は日々変化しており、適切に対応するため、感染
症の発生の予防とまん延の防止、病原体の検査体制の確立、人材養成、
啓発や知識の普及等を図るとともに、国や県等との連携や役割分担を明確
にすること等により、感染症対策を総合的に推進する必要があります。

横浜は国際港を有し、国際空港からのアクセスもよく、企業の集積や
多くの国際会議・イベントの開催により、海外との人と物の行き来が
活発です。また、就業、通学により、毎日多くの人が市域外と行き来し
ており、国内外から感染症が持ち込まれるリスクが高く、国や県との連携
による水際対策やまん延防止の取組が必要不可欠です。
本市では、１保健所18支所体制をとることで指揮命令系統を一元化し、
健康危機管理機能を強化することで、あらゆる感染症に的確・迅速に
対処しています。これまでの３年以上に及ぶ新型コロナウイルス感染症
対応では、度重なる感染拡大により保健所業務が増大しました。今後、
保健所体制の確保や感染症に関する人材の養成等を進め、来るべき新興
感染症の発生に備える必要があります。

新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、感染症の発生及びまん延時
には、主体的・機動的に感染症対策に取り組む必要があるため、新たに
予防計画の策定が義務付けられました。

〇 感染症法に基づく本市の予防計画を策定し、市民の生命及び健康
に重大な影響を与えるおそれがある様々な感染症の発生及びまん
延への備えを進めます。

人権を尊重した感染症対策を推進し、市民に対し感染症の啓発及び
知識の普及に努めます。

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症対策に関する
人材の養成及び資質の向上、保健所の体制の確保等を進めます。

Ⅵ－１　感染症対策
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② 市民一人ひとりに対する感染症の予防及び治療に
重点を置いた対策

多くの感染症の予防・治療が可能になっているため、感染症情報の収集、
分析とその結果を市民へ公表するなど情報提供を進めます。また、市民
一人ひとりが努める予防及び感染症の患者に対する良質かつ適切な医療
の提供を通じた早期治療の積み重ねも併せ社会全体の予防の推進を図り
ます。

〇

③ 人権の尊重

〇 感染症予防と人権尊重の両立を基本とする観点から、患者個人の意思や
人権を尊重し、安心して社会生活を続けながら良質かつ適切な医療を
受けられ、入院の措置がとられた場合には早期に社会に復帰できるよう
環境の整備を図ります。

個人情報の保護、差別や偏見の解消のため、報道機関に協力を求める等、
あらゆる機会を通じて感染症に関する正しい知識の普及啓発に努めます。

感染症の発生は、周辺へまん延する可能性があり、市民の健康を守るため
の健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応が求められます。
そのため、感染症の発生状況等の的確な把握が不可欠であり、国、県及び
県内保健所設置市※や医師会等の医療関係団体と連携し、迅速かつ確実に
対応できる総合的な感染症発生動向調査体制を整備します。

〇

④ 健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応① 事前対応型行政の構築

〇

感染症発生動向調査体制を充実した上で、「感染症の予防の総合的な推
進を図るための基本的な指針（以下「感染症基本指針」という。）」、
「神奈川県感染症予防計画（以下「県予防計画」という。）」、本計画
及び「特定感染症予防指針」に基づき、平時から感染症の発生及びまん
延を防止することに重点を置いた事前対応型行政を推進します。

県が設置する「神奈川県感染症対策協議会（以下「対策協議会」とい
う。）」を通じ、予防計画等について協議を行うとともに、取組状況を
毎年報告し、関係者が一体となってPDCAサイクルに基づく改善を図る
よう努めます。

〇

〇

新型コロナウイルスの電子顕微鏡
写真（1.2万倍 横浜市衛生研究所）

※ 保健所設置市
「地域保健法」第５条第１項の規定により、保健所を設置している指定都市、中核
市及びその他の政令で定める市のこと。県では本市のほか、川崎市、相模原市、横
須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市。

１．基本的な考え方

Ⅶ

１．基本的な考え方
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2023/5/8

感染症の発生予防及びまん延防止のため、近隣自治体等と相互に連携し
施策を講じます。また、正しい知識の普及、情報の収集・分析・提供、
研究の推進、人材の養成・確保・資質の向上及び迅速かつ正確な検査体制
の整備等、感染症対策の基盤整備を行います。この場合、国際的動向を
踏まえるとともに、感染症の患者等の人権を尊重します。

対策協議会にて、関係者と平時からの意思疎通・情報共有・連携を進め、
対策を行います。また、感染症基本指針及び県予防計画に即して本市
予防計画を策定します。

〇

⑤ 市の果たすべき役割

〇

〇

Ⅵ－１ 感染症対策

◎横浜市における新型コロナウイルス感染症新規陽性者数の推移

保健所は地域における感染症対策の中核的機関として、また、衛生研究所
は本市における感染症の技術的かつ専門的機関として、それぞれの役割
が十分に果たされるよう、本市は関係部門を含め全庁一丸となって取り
組むための体制整備や人材育成等の取組を計画的に行います。

広域的な地域に感染症のまん延のおそれがあるときには、県等と相互に
協力しながら感染症対策を行います。

新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、対策が実行で
きるよう迅速に体制を移行します。

市民に身近な立場から感染症の発生及びまん延の防止を図るために、
他自治体への協力や感染状況等の情報提供、相談対応を行います。

〇

〇

〇

（人）
2020/2/１ 2021/2/１3

指定感染症に指定 新型インフルエンザ等感染症に指定 ５類感染症に指定

2020/3/１3
「新型インフルエンザ等対策
特別措置法」の適用

１．基本的な考え方

出典：横浜市医療局

Ⅵ－１　感染症対策 １．基本的な考え方
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⑧獣医師等の果たすべき役割

〇 獣医師その他の獣医療関係者は、市民の果たすべき役割に加え、感染症
の予防に関し、国、県及び本市の施策に協力するとともに、その予防に
寄与するよう努めます。

動物等取扱業者は、市民の果たすべき役割に加え、自らが取り扱う動物
及びその死体が感染症を人に感染させることがないように適切に管理し、
感染症の予防に関する知識及び技術の習得、その他の必要な措置を講ず
るよう努めます。

予防接種は、感染予防、発病予防、重症化予防及び感染症のまん延防止
等を担う重要なものです。

国が行うワクチンの有効性及び安全性の評価を踏まえ、ワクチンに関する
正しい知識の普及を進め、市民の理解を得つつ、「予防接種法」に
基づき、積極的に予防接種を推進していきます。

〇

⑨ 予防接種

〇

〇

新型コロナウイルスワクチン集団接種会場

市民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を
払うとともに、差別や偏見をもって感染症の患者や医療関係者等の人権
を損なわないよう努めます。

〇

⑥ 市民の果たすべき役割

医師その他の医療関係者は、市民の果たすべき役割に加え、感染症
の予防に関し、国、県及び本市の施策に協力するとともに、患者等
に対する適切な説明を行います。また、その理解の下に良質かつ適切な
医療を提供するよう努めます。

病院、診療所、検査機関及び社会福祉施設等の開設者及び管理者は、
施設における感染症の発生予防やまん延防止のために必要な措置を講ず
るよう努めます。

医療機関及び薬局は、感染症の入院患者の医療その他必要な医療の実施
について、国、県及び本市が講ずる措置に協力するものとします。

特に公的医療機関等、地域医療支援病院及び特定機能病院は、新型イン
フルエンザ等感染症等発生等公表期間において、新興感染症に係る医療
提供体制の確保に向けて迅速かつ的確な対応を実施するため、県知事が
通知する事項について、必要な措置を講じます。

〇

〇

〇

⑦医師等の果たすべき役割

〇

Ⅶ
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＜感染症対策＞
発生の予防のための対策においては、具体的な感染症対策を企画、立案、
実施及び評価していくことが重要です。

感染症の発生を予防するための日常的な対策については、感染症発生
動向調査を中心として実施します。

平時における食品衛生対策、環境衛生対策、動物由来感染症対策及び
感染症の国内への侵入防止対策については、関係機関及び関係団体との
連携を図りながら適切に措置を講じます。

感染症の予防を効果的かつ効率的に進めていくため、病院、診療所、
社会福祉施設、学校、企業等の関係機関及び関係団体等と対策協議会等
を通じて連携します。

＜予防接種＞
予防接種による予防が可能であり、かつ、ワクチンの有効性及び安全性
が確認されている感染症については、「予防接種法」に基づき適切に
予防接種が行われることが重要です。

「予防接種法」に基づく定期予防接種の実施に当たり、医師会等と十分
な連携を図り、地域の実情に応じた個別接種の推進等、対象者が予防
接種をより安心して受けられるよう実施体制を整備し、積極的に情報を
提供します。

〇① 施策に関する考え方

(１) 発生の予防

②感染症発生動向調査

〇〇

2.具体的な施策

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

Ⅵ－１ 感染症対策

＜体制整備＞
感染症発生動向調査は、感染症の有効かつ的確な予防・診断・治療に
係る対策を図り、多様な感染症の発生及びまん延を防止するための最も
基本的な施策です。

医師会等の協力を得ながら、感染症法第12条に基づく医師の届出の
義務について周知を図り、病原体の提出を求めるとともに発生動向の
適切な把握を行います。

＜適切な届出＞
感染症法に基づき、健康診断等の措置及び患者に対する良質かつ適切な
医療の提供や病原体に汚染された場合の消毒、ねずみ族の駆除等の措置
が迅速かつ適切に行われる必要があることから、医師は感染症法第12条
に規定する本市への届出を適切に行うよう努めます。

＜動物等の感染症への対応＞
感染症法第13条の規定による獣医師からの届出を受けた場合、当該届出
に係る動物又はその死体が感染症を人に感染させることを防止するため、
保健所、衛生研究所及び動物管理部門等が相互に連携しながら、速やか
に積極的疫学調査※の実施その他必要な措置を講ずるよう努めます。

〇

※ 積極的疫学調査
感染症法第15条に基づき、患者、その家族及びその患者や家族を診察した医療関係
者等に対し、質問又は必要な調査を実施し、情報を収集し分析を行うことにより、感
染症の発生の状況及び動向、その原因を明らかにすること。
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＜病原体情報等の収集及び提供＞
感染症の病原体を迅速かつ正確に特定するため、医療機関等の協力の下、
衛生研究所等を中心に、病原体に関する情報を統一的に収集、分析及び
提供する体制を整備します。また、感染症情報センター等を中心に、
患者に関する情報の収集及び分析を行い、感染症発生動向調査体制の
強化に努めます。

国立感染症研究所をはじめ、関係機関から感染症情報を収集し、迅速に
医療機関、保健所及び市民等に情報提供します。

水や空調設備、ねずみ族及び昆虫等を介する感染症の発生及びまん延を
防止するため、市民への駆除等に関する正しい知識の普及、情報提供や
関係業種等への指導等を行います。ただし、過剰な消毒及び駆除となら
ないよう配慮します。

発生予防に必要な情報の提供や指導は、感染症対策部門と環境衛生部門
が連携して行います。

④ 予防対策と環境衛生対策の連携

〇

〇
検疫所と連携し、海外における感染症発生情報等を収集し、市民や医療
機関等に情報提供します。

「検疫法」第18条第３項の規定に基づく健康状態に異状を生じた者に
対し指示した事項等の通知を検疫所から受理した場合、保健所は、本人
その他関係者に質問又は必要な調査を行います。

⑤ 検疫所との連携

〇

〇

〇

食品媒介感染症の予防のため、食品衛生部門による他の食中毒対策と
併せて、食品の検査・監視を要する業種や給食施設への発生予防の指導
を行います。

発生予防に必要な情報の提供や指導は、感染症対策部門と食品衛生部門
が連携して行います。

③ 予防対策と食品衛生対策の連携

〇

〇

〇

新型コロナウイルス感染症発生時の客船対応
（2020年２月）
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② 健康診断、検体採取等、就業制限及び入院勧告

(２) まん延の防止

＜感染症予防の推進＞
患者等の人権を尊重しつつ、迅速かつ的確にまん延防止対策を実施する
ためには、社会全体の感染症予防の推進が重要です。

感染症発生動向調査による情報の公表等を行い、患者等を含めた市民、
医療関係者等の理解と協力に基づいて、市民が自ら予防に努め、健康を
守ることができるよう支援します。

＜対人措置等における人権の尊重＞
対人措置及び対物措置※を行うに当たり、疫学調査等により収集した
情報を適切に活用し、人権を尊重するとともに、その措置については
必要最小限となるよう努めます。

＜関係機関及び関係団体との連携＞
特定の地域での集団発生や広域的な発生の場合のまん延防止の観点から、
医師会等の医療関係団体、社会福祉施設や教育機関等との連携体制の
整備や情報共有に努めます。

＜臨時の予防接種＞
「予防接種法」第６条に基づく指示があった場合、臨時の予防接種を
適切に行います。

① 施策に関する考え方

健康診断、検体採取等、就業制限及び入院措置を講ずるに当たっては、
感染症の発生及びまん延に関する情報を対象となる患者等に提供し、
その理解と協力を求めながら行うことを基本とするとともに、人権
尊重の観点からその措置は必要最小限のものとします。また、審査
請求に係る教示等の手続及び感染症法第20条第６項に基づく患者等に
対する意見を述べる機会の付与を厳正に行います。

＜健康診断の勧告等＞
健康診断の勧告等の対象は、病原体の感染経路その他の事情を十分に
考慮した上で、科学的に当該感染症にかかっていると疑うに足りる
正当な理由のある者とします。

感染症法に基づく健康診断の勧告等以外にも、的確に情報の公表を
行い、市民が自発的に健康診断を受けるよう勧奨する場合もあります。

＜検体の採取等＞
検体の採取等の勧告・措置は、感染症法に基づき、感染症にかかって
いると疑うに足りる正当な理由のある者を対象に、まん延防止のため
必要があると認められる場合に実施します。

＜就業制限＞
保健所は、就業制限に当たり、対象者その他の関係者に対し、対象者
の自覚に基づく自発的な休暇、就業制限の対象以外の業務に一時的に
従事すること等の対応が図られるよう周知します。

＜入院勧告の手続等＞
入院勧告を行うに際し、患者等に対し、入院の理由、退院請求及び
審査請求に関すること等、入院勧告の通知に記載する事項を含め十分
な説明を行うとともに、講じた措置の内容、提供された医療の内容
及び患者の病状等について記録票を作成します。

※ 対人措置及び対物措置
感染症法に規定する就業制限や入院等、及び汚染場所の消毒等の措置のこと。

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

Ⅵ－１ 感染症対策 2.具体的な施策

〇
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③積極的疫学調査

〇
＜入院中の苦情の申出等＞
入院勧告等に係る入院においては、医師から患者等に対する十分な説明
及び患者の同意に基づいた医療の提供を行います。

入院後も、感染症法第24条の２に基づく処遇についての苦情の申出を
受けた場合には、適切に対応するとともに、十分な説明及び相談を通じ
て、患者等の精神的不安の軽減を図ります。

＜退院請求への対応＞
入院勧告等に係る患者等が感染症法第22条第３項に基づく退院請求を
行った場合には、当該患者が病原体を保有しているかの確認を速やかに
行った上で必要な措置を講じます。

＜緊急時の対応＞
国による積極的疫学調査が実施される場合には、国及び県と連携を図る
とともに必要な情報の収集及び提供を行います。

〇

〇

〇

〇

〇

＜積極的疫学調査の実施＞
感染症又は感染症の疑いが濃厚な患者が発生した場合や、集団発生等、
通常の発生動向と異なる傾向が認められた場合には、感染症法に基づき
積極的疫学調査を的確に実施します。

調査に当たっては、保健所、衛生研究所及び動物管理部門等が密接な
連携を図ることにより、地域における詳細な流行状況の把握や感染源
及び感染経路の究明を迅速に進めます。

対象者には調査の趣旨をよく説明し、理解を得ることに努めます。また、
指示、罰則の対象となる類型の患者等が正当な理由なく応じない場合に
は、人権に配慮しつつ、丁寧に説明するよう努めます。

＜協力要請及び支援＞
必要に応じて国立感染症研究所、国立研究開発法人国立国際医療研究
センター及び他の地方衛生研究所等に協力を求め、積極的疫学調査を
実施するとともに、協力の求めがあった場合には必要な支援を積極的に
行います。

〇

④ 感染症診査協議会

感染症法第20条第１項の規定による入院勧告、同条第４項の規定による
入院期間の延長等に当たり、「横浜市感染症診査協議会条例」に基づく
横浜市感染症診査協議会の意見を聴き、その結果を踏まえ適切に対応
します。

同協議会は、感染症のまん延防止の観点から、感染症に関する専門的な
判断を行います。

同協議会の委員の任命に当たっては、患者等への医療及び人権尊重の
視点も必要であるという趣旨を十分に考慮します。

〇

〇

〇

〇

横浜市感染症診査協議会結核分科会の様子
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〇 必要に応じ、以下の措置を講ずるに当たり可能な限り関係者の理解を
得るとともに、個人の権利に配慮しつつ必要最小限の対応を図るもの
とします。
・消毒、ねずみ族及び昆虫等の駆除、物件に対する措置
・建物への立入制限又は封鎖、交通の制限及び遮断等の措置

⑤ 消毒その他の措置

政令により指定感染症として対応することが定められた感染症と疑われ
る症例が医師から報告された場合には、法的な措置に基づき適切な対応
に努めます。

〇

⑥ 指定感染症への対応

原因となった食品等の究明に当たり、必要に応じ衛生研究所等や国立
試験研究機関等との連携を図ります。

＜感染防止対策＞
病原体、原因食品、感染経路等が判明した場合、食品衛生部門において
は、一次感染を防止するため、原因物質に汚染された食品等の販売禁止
や営業停止等の行政処分を行うとともに、感染症対策部門においては、
必要に応じ消毒等を実施します。

感染症対策部門と食品衛生部門が連携し、情報提供等の必要な措置を
とることにより、二次感染によるまん延防止を図ります。

〇

新感染症は、感染力やり患した場合の重篤性が極めて高い一類感染症と
同様の危険性を有する一方、病原体が不明という特徴を有するものです。

新感染症が疑われる症例が医師から報告された場合には、本市は、国から
の指導・助言に基づき適切な対応に努めます。

〇

⑦ 新感染症への対応

〇

〇

〇

水や空調設備、ねずみ族及び昆虫等を介した感染症のまん延防止のため
の対策を講ずるに当たって、環境衛生部門と感染症対策部門が連携して
原因究明や消毒等を実施します。

〇

⑨ まん延防止対策と環境衛生対策の連携

Ⅵ－１ 感染症対策 2.具体的な施策

＜ 原因の究明＞
食品媒介感染症が疑われる疾患が発生した場合には、保健所長の指揮の
下、食品衛生部門、検査部門及び感染症対策部門が相互に連携を図り
ながら迅速な原因究明に取り組みます。

〇

⑧ まん延防止対策と食品衛生対策の連携

感染症の発生状況や医学的知見など、市民が感染予防対策を講じる上で
有益な情報について、混乱を招かないように配慮しつつ、可能な限り
提供に努めます。

平時から報道機関と信頼関係の確立に努めるとともに、患者等の人権を
尊重し、誤った情報や不適当な報道がなされないよう、的確な情報提供
に努めます。

〇

⑩ 情報の公表

〇

Ⅵ－１　感染症対策 2．具体的な施策
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〇 感染症対策は、科学的な知見に基づいて推進されるべきものであること
から、調査及び研究を積極的に推進するよう努めます。

(３） 情報の収集、調査及び研究

①施策に関する考え方

保健所は、地域における感染症対策の中核的機関として、国等が整備する
情報基盤も活用しながら、疫学的な調査及び研究を衛生研究所等との
連携の下に進めます。

衛生研究所は、感染症及び病原体等の技術的かつ専門的な機関として、
感染症及び病原体等の調査、研究、試験検査並びに情報等の収集、分析
及び公表を行います。また、その実施に当たっては国立感染症研究所や
他の地方衛生研究所等、検疫所、県、本市の関係部門及び保健所と連携
します。

本市における調査及び研究については、地域の環境や感染症の特性等に
応じた取組が重要であり、その取組に当たっては、疫学的な知識及び
感染症対策の経験を有する職員の活用に努めます。

厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、新興感染症の対応を行い、
知見の収集及び分析を行います。

感染症の発生届及び積極的疫学調査に関する情報を迅速かつ効率的に
収集するため、医師が届出等を行う場合には、電磁的方法によることが
必要です。また、新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の
所見がある者が入院、退院又は死亡した場合も、電磁的方法で報告する
ことが求められます。

② 感染症及び病原体等に関する調査及び研究

〇

〇

〇

〇

〇

衛生研究所の電子顕微鏡

コラム 横浜市衛生研究所

衛生研究所は、保健所等と緊密な連携のもとに、市民生活に密着
した健康・安全・安心に関する試験検査や調査研究を通して、また、
「横浜市感染症情報センター」として、市内の感染症流行情報を発
信するなど健康危機管理の一翼を担っています。
【主な試験検査・調査研究例】
・感染症発生動向調査に係るウイルス・細菌検査及び調査研究
・新型コロナウイルスに係る遺伝子変異検査及び変異解析
・食品添加物や農畜水産物の農薬、動物用医薬品検査
・健康、医療等に係るデータ収集、解析とフィードバック

横浜市衛生研究所

衛生研究所における検査
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〇

（４ 検査体制・能力

① 施策に関する考え方 衛生研究所が十分な試験検査機能を発揮できるよう、計画的な人員の
確保や配置等、平時から検査体制の整備を行います。

衛生研究所は、新興感染症等の発生初期において検査を担うことを想定
し、以下の取組を行います。
・国立感染症研究所との情報交換を密にするとともに、平時からの
研修や実践的な訓練の実施、検査機器等の設備の整備及び検査
試薬等の物品の確保等を通じ、自らの試験検査機能の向上に努めます。

・地域の検査機関の資質の向上と精度管理に向けて、必要に応じ
情報の収集・提供及び技術的支援を行います。

・国立感染症研究所の検査手法を活用して検査実務を行うほか、
保健所や他の地方衛生研究所等と連携して、迅速かつ適確に検査を
実施します。

・国立感染症研究所等と連携して、新興感染症の病原体等について
迅速な検出が可能となるよう、人材の養成及び必要な資器材の
整備を行います。

〇

〇 感染症のまん延防止等のため、患者情報と病原体情報を迅速かつ総合的
に分析し、公表できるように体制を整備します。

③ 総合的な病原体等の検査情報の収集、分析及び
公表のための体制の構築

＜衛生研究所の最大検査実施体制＞

〇

〇 広域にわたる又は大規模な感染症の発生・まん延を想定し、衛生研究所
や保健所における病原体等の検査に係る役割分担を明確にした上で連携
を図ります。

検査体制を速やかに整備できるよう、検査体制の確保を行う県等と平時
から運用方法や費用負担の在り方等について対策協議会等を活用し、
協議を行います。

② 病原体等の検査

〇

Ⅵ－１ 感染症対策 具体的な施策

衛生研究所における病原体等の検査体制の充実を図るとともに、医療機関
及び民間の検査機関等における検査に対し、必要に応じ技術支援及び
精度管理等を実施します。

新興感染症のまん延が想定される感染症が発生した際に、検査が流行
初期の段階から円滑に実施されるよう、対策協議会等を活用し、関係者
や関係機関と協議の上、平時から計画的な準備を行います。また、民間
の検査機関等との連携を推進します。

項目 流行初期（発生の公表後１か月以内）・
流行初期以降（発生の公表後６か月以内）

検査実施件数 件 日

検査機器数 ３台

〇

※詳細については『 ７ 体制の確保』参照
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〇① 施策に関する考え方

(５) 医療提供体制

〇

病床等の確保のため、感染症指定医療機関や医師会、歯科医師会、
薬剤師会、看護協会等の医療関係団体等と緊密に連携します。

医療機関に対し、感染症に関する情報を積極的に提供します。

② 医療提供体制
〇

横浜市立市民病院
（第一種感染症指定医療機関）

新興感染症等が発生した際に速やかに対応するため、県と市内医療機関
が協定締結等を行い、外来診療、入院、自宅療養者等への医療提供体制
を整備しています。また、対策協議会等を通じて関係者や関係機関と
協議の上、連携が図られるよう調整する必要があります。

感染症指定医療機関及び協定指定医療機関においては、感染症のまん延
防止のために必要な措置を講じた上で、人権に配慮しつつ通常の医療と
同等の療養環境において医療が提供できるよう努めます。

〇

入院を勧告した患者又は入院させた患者の医療機関への移送体制の確保
に当たっては、保健所のみでは対応が困難な場合において、県や本市
組織内における役割分担や連携、民間事業者等への業務委託等を図り
ます。

〇① 施策に関する考え方

(６) 患者の移送

患者発生時に保健所所有の移送専用車両等で円滑な移送が行われるよう、
平時から消防部門等と連携し、情報を共有する枠組みや役割分担、人員
体制の整備を図るよう努めます。

措置勧告による入院及び転院をする患者等の発生に備え、平時から、
関係者を含めた移送訓練や演習等を定期的に実施します。

② 移送体制の確保

〇

〇

〇

消防部門が傷病者を搬送した後、当該傷病者が、感染症法第12条
第１項第１号等に規定する患者等であると医療機関が判断した場合には、
医療機関から消防部門に対して、当該感染症等に関し適切に情報等を
提供します。

③ 関係機関との連携

〇

感染症患者移送専用車両

〇
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〇

①施策に関する考え方

(７) 体制の確保

国が策定するガイドラインや県予防計画等を参考に、検査体制・能力、
人材の養成・資質の向上及び保健所の体制の項目について定めます。

本計画に基づく取組状況を対策協議会に毎年報告し、進捗確認を行う
ことで、関係者が一体となって、平時から感染症の発生及びまん延を
防止していくための取組の実施状況を検証します。

有用な情報を共有することで連携の緊密化を図り、 PDCAサイクルに
基づく改善を図ります。

② 項目の設定と検証

〇本計画の策定に当たっては、感染症法に定める新興感染症を基本とした
体制を確保します。国内外の最新の知見を踏まえつつ、まずはこれまで
の対応の教訓を生かすことができる新型コロナウイルス感染症への対応
を念頭に取り組みます。

実際に発生及びまん延した感染症が、「事前の想定とは大きく異なる
事態」であると国が判断した場合は、その感染症の特性に合わせて対策
を見直すなど、実際の状況に応じた機動的な対応を行います。

〇

※ IHEAT要員
IHEATとは、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた場合その他の健康危機が発生した場合に、地域における外部の保健師等の専門職が保健所等の
業務を支援する仕組み。IHEAT要員とは、IHEATに登録し、保健所等への支援の要請を受ける旨の承諾をした者のこと。

Ⅵ－１ 感染症対策 2.具体的な施策

〇

〇

本計画において定める項目 考え方 掲載箇所

検査実施件数 衛生研究所における検査の実施件数（件/日） (４) 検査体制・ 能力

検査機器数 衛生研究所における検査機器数（台） (４) 検査体制・ 能力

職員等に対する研修及び訓練回数 保健所が実施する、感染症有事体制に構成される職員に対する研修及
び訓練回数（回/年）

(12) 人材の養成及び
資質の向上

保健所における流行開始から１か月間において
想定される業務量に対応する人員確保数

新型コロナウイルス感染症対応時の第６波（2022年１月頃）と同規模
の感染が流行初期に発生した場合の業務量を想定した人員数（人） (13) 保健所の体制

IHEAT要員※確保数（IHEAT研修受講者数） 即応可能なIHEAT 要員の確保数（IHEAT 研修受講者数）（人） (13) 保健所の体制

Ⅵ－１　感染症対策 2．具体的な施策
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〇

(８) 宿泊施設

① 施策に関する考え方

〇

② 宿泊施設の確保

新興感染症が発生した場合には、重症者を優先する医療体制へ移行する
ことも想定されます。

自宅療養者等の家庭内感染や医療体制のひっ迫を防ぐ等の観点から、
新興感染症の特性や、感染力その他当該感染症の発生及びまん延の状況
を考慮しつつ、宿泊施設※の体制を整備できるよう、平時から計画的な
準備を行うことが重要です。

宿泊施設の確保・運営等について、県と協議を進めます。

※ 宿泊施設
感染症のまん延を防止するために適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満
たす宿泊施設のこと。

〇

外出自粛対象者については、体調悪化時等に適切な医療につなげること
ができる健康観察の体制を整備することが重要です。また、外出自粛に
より生活上必要な物品等の物資の入手が困難になることが想定される
ため、当該対象者について生活上の支援を行うことが重要です。

デジタルツールを積極的に活用しながら、健康観察等を効率的に行う
ことが重要です。

外出自粛対象者が社会福祉施設等で過ごす場合は、施設内で感染がまん
延しないような環境を構築することが求められます。

〇

① 施策に関する考え方

(９) 外出自粛対象者の療養生活の環境整備

② 療養生活の環境整備

〇

〇 医療機関、医師会、薬剤師会及び看護協会等の協力や、必要に応じ民間
事業者への委託等を活用し、療養生活の環境整備を行います。その際、
介護サービス事業者や障害福祉サービス事業者等とも連携します。

外出自粛対象者の健康観察等や診療、医薬品・生活必需品等の支給等に
ついては、平時から対策協議会等を活用し、関係者とあらかじめ役割
分担、費用負担の在り方等について協議します。

社会福祉施設等において、医療機関と連携し、必要に応じてゾーニング
等の感染対策の助言を行うことができる体制を平時から確保しておき、
施設内における感染のまん延を防止します。

〇

〇

新型コロナウイルス感染症自宅療養者への健康観察の架電

〇
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①施策に関する考え方

(10) 対策物資等

新型インフルエンザ等感染症等のまん延に備え、医療機関への備蓄の
依頼や薬剤師会との協定締結等により、医薬品の供給や個人防護具等の
備蓄を行います。

〇

② 対策物資の確保と供給

①施策に関する考え方

(11) 啓発及び人権の尊重

※ リスクコミュニケーション
リスク分析の全過程において、リスク評価者、リスク管理者、消費者、事業者、研
究者、その他の関係者の間で、情報及び意見を相互に交換すること。リスク評価の
結果及びリスク管理の決定事項の説明を含みます。

医薬品や個人防護具等の感染症対策物資等は、感染症の予防及び感染症
の患者に対する診療において欠かせないものです。

特に新型インフルエンザ等感染症等の全国的かつ急速なまん延が想定
される感染症が発生した際には、感染症対策物資等の急速な利用が見込
まれるため、平時から不足しないよう対策することが重要です。

〇

〇

診療、就学、交通機関の利用等の場面において、正しい知識の普及・啓発
や、患者や医療関係者等及び医療機関や社会福祉施設等への差別・偏見
の排除のため、必要な広報の実施に努めます。特に保健所は、感染症に
ついての情報提供、相談等のリスクコミュニケーション※を行います。

患者情報の流出防止のため、個人情報の取扱いについては基準を定めて
厳重に管理します。

医師が感染症患者に関する届出を行った場合には、個人情報保護に配慮
しつつ、状況に応じて、患者等へ当該届出の事実等を通知するように
徹底を図ります。

報道担当部門を通じて、平時に報道機関とあらかじめ調整した基準に
より、的確に情報を提供します。また、誤った情報や不適当な報道が
なされたときには、速やかにその訂正がなされるように、報道機関との
連携を図ります。

② 啓発及び人権の尊重

〇

〇

〇

〇

〇 感染症に関する適切な情報の公表、正しい知識の普及に努めるとともに、
まん延防止のための措置を行うに当たり、人権を尊重し、感染症の患者
や医療関係者等及び医療機関や社会福祉施設等が、差別や風評被害を
受けることがないよう適切な対応を行います。

医師等は、患者等への十分な説明と同意に基づいた医療の提供に努め
ます。

市民は、感染症についての正しい知識を習得し、自ら感染症を予防する
とともに、患者等が差別を受けることがないよう配慮に努めます。

〇

〇

Ⅵ－１ 感染症対策 2.具体的な施策

個人用防護具の着脱訓練

Ⅵ－１　感染症対策 2．具体的な施策

76



感染症に関する幅広い知識や研究成果の医療現場への普及等の役割を担う
ことができる、以下のような多様な人材の養成を行うことが重要です。
・新たな感染症対策に対応できる知見を有する、医療現場で患者の
治療に当たる感染症の医療専門職

・社会福祉施設等でクラスターが発生した場合に、適切な感染拡大
防止対策を行うための感染管理の専門家

・感染症の疫学情報を分析する専門家
・行政の中において感染症対策の政策立案を担う人材

〇

① 施策に関する考え方

(12) 人材の養成及び資質の向上

③ 医療機関及び医師会等の方策

＜職員等に対する研修及び訓練回数＞

項目 回／年

職員等に対する研修及び訓練回数 １回以上

第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関を含む感染症指定
医療機関は、新興感染症の発生を想定し、他の医療機関等に派遣すること
も視野に入れ、勤務する医師及び看護師等の資質向上のための研修等を
実施します。

医師会等の医療関係団体は、会員等に対して感染症に関する情報提供及び
研修の実施に努めます。

〇

〇

② 人材の養成及び資質の向上

保健所及び衛生研究所等の職員等の資質の向上・維持のため、国立保健
医療科学院及び国立感染症研究所等で行う感染症に関する研修等に職員
を積極的に派遣します。

国立機関との人事交流を行い、感染症に関する知識を習得した者について
は、保健所及び衛生研究所等における活用等を図ります。

発生時における即応体制確保のため、定期的に関係機関等と患者移送・
受入等の訓練を行うとともに、専門職だけでなく広く職員向けの研修及び
訓練を実施します。

IHEAT要員の確保や研修、連絡体制の整備及びその所属機関との連携の
強化等を通じて、IHEAT要員による支援体制を確保します。

平時から実践的な訓練の実施等、IHEAT要員の活用を想定した準備を行
います。

〇

〇

〇

〇

〇

エボラ出血熱等患者発生時対応訓練

※詳細については『(７) 体制の確保』参照
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①施策に関する考え方

(13) 保健所の体制

〇

②保健所の体制の確保

＜保健所の人員確保数及びIHEAT要員確保数＞

項目 人数

保健所における流行開始から１か月間において想定される
業務量に対応する人員確保数 1,100人

IHEAT要員確保数（IHEAT研修受講者数） 30人

感染症のまん延が長期間継続することも考慮し、必要となる保健所の
人員数を想定し、感染症発生時においてその体制に迅速に切り替えること
ができるようにします。

広域的なまん延防止の観点から、感染経路の特定、濃厚接触者の把握等
の専門的業務を十分に実施するために、保健所における人員体制等を整備
します。

必要な機器・機材の整備、物品の備蓄をはじめ、業務の一元化や外部委託、
デジタルツールの活用等を通じた業務効率化を積極的に進めるとともに、
外部人材や応援体制を含めた人員体制及び受入体制の構築（応援派遣
要請のタイミングの想定も含む。）等を行い、本市組織内で共有します。

健康危機管理体制を確保するため、保健所に保健所長を補佐し、健康
危機管理を担う人材育成を含めた総合的なマネジメントを行う統括
保健師を配置します。

保健所は、地域の感染症対策の中核的機関として、「地域保健法」に基
づき厚生労働大臣が策定する基本指針とも整合性をとりながら、必要な
情報の収集、分析、適時適切な情報公開を行います。感染拡大時にも健康
づくり等地域保健対策も継続実施できるよう関係機関等と連携します。

平時から、有事の際に速やかに体制を切り替えることができる仕組みを
構築します。

対応策の企画立案・実施、リスクコミュニケーション等について、本市
組織内の役割分担を明確化します。

感染症発生時に迅速に対応できるよう、１保健所18支所体制をとること
で指揮命令系統を一元化し、責任者に対して感染症に関する情報を迅速
かつ適切に伝達します。

健康危機発生時に備えて、保健所の平時からの計画的な体制整備を行い
ます。

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

Ⅵ－１ 感染症対策 2.具体的な施策

※詳細については『(７) 体制の確保』参照

Ⅵ－１　感染症対策 2．具体的な施策
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感染症の患者の発生予防又はまん延防止のために緊急を要すると認める
ときは、医師その他の医療関係者に対し、県と協力して当該措置の実施
に必要な協力を求め、迅速かつ的確な対策を講じます。

市民の生命及び身体を保護するために、緊急に国から職員の派遣、その
他必要な協力の要請があった場合には、迅速かつ的確に対応するよう努
めます。

新感染症の患者の発生や生物兵器を用いたテロリストによる攻撃が想定
される場合など、本市に十分な知見が蓄積されていない場合には、国から
職員や専門家の派遣等必要な支援を受けます。

〇

① 緊急時における施策

(14) 緊急時の施策

緊急時においては、国の情報に基づいて感染症の患者の発生状況や
医学的知見など市民が感染予防等の対策を講じる上で有益な情報を、
パニック防止と人権尊重の観点を考慮しつつ、可能な限り市民に提供し
ます。この場合には、情報提供媒体を複数設定し、理解しやすい内容で
情報提供を行います。

〇

③ 緊急時における情報提供

〇

〇

感染症法第12条に規定する国への報告等を県を通じて確実に行うとと
もに、特に新感染症への対応を行う場合や、その他感染症についての
緊急対応が必要と認める場合には、迅速かつ確実な方法により、国や
県との緊密な連携を図るよう努めます。

検疫所から一類感染症等の患者等を発見した旨の情報提供を受けた
場合は、検疫所と連携し、同行者等の追跡調査その他必要と認める
措置を行います。

緊急時においては、国や県から対策を講じる上で有益な情報の提供を
受けるとともに、国や県に対しては地域における患者の発生状況等の
情報共有に努めます。

県と緊密な連絡を保ち、感染症の発生状況や緊急度等を勘案し、必要
に応じて相互に職員及び専門家の派遣等を行います。

複数の自治体にわたり感染症が発生した場合であって緊急を要すると
きは、県が提示する県内の統一的な対応方針等に基づき、感染の拡大
防止に努めます。

〇

② 緊急時における国や県との連絡体制

〇

〇

〇

〇

エボラ出血熱等患者発生時対応訓練
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医療機関、社会福祉施設等において感染症の発生やまん延を防止する
ため、最新の医学的知見を踏まえた施設内感染に関する情報を適切に
提供します。

医療機関における院内感染防止措置に関する情報を収集し、他の医療
機関に提供します。また、施設内感染に関する情報や研究の成果及び
講習会・研修に関する情報を、医師会等の関係団体等の協力を得て、病院、
診療所、社会福祉施設等の現場の関係者に普及し、活用を促します。

これらの施設の開設者又は管理者は、提供された情報に基づき、必要な
措置を講じ、医療機関においては院内感染対策委員会等を設置するなど
院内感染の防止に努めます。また、平時から施設内の患者・利用者及び
職員の健康管理を行い、感染症の早期発見に努めます。

〇

① 施設内感染の防止

(15) その他重要事項

災害発生時の感染症の発生予防及びまん延防止の措置は、生活環境が
悪化し、被災者の病原体に対する抵抗力が低下する等の悪条件下に行わ
れます。そのため、災害発生時において、「横浜市防災計画」等に基づき
迅速かつ的確に所要の措置を講じ、感染症の発生及びまん延の防止に
努めるとともに、保健衛生活動等を迅速に実施します。

〇

② 災害防疫

〇

〇

Ⅵ－１ 感染症対策 2.具体的な施策

③動物由来感染症対策

〇
＜届出の周知等＞
動物由来感染症に対する必要な措置等が速やかに行えるよう、獣医師等
に対し、感染症法第13条に規定する届出や「狂犬病予防法」に規定する
届出の義務について周知を行います。

ワンヘルス・アプローチに基づき、関係機関及び医師会、獣医師会など
の関係団体等と情報交換を行うこと等により連携を図り、市民への情報
提供を行います。

＜情報収集体制の構築＞
獣医師会、獣医学科を設置する大学、動物飼育施設、畜産関係者及び
医療機関等の協力を得て、動物由来感染症に関する幅広い情報を収集
するための体制を構築します。

〇

〇

Ⅵ－１　感染症対策 2．具体的な施策
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感染症法は、市内に居住又は滞在する外国人についても一般市民と
同様に適用されるため、感染症対策を外国語で説明した広報を行う等、
外国人への情報提供に努めます。

〇

医療機関において、薬剤耐性の対策及び抗菌薬の適正使用が行われる
よう、適切な方策を講じます。

〇

④ 外国人への情報提供

⑤ 薬剤耐性対策

〇

＜情報提供＞
ペット等の動物を飼育する市民が動物由来感染症に関する正しい知識を
持ち、その予防に必要な注意を払えるよう適切な情報の提供に努めます。

＜病原体保有状況調査体制の構築＞
積極的疫学調査の一環として動物の病原体保有状況調査により、広く
情報を収集することが重要であるため、保健所、衛生研究所及び動物
管理部門等が連携を図りながら調査に必要な体制構築に努めます。

＜感染症対策部門と動物管理部門の連携＞
動物由来感染症の予防及びまん延防止の対策については、感染症の病原
体を媒介するおそれのある動物への対策や、動物等取扱業者への指導、
獣医師会との連携及び市民に対する正しい知識の普及等が必要である
ことから、感染症対策部門と動物管理部門が適切に連携して対策を講ず
るよう努めます。

〇

〇

動物飼育に関する啓発チラシ
（横浜市動物愛護センター）
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本市の結核り患率は減少傾向にあり、2022年のり患率（7.6）は全国
平均（8.2）より低いものの、各区のり患率、患者登録者数に差が認め
られます。

新登録患者の半数以上が70歳以上の高齢者である一方、20～30代では
外国出生者の占める割合が増加傾向です。結核患者の高齢化や留学、
就労目的の入国者に対応した結核対策が課題となっています。

〇 結核の予防及びまん延の防止のため、健康診断と結核患者への
適切な医療の提供、患者管理・支援を行うとともに、市民への
知識の普及啓発をより効果的、総合的に推進します。

目標値の達成状況、結核の発生動向状況等の定期的な検証及び
評価を踏まえ、結核対策の取組を充実させます。

指標 現状 2026 2029

結核り患率（人口10万対） 7.6
（2022） ７以下 ４以下横浜市における結核対策

（１）結核発生動向調査の体制等の充実強化
（２）発病の予防及びまん延防止

・ハイリスク健診の実施、結核定期健康診断の受診の徹底
（３）結核に係る医療の提供
         ・早期の適切な医療の提供と合併症等に係る治療を含めた総合的な
             治療への対応
（４）治療完遂への支援

・患者に対するDOTS（直接服薬確認療法）の推進
（５）人材の育成

・結核指定医療機関に対する研修の実施
（６）普及啓発及び人権の尊重

・結核に関する正しい知識の普及による結核患者への差別や偏見
             の防止
（７）研究、調査の推進
（８）施設内感染の防止

・病院、学校、社会福祉施設等への結核に関する正しい知識の
普及

（１） 結核対策

施策の方向性

◎主な施策
施策 指標 現状 2026 2029

①

確実な治療完遂と多剤耐性結
核の発生防止のためのDOTS
（直接服薬確認療法）実施体
制の強化

DOTS実施率 97.2%
(2021)

98%
以上

98%
以上

②

潜在性結核感染症や新たな発
病者の早期発見及び感染源・
感染経路の探求のための接触
者健診の実施

接触者健診実施率 95.6% 100% 100%

３.特定の感染症対策Ⅵ－１ 感染症対策

〇

現状と課題

Ⅵ－１　感染症対策 ３．特定の感染症対策
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（2） HIV/エイズ・性感染症対策

2022年に新たに本市に報告されたHIV/エイズ患者は16件で、2021年と
比較し減少しましたが、診断時にエイズを発症している割合は31.3％と
変わらず推移しています。

2022年に本市に報告された梅毒患者は196件で、最多の報告数となりま
した。梅毒等の性感染症は母子感染や妊娠中の合併症を引き起こす危険
因子となる場合があり、性感染症の予防と早期発見・早期治療のための
普及啓発が求められています。

〇
HIV/エイズ・性感染症に関する正しい知識の普及啓発について
関係機関と連携しながら、検査・相談体制を充実させ、感染の
予防及びまん延防止を図ります。

HIV/エイズ患者等に対する人権を尊重した良質かつ適切な医療の
提供を推進します。

施策 指標 現状 2026 2029

①
HIV検査を受けやすい環境の
整備 HIV検査実施件数 1,677件

(2022)
2,000件
以上

2,000件
以上

②
市民や市職員を対象とした
講座・研修の実施

講座・研修
実施回数

10回/年
以上

10回/年
以上

10回/年
以上

◎主な施策

〇

施策の方向性現状と課題

横浜市におけるエイズ対策
（１）HIV検査・相談体制の強化

・プライバシー保護に十分留意した、無料匿名、検査・相談事業
（２）市民への正しい知識等の普及啓発及び人権の尊重

・ホームページ等を活用した情報発信
・青少年やMSM（Men who have sex with men 男性間で性的

接触を行う者）・性産業従事者等の個別施策層に対し、NPOや
横浜AIDS市民活動センターと連携した啓発

（３）関係機関との連携強化
・市内２か所のエイズ中核拠点病院・４か所の拠点病院との

連携による医療サービス提供の向上
・HIV感染者やエイズ患者の支援のためのエイズ専門カウンセラー

派遣
・横浜市エイズ対策推進協議会の開催と、関係機関との相互の

連携・協力による総合的なエイズ対策の推進
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平時から感染症の発生状況について市内及び全国の情報を収集・分析し
ています。適切な予防対策の推進を図るため市民や医療機関等に効果的
な情報提供・啓発を実施する必要があります。

感染症・食中毒発生時には拡大・まん延防止のため迅速かつ的確に対応
することが求められています。

〇

（３） 感染症・食中毒対策

◎主な施策
施策 指標 現状 2026 2029

①
医療機関、研究機関、近隣
自治体、国、関係団体等と
の連携、迅速な情報共有

横浜市感染症発生
動向調査委員会の
開催回数

12回/年 12回/年 12回/年

②

市民や事業者等へ各種媒体
を活用した、感染症・食中
毒の予防に関する効果的な
普及啓発

啓発回数 2回/年
以上

12回/年
以上

12回/年
以上

③

市職員や関係施設の職員等
を対象とした感染症・食中
毒発生時の知識・技術向上
の研修実施

研修実施回数 10回/年
以上

10回/年
以上

10回/年
以上

１保健所18支所において、感染症や食中毒発生情報の正確な
把握・分析、速やかな情報提供及び状況に応じた的確な対応を
行います。

医療機関や関係団体等との連携により、感染症・食中毒の予防
及びまん延防止を図ります。

３.特定の感染症対策Ⅵ－１ 感染症対策

〇

施策の方向性現状と課題

コラム 施設従事者向け研修

１保健所18支所では高齢者施設や保育施設内における感染症の
発生に備え、施設内の感染対策が適切に行われるように施設の従事者
に向けた研修会を行っています。
講義を通じて感染症の基礎知識を習得し、各施設で活用できるよう、

おう吐物処理の実技演習を行うなど実践的な内容で実施しています。

Ⅵ－１　感染症対策 ３．特定の感染症対策
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海外への渡航者や海外からの入国者の増加に伴い、輸入感染症の発生や
感染拡大が予測されます。新興・再興感染症を含めた輸入感染症の予防
啓発及び発生時の早期対応を着実に進めていく必要があります。

〇

（４） 輸入感染症対策

◎主な施策
施策 指標 現状

①
医療機関、研究機関、近隣自
治体、国、関係団体等との連
携、迅速な情報共有

横浜市感染症発生
動向調査委員会の
開催回数【再掲】

回 年 回 年 回 年

②
市民や事業者等へ各種媒体を
活用した、輸入感染症の予防
に関する効果的な普及啓発

啓発回数 回 年
以上

回 年
以上

回 年
以上

海外渡航者向けに市民、医療機関、関係団体等に時機を捉えて
啓発を行います。

輸入感染症発生の情報提供及び状況に応じた的確な対応や医療
機関等との連携を行います。

施策の方向性現状と課題

コラム 蚊媒介感染症対策

海外で問題になっている感染症（デング熱やジカウイルス感染症
など）を媒介する蚊の捕獲調査を行い、感染症の原因となるウイルス
の保有状況調査を市内の主要な公園等で実施しています。
また、蚊が媒介する感染症は蚊を増やさないことと蚊に刺されない

ことが重要であるため、各種媒体（インターネットなど）を用いて
市民向けに呼びかけています。

蚊の捕獲調査（人囮法） 蚊の対策を呼びかけるポスター
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医療機関等との連携強化を目的とした連絡会及びシミュレーション訓練
について、新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえて再構築する
必要があります。

備蓄計画を見直し、個人防護具や抗インフルエンザウイルス薬の適正な
数の確保が必要です。

〇

（５） 新型インフルエンザ対策

◎主な施策

新型コロナウイルス感染症対応の経験を生かした感染拡大防止
計画・訓練の整備や個人防護具、抗インフルエンザウイルス薬等
の備蓄を計画的に行います。

「横浜市新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、関係
機関と連携し、新型インフルエンザ対策を推進します。

施策 指標 現状 2026 2029

①
新型インフルエンザ等対策
医療関係者連絡会の開催 開催回数【再掲】 １回/年 1回/年

以上
1回/年
以上

② 個人防護具等の備蓄 個人防護具備蓄数
【再掲】

60,000
セット

60,000
セット

60,000
セット

コラムコラム 新型インフルエンザ対応個人防護具

新型インフルエンザ等発生時に患者及び
接触者の調査に従事する職員等の感染防御を
目的として、個人防護具を着用します。

〇新型インフルエンザ対応個人防護具一式
・防護服
・ガウン
・キャップ
・フェイスシールド
・ゴーグル
・N95マスク
・ニトリル手袋
・シューカバー

〇

施策の方向性現状と課題

３.特定の感染症対策Ⅵ－１ 感染症対策Ⅵ－１　感染症対策 ３．特定の感染症対策
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〇

（６） 麻しん・風しん対策

◎主な施策
施策 指標 現状 2026 2029

①
麻しん排除の維持と風しん
の排除に向けた麻しん
風しん対策連絡会の開催

「横浜市麻しん風
しん対策連絡会」
の開催回数

１回/年 2回/年 2回/年

②

就学時等ライフイベントに
合わせた重点的な麻しん
風しん混合(MR)ワクチンの
接種勧奨

重点的な接種勧奨
回数 3回/年 3回/年

以上
3回/年
以上

麻しん・風しんに関する正しい知識の広報・啓発や医療機関等の
関係機関と連携した接種勧奨等を実施し、接種率の向上を図る
ことにより麻しん排除達成の継続と風しん排除に向けた対策を
図ります。

指標 現状 2026 2029

麻しん風しん混合(MR)
ワクチン２期 接種率 89％ 95％以上 95％以上

➀ 全庁連携した
正しい知識の

啓発

横浜市が目指す姿 ３本の柱

目標 「麻しん排除達成の継続」
「風しんの排除、先天性風しん症候群の発生予防」

➂ 迅速かつ
適切な

発生時対応

➁ 予防接種の
幅広い勧奨

〇

現状と課題 施策の方向性

麻しんは2015年に排除認定されたものの、海外での感染者を契機とした
国内での感染拡大の報告があります。風しんは2018年～2019年に全国
的な流行を認め、それに一致して先天性風しん症候群の報告がありま
した。

麻しん排除の継続と風しんの排除のためには、麻しん風しん混合(MR)
ワクチンの高い接種率を維持する必要があります。しかし、2022年の
麻しん風しん混合(MR)ワクチン２期の接種率は89％まで低下しており、
接種率向上に向けた対策が重要です。
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定期予防接種の高い接種率を維持するため、予防接種の重要性や接種漏
れが生じやすいワクチンについて広報・案内などを行う必要があります。

直近10年間で新たに８つのワクチンが定期接種化され、制度が複雑化し
ており、協力医療機関における予防接種事故の増加につながっています。
継続的に安全・適切な接種が実施されるよう、医療機関に向けた研修等、
事故防止の取組が必要です。

〇

施策 指標 現状 2026 2029

①

予防接種の重要性の周知と接種率
の維持・向上に向けた個別通知を
中心とした定期予防接種の接種勧
奨

接種勧奨回数 1回/年 2回/年
以上

2回/年
以上

②
医療機関、研究機関、近隣自治体、
国等との連携及び迅速な情報共有

医療機関等への
情報提供回数

6回/年
以上

6回/年
以上

6回/年
以上

③
医療機関を対象とした安全・適切
な予防接種に関する研修の実施

BCG・予防接種
研修等実施回数 2回/年 2回/年

以上
2回/年
以上

市民への予防接種の正しい知識の提供と接種機会を確保します。
関係機関等と連携して安全・適切な接種と副反応や予防接種事故
に対する相談体制を構築します。

（7） 予防接種

◎主な施策

種類 感染症の分類 ワクチン名 予防できる感染症

定期
接種

集団予防を
目的とする
感染症
(A類疾病)

Hib(ヒブ)ワクチン Hib(ヒブ)感染症
(細菌性髄膜炎、喉頭蓋炎等)

小児用肺炎球菌ワクチン 小児の肺炎球菌感染症
(細菌性髄膜炎、敗血症、肺炎等)

B型肝炎ワクチン B型肝炎
ロタウイルスワクチン 感染性胃腸炎(ロタウイルス)

４種混合ワクチン ジフテリア、百日せき、破傷風、
ポリオ

２種混合ワクチン ジフテリア、破傷風
BCG 結核
麻しん風しん混合(MR)ワクチン 麻しん(はしか)、風しん
水痘(みずぼうそう)ワクチン 水痘(みずぼうそう)
日本脳炎ワクチン 日本脳炎
HPVワクチン HPV感染症(子宮頸がん)

個人予防を
目的とする
感染症
(B類疾病)

インフルエンザワクチン
(高齢者が対象) インフルエンザ

成人用肺炎球菌ワクチン
(高齢者が対象) 成人の肺炎球菌感染症

日本で接種可能なワクチン（定期接種） 2023年12月時点

〇

現状と課題 施策の方向性

３.特定の感染症対策Ⅵ－１ 感染症対策Ⅵ－１　感染症対策 ３．特定の感染症対策
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難病患者やその家族は、治療できる専門医や医療機関が少なく、必要な
情報を取得するのが困難な状況にあります。そのため、難病患者および
家族の状態に合わせた方法で、疾患についての学びや当事者間での情報
交換の機会をつくり、治療と仕事の両立等社会参加を支援する必要があ
ります。

〇

医療機器の進化により、常時医療的なケアを要する難病患者が在宅で
療養生活を送る機会が増えています。このため、在宅での医療・介護
支援や介護者の定期的な休養の機会の確保がより一層求められています。

〇

難病の希少性・多様性から、ケアマネジャーなど支援者の理解が不十分
な状況があります。このため、支援に関わる多職種に対する研修や事例
検討などにより支援者の質の向上をしていく必要があります。

〇

施策の方向性

難病を患っても、住み慣れた地域において安定した療養生活が
送れ、それぞれに合った社会参加ができるよう、難病患者や家族
が、適切な時期に、療養や社会生活の両立に関する知識等を得る
ことができる環境を整えます。

難病患者の療養を支えるため、地域の実情に応じた支援ネット
ワークが広がるよう、福祉・保健・医療人材の資質の向上に取り
組みます。

◎主な施策
施策 指標 現状

（（１１）） 難病患者への情報提供や相談支援、医療体制の充実

① 難病医療講演会・交流会の開催 参加者延べ人数 人
（ ） 人 人

②
かながわ難病相談支援センターの
運営 相談支援件数 件

（ ） 件 件

③ 難病患者一時入院事業の実施 利用延べ日数 日
（ ） 日 日

（（２２））
難病患者の療養生活や社会参加を支える人材の質の向上、支援者同士のつな
がりの充実

④ 支援者向け研修の開催 開催数 ２回
（ ） ２回 ２回

出典：横浜市健康福祉局

Ⅵ－２ 難病対策

元

横浜市特定医療費（指定難病）受給者証

所持者数（各年度末時点）

(人)

出典：横浜市健康福祉局

現状と課題

神経・筋疾患〔パーキンソン

病、重症筋無力症等〕

免疫疾患〔全身性エリテマトーデ

ス、皮膚筋炎、多発性筋炎等〕

消化器疾患〔潰瘍性大

腸炎、クローン病等〕

骨・関節疾患〔後縦

靱帯骨化症等〕

呼吸器疾患〔特発

性間質性肺炎等〕

腎・泌尿器疾患

〔多発性嚢胞等〕

その他の疾患群

横浜市指定難病における各疾患群ごとの支給認定者

の割合（ 年３月 日現在）

Ⅶ

Ⅵ－2　難病対策 
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施策 指標 現状 2026 2029

（（１１）） アレルギーに関する情報提供・相談・医療体制の充実

①

横浜市立みなと赤十字
病院においてぜん息相
談、人材育成、アレル
ギー研修等の啓発活動
を実施

啓発活動の
実施回数

①成人個別ぜん息相談
27名

②小児ぜん息相談
26名

①小児ぜん息・アレル
   ギー教室3回
②リウマチ教室 5回
③アレルギー市民セミ
    ナー1回
④市民向け講演会1回
⑤医療者向けアレル
    ギー講習会1回

①小児ぜん息・アレル
   ギー教室3回
②リウマチ教室 5回
③アレルギー市民セミ
   ナー1回
④市民向け講演会1回
⑤医療者向けアレル
   ギー講習会1回

②
市民向け講演会等の実
施

講演会等の
実施回数 年２回 年１回以上 年１回以上

（（２２）） 学校、施設等における、アレルギー対応研修の徹底

③
保育所等職員を対象と
したアレルギー対応研
修を実施

研修の実施
回数 年４回 年４回以上 年４回以上

④

放課後児童健全育成事
業所等職員を対象とし
たアレルギー対応研修
を実施

研修の実施
回数

年２回
（内１回オンデマンド

方式）
年２回 年２回

➄
給食実施校を対象とし
たアレルギー対応研修
を実施

研修の実施
回数

年１回以上
（参加人数587人）

年１回以上
（参加目標600人）

年１回以上
（参加目標600人）

現状と課題

〇

アレルギー疾患対策には多様なアプローチ方法があり、給食等における
食材の除去、アナフィラキシーショックへの対処、皮膚疾患へのケアなど、
関連する分野が多岐に渡ることから、様々な情報を一元的に把握できる
ようにする必要があります。

〇

アレルギー疾患は、食物やほこりなどの様々な要因により免疫が過剰に
反応することが原因で発症し、食物アレルギーやアトピー性皮膚炎、
気管支ぜん息など多岐にわたります。対象となる年齢幅も広いことから、
学校現場の職員・給食提供に関わる職員・施設医療スタッフなどに対し、
切れ目のない人材育成が必要です。

〇

市民が安全・安心に日常生活を送ることができるよう、アレルギー
疾患に対する正しい知識を得る機会を提供するとともに、専門医療
機関による相談体制の確保や人材育成に取り組みます。
学校・保育・施設等の利用者が、安心して学校生活、施設生活等を
送ることができるよう、職員が適切なアレルギー対策を実施します。

施策の方向性

◎主な施策
〇 神奈川県アレルギー疾患医療拠点病院として指定されている横浜市立

みなと赤十字病院については、引き続き、拠点病院として役割を発揮す
ることが求められています。高度で良質な専門医療の提供に加え、専門
的な知識及び技能を有する医師や医療従事者の育成、啓発など、本市
全体のアレルギー医療の向上に努めます。

Ⅵ－３ アレルギー疾患対策

アレルギー疾患患者に対する診療・管理ガイドラインに則った医療の
更なる普及を目指して2023年度に「神奈川県アレルギー疾患対策推進
計画」が改訂され、計画の趣旨を踏まえた施策の推進が求められています。

Ⅵ－3　アレルギー疾患対策
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認知症高齢者数（万人） 高齢者に占める割合（％）

現状と課題

認知症疾患医療センターの地域連携拠点機能の推進においては、引き続き、
情報共有・事例共有を行い、自己評価や外部評価を踏まえた地域連携
会議等の内容の充実が必要です。また、医療従事者等の認知症対応力
向上研修についても、引き続き実施します。

若年性認知症の人や家族への支援において、産業保健分野、障害分野、
医療機関等との連携が課題であり、各所管課等と連携して周知を進める
必要があります。また、企業への周知啓発が必要です。

〇

施策の方向性

◎主な施策
施策 指標 現状 2026 2029

①
認知症に関する理解
促進

認知症サポーター養
成者数（累計）

375,440人
（2022） 420,000人

「第10期
高齢者保健福祉
計画・介護保険
事業計画・認知
症施策推進計
画」にて検討

②
医療従事者等の認知
症対応力向上の推進

認知症対応力向上研
修受講者数（累計）

4,223人
（2022） 5,650人

③
若年性認知症の人へ
の支援

若年性認知症の人へ
の支援 相談件数

832件
（2022） 920件

認知症予防や早期発見・早期対応に向けて、引き続き、支援者や地域に
対して、認知症予防やMCI（軽度認知障害）の理解促進のための啓発が
必要です。

〇

コラム

Ⅵ－４ 認知症疾患対策

〇

認知症疾患医療センター
認知症疾患医療センターは、地域における認知症医療提供体制の拠点として

の役割を担う専門医療機関です。保健医療・介護機関等と連携を図りながら、
認知症疾患に関する鑑別診断、行動・心理症状と身体合併症に対する急性期治
療、専門医療相談などを行っているほか、地域保健医療・介護関係者等への研
修を開催しています。

認知症の人やその家族が地域の中で自分らしく暮らし続けることが
できるよう、認知症に関する正しい知識の普及を進め、認知症への
社会の理解を深めます。

認知症の人やその家族、周囲が認知症に気付き、早期に適切な医療
や介護につなげることにより、本人や家族がこれからの生活に備え
ることができる環境を整えます。また、医療従事者や介護従事者等
の認知症への対応力の向上を図ります。

様々な課題を抱えていても、一人ひとりが尊重され、本人に合った
形での社会参加が可能となる「地域共生社会」の実現に向けた取組
を進めます。また、若年性認知症の人やその家族が相談でき、支援
を受けられる体制を更に推進します。

出典：横浜市健康福祉局

認知症高齢者数の推移

（％）（万人）

Ⅶ

Ⅵ－4　認知症疾患対策
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重症心身障害児（者）数の推移

18歳未満 18歳以上

現状と課題

精神障害のある人が、安心して自分らしい暮らしを実現するため、入院から
地域への移行や地域定着に向けた支援等を推進し、地域での生活を支える
仕組みを充実させていくことが必要です。

一般の歯科医院では対応が困難な障害児・者や、通院が困難な障害児・者
がかかりつけ歯科医をもてるよう、障害児・者の歯科保健医療の充実を
図っていく必要があります。

増加する医療的ケア児・者等に適切な医療を提供することとあわせ、医療
的ケア児・者とその家族の生活実態やニーズを把握した上で、福祉・保健・
医療・教育・保育等の連携を更に強化し、支援の充実に取り組む必要が
あります。
常に医療的ケアが必要な重症心身障害児・者等やその家族の地域での暮ら
しを支援するため、相談支援、生活介護、訪問介護サービス及び短期入所
などを一体的に提供できる多機能型拠点の整備を引き続き進めていく必要
があります。

近年、軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害
の子どもは増加しています。また、個々のニーズは多様化しており、そ
れに適した療育を受けられるよう体制を強化する必要があります。

〇

高次脳機能障害※1に対する一層の周知と18区に設置された中途障害者
地域活動センターにおける相談支援の充実が必要です。

〇

障害児・者が身近な地域で適切な医療・看護を受けられる環境づくりを
推進するため、障害特性等を理解し適切な医療を提供できる医療機関
及び医療従事者を増やす必要があります。

多機能型拠点の一覧

重症心身障害児・者施設の一覧

心身障害児・者歯科診療協力医療機関において、障害児・者の歯科に係る
相談や治療に取り組んでいます。
横浜市歯科保健医療センターにおいて、一般の歯科診療所では対応が困難
な障害児・者に対して、疾患・障害・個人の特性に配慮したうえで、日帰
り全身麻酔、精神鎮静法、モニタリングなど全身管理下の歯科治療を実施
しています。

※1 脳出血、脳梗塞などの病気や、事故による頭部外傷、心肺停止による低酸素脳症など
で、脳に損傷を受けたことにより、記憶・注意・行動・言語・感情などの機能がうまく
働かなくなり、そのために日常生活や社会生活が困難になる障害のことを指します。

Ⅵ－5 医療的ケア児・者等及び障害児・者への対応

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

頻発する風水害や大規模地震などを踏まえ、災害時の適切な医療体制を
整えるとともに、自力避難が困難な災害時要援護者について、自助・共助
の観点から支援する必要があります。

〇

整備順 施設名 運営法人 住所 開所

１館目 郷 （福）訪問の家 栄区桂台中2-1 平成24年10月

２館目 つづきの家 （福）キャマラード 都筑区佐江戸町509-6 平成25年10月

３館目 こまち （福）横浜市社会事業協会 瀬谷区二ツ橋町489-45 平成29年４月

４館目 び・すけっと菊名 （福）横浜共生会
港北区菊名四丁目４-22
（予定）

令和６年４月
（予定）

施設名 所在地 定員 運営法人

横浜療育医療センター 旭区市沢町557-2 95人 社会福祉法人十愛療育会

重症心身障害児施設
「サルビア」

鶴見区下末吉3-6-1 40人
社会福祉法人

恩賜財団済生会支部神奈川県済生会

横浜医療福祉センター港南 港南区港南台4-6-20 160人 社会福祉法人十愛療育会

県立こども医療センター
重症心身障害児施設

南区六ッ川2-138-4 40人
地方独立行政法人
神奈川県立医療機構

（人）

出典：横浜市こども青少年局

Ⅵ－5　医療的ケア児・者等及び障害児・者への対応 
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◎主な施策施策の方向性

受診が必要になったとき、障害児・者やその家族が、他の患者に
気兼ねすることなく、医療機関を受診しやすい環境を整えます。

発達障害児の増加や個々のニーズの多様化を踏まえ、療育の中核
機関である地域療育センターにおいて、利用申込後の初期支援や
保育所等への支援、集団療育等の充実を図ります。

横浜型医療的ケア児・者等コーディネーターをはじめ、福祉・保健・
医療・教育・保育等の関係者が連携し、心身の状況や家族状況の
変化、ライフステージに応じた切れ目のない支援体制を構築し、
地域での受入れ態勢の更なる充実を図ります。

障害児・者の歯科診療の需要や応需体制等の実態を調査し、その
結果を踏まえて、障害児・者の歯科保健医療の推進に取り組みます。

コラム 第４期 横浜市障害者プラン

障害福祉施策に関わる中・長期的な計画として、「障害
者基本法（障害者計画）」及び「障害者総合支援法・児
童福祉法（障害福祉計画・障害児福祉計画）」の規定に
基づき、市町村が作成します。令和３年度から８年度ま
での６年間を計画期間とし、障害のあるなしに分け隔て
られることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら
暮らすことのできるまちを実現するための施策を推進し
ています。

［基本目標］
障害のある人もない人も、誰もが人格と個性を尊重し合いながら、地域共生
社会の一員として、自らの意思により自分らしく生きることができるまちヨ
コハマを目指す。

医療的ケア児・者等とその家族が身近な地域で相談できる場所を
整備し、医療的ケア児・者等の相談体制の充実を図ります。

施策 指標 現状 2026 2029

（（11）） 医療的ケア児・者等に関する施策

①
医療的ケア児・者等に対する関
連分野の支援を調整するコー
ディネーターの配置

配置数 ６か所
10人

６か所
12人 推進

②
医療的ケア児サポート保育園の
認定の推進 認定園数 12園

次期横浜市
中期計画で

評価
推進

③
肢体不自由児特別支援学校にお
ける学校看護師の配置の推進 人数 40人 50人 推進

④
協力医療機関に入院するメディ
カルショートステイ事業の実施

実施か所/
連携強化の
ための会議等

11か所
会議等０回

11か所
会議等５回 推進

⑤ 多機能型拠点の整備 拠点数 3か所 6か所 6か所

⑥
身近な地域で相談できる場所の
充実 箇所数 － 推進 各区１か所

（（２２）） 適切な受療行動の推進のための啓発等

①
知的障害者専門外来設置医療機
関への補助 病院数 ５病院 ６病院 ６病院

②
障害児・者の歯科保健医療の充
実 検討・実施 調査 推進 推進

③
18区中途障害者地域活動セン
ターによる高次脳機能障害専門
相談事業

相談件数 418件
（2022） 430件 450件

④
地域療育センターが実施する初
期支援「ひろば事業」の実施 利用児童数 2,262人／

年
次期横浜市
中期計画で

評価
推進

⑤ 個別避難計画作成等を通じた災
害時要援護者支援 検討・実施 推進 推進 推進

Ⅶ
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歯科口腔保健の推進

「横浜市歯科口腔保健の推進に関する条例」に基づき、「横浜市歯科口腔
保健推進計画」を、横浜市の総合的な健康づくりの指針である「第３期健康
横浜２１」において一体的に策定し、健康で豊かな生活の実現に向け、歯と
口腔の健康づくりに市民自らが取り組めるよう、歯科口腔保健の推進に取り
組みます。

生涯を自分の歯で過ごし、健康を維持していくために「生涯を通じて食事
や会話ができる」を基本目標とし、それを達成するため、歯科口腔保健に係
る健康行動の中から２つの行動目標を設定します。
基本目標及び行動目標の達成度を測るため、ライフステージに併せて設定

した12個の「指標」の変化を確認して評価します。

＜「横浜市歯科口腔保健推進計画」より＞

施策の方向性

口腔の健康は全身の健康にもつながることから、生涯を通じた歯科
口腔保健の推進、医科歯科連携による口腔機能管理などを通じ、
歯科口腔保健・歯科医療の充実を図ります。

【目標・指標とライフステージの関係】

障害児・者の歯科診療の需要や応需体制等の実態を調査し、その
結果を踏まえて、障害児・者の歯科保健医療の推進に取り組みます。

Ⅵ－6 歯科口腔保健・歯科医療

むし歯・歯
周病を予防
する

口腔機能の
健全な発
育・発達、
維持・向上
に努める

妊娠期 ●
乳幼児期 ● ●
学齢期 ●
成人期
高齢期

過
去
１
年
間
に
歯
科
健
診
を

基本目標　生涯を通じて食事や会話ができる

指　　標

妊
婦
歯
科
健
康
診
査
受
診
率

３
歳
児
で

む
し
歯
の
な
い
者
の
割
合

３
歳
児
で
４
本
以
上
の

む
し
歯
の
あ
る
者
の
割
合

む
し
歯
の
な
い
者
の
割
合

12
歳
児
で

中
学
生
に
お
け
る
歯
肉
に
異
常
の

あ
る
者
の
割
合

有
す
る
者
の
割
合

20
歳
以
上
に
お
け
る
未
処
置
歯
を

有
す
る
者
の
割
合

40
歳
以
上
に
お
け
る
歯
周
炎
を

19
歯
以
下
の
者
の
割
合

40
歳
以
上
に
お
け
る
自
分
の
歯
が

受
け
た
者
の
割
合

50
歳
以
上
に
お
け
る

有
す
る
者
の
割
合

80
歳
で
20
歯
以
上
の
自
分
の
歯
を

行
動
目
標

20
代
～
60
代
に
お
け
る

言
葉
を
知
っ
て
い
る
者
の
割
合

「
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
」
の

20
代
～
60
代
に
お
け
る

で
き
る
者
の
割
合

な
ん
で
も
噛
ん
で
食
べ
る
こ
と
が

ライフ
ステー
ジ ● ● ●

●
● ● ● ●

● ●● ● ● ● ●

～～

Ⅵ－6　歯科口腔保健・歯科医療
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歯科医療の推進

＜多職種連携＞

現状と課題 ◎主な施策

施策 指標 現状 2026 2029

（（１１）） 歯科保健医療センター

① 休日・夜間の救急歯科診療

受診者数

2,809人

実施 実施② 通院困難者への訪問歯科診療 406人

③ 障害児・者への歯科診療 9,388人

（（２２）） 障害児・者の歯科保健医療

④
障害児・者の歯科保健医療の
充実 検討・実施 調査 推進 推進

＜周術期における口腔ケア＞
手術前後（周術期）の口腔ケアが誤嚥性肺炎の予防や入院日数の短縮
など手術後の回復に好影響を与えるという研究結果が明らかになってい
ます。

〇

高度専門医療の提供・研究、教育機関である横浜市立大学、地域の歯科
医療を担う横浜市歯科医師会、本市の３者で周術期口腔機能管理の推進
に向けた包括連携に関する協定を締結し、周術期口腔ケアの推進に取り
組んでいます。

〇

＜歯科保健医療センター＞
地域の歯科医院休診時における歯科診療体制を維持するため、休日・
夜間の歯科診療を提供しています。
高齢者や障害児・者が在宅や施設で歯科診療が受けられるようにする
ため訪問歯科診療を実施しています。
一般の歯科診療所では対応が困難な障害児・者に対して、疾患・障害・
個人の特性に配慮したうえで、日帰り全身麻酔、精神鎮静法、モニタ
リングなど全身管理下の歯科治療を実施しています。

〇

〇

〇

＜障害児・者の歯科診療＞
心身障害児・者歯科診療協力医療機関において、障害児・者の歯科に
係る相談や治療に取り組んでいます。

〇

糖尿病、嚥下機能障害、心疾患及び緩和ケアなど高齢期に多い疾患・
課題に関する研修や事例検討等を通じて更なる在宅ケアの質の向上とケ
アチームの連携強化を図り、疾病の重症化や介護の重度化を予防します。

〇

年度
2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

休日・夜間 2,946 2,947 2,809

訪問診療 361 537 406

障害児・者 7,520 9,677 9,388

◎歯科保健医療センター実績（人）

Ⅵ－6 歯科口腔保健・歯科医療

出典：横浜市医療局

Ⅶ

95



施策の方向性

Ⅵ－7 健康横浜２１の推進（生活習慣病予防の推進）

適正体重を維持する

しっかり噛んで食後は歯みがき 「口から食べる」を維持する

タバコの害を学ぶ・吸い始めない 禁煙にチャレンジ

飲酒 飲酒のリスクを学ぶ・飲み始めない 飲酒のリスクを踏まえ「飲み過ぎない」を心がける

日常の中で「こまめに」動く

定期的に「しっかり」運動する

睡眠の質を高める・ストレスに気付き、対処する

つながりを大切にする

自然災害等の「もしも」の健康リスクに備える

屋内で生じる「まさか」の事故を防ぐ

健康診査 １年に１回、健診を受ける

がん検診 定期的にがん検診を受ける

歯科健診 定期的に歯のチェック

糖尿病等の疾患

　

　　　　　　ライフステージ

取組テーマ

育ち・学びの世代 働き・子育て世代 実りの世代

（乳幼児期～青年期） （成人・壮年期） （高齢期）

早寝・早起き、ぐっすり睡眠

暮らしの備え

検査結果に応じた生活習慣の改善・早期受診・治療継続

栄養・食生活
１日３食、栄養バランスよく食べる

歯・口腔

喫煙

運動 体を動かすことを楽しむ

休養・こころ

将来を見据えた
健康づくりの強化

職場を
通じた

健康づくり

女性の
健康づくり

応援

青年期
からの
意識啓発

健康を守る
暮らしの
備え

自然に健康に
なれる環境づくり

デジタル技術等の
更なる活用

食環境
づくり

禁煙支援・
受動喫煙
防止

健康状態の見える化と
行動変容の促進

誰も取り残さない
健康支援

地域人材の育成／
活動支援

糖尿病等の
重症化予防

健康格差を
広げない
取組

地域のつながりで
行う健康づくり

◎ライフステージ別市民の行動目標 ◎重点的な取組

◎体系図

本市では、市民の最も大きな健康課題の一つである生活習慣病の予防
を中心とした、総合的な健康づくりの指針として、「第３期健康横浜
２１」を策定し、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活
できる期間を延ばす「健康寿命の延伸」に取り組んでいます。

乳幼児期から高齢期まで継続した生活習慣の改善、生活習慣病の発症
予防や重症化予防、健康に望ましい行動を取りやすくする環境づくり
に、市民、関係機関・団体、行政が共に取り組むことにより、誰もが
健やかな生活を送ることができる都市を目指します。

「健康横浜２１」と連携した生活習慣病予防を推進していきます。

Ⅵ－7　健康横浜２１の推進（生活習慣病予防の推進）
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• 「よこはま保健医療プラン2024」で掲げた各項目について、PDCAサ
イクルの考え方を活用し、指標の種類に応じて、毎年、３年目、最終
年度である６年目の進捗状況等を確認し、総合的に評価を行います。

＜評価の頻度＞

• 計画を推進する上での情勢の変化等を考慮し、３年目の2026（令和
８）年度に中間振り返りを行い、必要に応じて見直しを図ってまいり
ます。

指標①（目指す姿） ６年に１度
指標②（施策の方向性） ３年に１度
指標③（主な施策） 年に１度

PDCAサイクル

Ⅶ 計画の進行管理等

施策の体系化
「目指す姿」から逆算して各施策との関係に
論理的な矛盾がないように体系化し、策定しています。

目指す姿

施策の方向性
１

施策A

施策B

施策C

施策D

施策E

施策の方向性
２

～％

～％

～％

～回

～人

～回

～ｶ所

～件数

施策の実施結果（ストラクチャー、
プロセス・アウトプット）を確認

施策を実施したことに
よる効果・成果を確認

指標②指標① 指標③

•計画を実施
  パフォーマンス
  を測定

•結果を評価、
分析、目標と
比較

•目標を設定し、
(新たな)実現
プロセスを

  設計

•改善に必要な
措置の実施

ACT PLAN

DOCHECK

Ⅶ　計画の進行管理等
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（１）地勢と交通
本市は、多摩・三浦丘陵の中央部に位置し、その主稜線が市の中央部よりやや西

側を縦断しています。この主稜線を分水嶺として東京湾や相模湾に向かっていくつ
もの川が流れ、台地や低地を形成しています。このように、低い丘陵の連なりと短
い幾筋もの河川で形成された起伏に富んだ地形に、流域ごとに土地利用が展開され
ているのが横浜の地勢の特徴です。
それぞれの流域内を、臨海部から市域の外延部に向かって放射状に伸びる鉄道網

が結び、東京都心部や近隣市町村まで人々の行き来をつないでいます。また、環状
２号線や４号線により市内の各流域間を結ぶ道路網が形成され、市民の移動を支え
ています。

（２）交通機関の状況
本市の鉄道網は、横浜都心部を中心として主に臨海部での鉄道路線が充実してお

り、JR 各線や私鉄が市内と東京都心部、近隣市町村とをつないでいるほか、主に
市内の交通基盤として市営地下鉄、金沢シーサイドラインが運行されています。

（３）地理的状況
本市は、横浜港を抱え臨海部に平坦な土地を多く持つことから、古くから港を中

心に独自の経済文化圏を保持してきました。また、市域のほぼ全てが東京都心部か
ら半径40㎞圏内にあることから、内陸丘陵部を中心に東京都市圏の一部としての性
格も有しています。

（４）生活圏
都市としての横浜は、空間軸でみれば流域や沿線といった単位でそれぞれ独立す

るブロックの、時間軸でみれば形成時期もなりたちも異なる多彩な市街地の集合体
であり、生活圏もいくつかに分類されます。ブロックごとに人口動態や構造、産業
集積、生活環境などには大きな差異があるため、生活圏の特徴は画一的ではありま
せん。

地勢と交通Ⅱー１Ⅱー１　地勢と交通

100



人口構造Ⅱ—２

（１）人口・世帯数
本市の人口は、2023年１月１日現在の推計値で377.0万人、世帯数は178.2万世帯です。これまで増加傾向にあった本市の人口は、

2021年をピークとして、人口減少の兆しが見え始めています。
また、１世帯当たり人員については、2023年１月１日現在の推計値で2.11人と、年々減少しています。世帯構造をみると単身世帯の

割合が増加しています。
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人口構造Ⅱ—２

（２）年齢３区分別人口
これまで増加傾向にあった本市の人口は2021年から減少に転じています。
年齢３区分別では、０～ 14 歳、15 ～ 64 歳の人口は年々減少している一方、75歳以上の人口は年々増加しています。
本市の将来人口推計によると、本市の人口は、今後もゆるやかに減少していくことが見込まれます。年齢階級別では、74 歳以下が減

少する一方で75 歳以上の人口は急速に増加していく見込みです。
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70

80

90

100

110

120

130

140

2022

(R4)

2040

(R22)

横浜市 年少人口（0～14歳） 神奈川県 年少人口（0～14歳） 全国 年少人口（0～14歳）

横浜市 生産年齢人口（15～64歳） 神奈川県 生産年齢人口（15～64歳） 全国 生産年齢人口（15～64歳）

横浜市 老年人口（65歳以上） 神奈川県 老年人口（65歳以上） 全国 老年人口（65歳以上）

横浜市 75歳以上 神奈川県 75歳以上 全国 75歳以上

（３）高齢化の進展
本市の老年人口の増加率は全国を大きく上回り、特に75 歳以上で顕著となる見込みです。今後、全国を上回るスピードで急速に高齢

化が進展していくことが予測されています。

出典:【2022年人口】 全国 令和4年1月1日現在確定値 人口統計月報（総務省統計局）
神奈川県 令和4年1月1日神奈川県年齢別人口統計調査（神奈川県）
横浜市 令和4年1月1日現在 横浜市統計ポータルサイト 年齢別人口（横浜市）

【将来推計人口】 日本の将来推計人口（令和5年推計）（国立社会保障・人口問題研究所）
日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）（国立社会保障・人口問題研究所）

 横浜市将来人口推計 令和５年度（横浜市）

令和22（2040）年の将来推計人口及び指数（令和４（2022）年＝100とした場合）

（万人）

横浜市 75歳以上

横浜市 老年人口（65歳以上）

横浜市 生産年齢人口（15～64歳）

横浜市 年少人口（0～14歳）

年
2022

(R4)

2040

(R22)
指数

2022

(R4)

2040

(R22)
指数

2022

(R4)

2040

(R22)
指数

2022

(R4)

2040

(R22)
指数

横浜市 43 38 87.5 231 203 87.7 93 120 129.6 49 64 130.4

神奈川県 107 91 85.4 563 504 89.6 232 292 125.6 123 157 128.1

全国 1,472 1,142 77.6 7,438 6,213 83.5 3,622 3,929 108.5 1,878 2,223 118.4

年少人口

（0～14歳）

生産年齢人口

（15～64歳）

老年人口

（65歳以上）
75歳以上人口
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人口動態Ⅱ—３

（１）出生数
2021年の本市の出生数は24,133人となっており、減少傾向にあります。
また、第１子出生時の母の平均年齢の年次推移を見ると、2012年には30.3 歳であったものが、令和3 年には30.9 歳となっており、第

１子出生時の母の平均年齢は年々上昇しています。

出典:令和3年度人口動態統計(厚生労働省)

30.3

30.7 30.7

30.9

29

30

31

2012

(H24)

2015

(H27)

2018

(H30)

2021

(R3)

（歳）

全国の第1子出生時の母の平均年齢の年次推移
平均年齢

0 

28,890 27,764 27,170 
25,561 24,828 24,133 

977 946 918
865 841 812

200

400

600

800

1,000

1,200

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)
2019

(R元)

2020

(R2)

2021

(R3)

出生数

横浜市 全国

横浜市
（人）

全国
（千人）

出典：平成28年～令和3年人口動態統計（厚生労働省）
注）出生数は各年1月1日から12月31日までの数
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8.3 8.4 8.7 8.9 8.9 9.2
9.58.4 8.6 8.9 9.2 9.3 9.4
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10.3 10.5 10.8 11.0 11.2

11.1
11.7

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

2015

(H27)

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)
2019

(R元)

2020

(R2)

2021

(R3)

死亡率の年次推移（人口千対） 横浜市
神奈川県
全国

（２）死亡数・死亡率
2021年の我が国の死亡数は143.9 万人、死亡率は人口千対比で11.7となっており、年々増加しています。
本市の死亡数及び死亡率をみると、死亡数については2021年で3.5万人、死亡率は人口千対比で 9.5となっており、死亡率は全国を下回るも

のの、増加傾向にあります。

（人）横浜市における死亡数の年次推移

出典:平成27年度~令和3年度人口動態統計（厚生労働省）
注）死亡数は各年1月1日~12月31日までの数

出典:平成27年度~令和3年度人口動態統計（厚生労働省）

死因順位別死亡数・死亡率(2021年)

出典:令和3年度人口動態統計（厚生労働省）
注1）心疾患については、高血圧性を除く
注2）死亡率は令和3年1月１日～12月31日までの死亡数と令和3年1月1日人口をもとに算定して作成

0.0 

56.6%

58.5%

65.9%

0.7%

0.7%

1.5%

17.4%

16.4%

13.5%

23.3%

22.5%

17.2%

2.1%

1.9%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

横浜市

(35,921人)

神奈川県

(89,701人)

全国

(1,439,856人)

死亡場所別死亡者数

病院 診療所 施設 自宅 その他

出典：令和3年人口動態統計（厚生労働省）
注）施設は介護老人保健施設と老人ホーム(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、

軽費老人ホーム及び有料老人ホーム)と助産所の合計を示す

2015

(H27)

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)

2019

(R元)

2020

(R2)

2021

(R3)

横浜市 30,349 31,414 32,385 33,213 33,295 33,619 35,921

神奈川県 75,765 77,363 80,354 82,336 83,968 84,601 89,701

全国 1,290,510 1,308,158 1,340,567 1,362,470 1,381,093 1,372,755 1,439,856

死亡率

(人口

10万対)

割合

(％)

死亡率

(人口

10万対)

割合

(％)

死亡率

(人口

10万対)

割合

(％)

　全死因 ‐ 35,921 951.2 100.0 ‐ 89,701 971.2 100.0 ‐ 1,439,856 1146.1 100.0

　悪性新生物(1) 9,950 263.5 27.7 (1) 24,792 268.4 27.6 (1) 381,505 303.7 26.5

　心疾患 (2) 5,261 139.3 14.6 (2) 13,107 141.9 14.6 (2) 214,710 170.9 14.9

　老衰 (3) 4,942 130.9 13.8 (3) 11,322 122.6 12.6 (3) 152,027 121.0 10.6

　肺炎 (4) 1,372 36.3 3.8 (4) 3,666 39.7 4.1 (5) 73,194 58.3 5.1

　脳血管疾患(5) 2,285 60.5 6.4 (5) 5,992 64.9 6.7 (4) 104,595 83.3 7.3

　不慮の事故(6) 1,146 30.3 3.2 (6) 2,661 28.8 3.0 (6) 38,355 30.5 2.7

　自殺 (7) 574 15.2 1.6 (7) 1,369 14.8 1.5 (8) 20,291 16.2 1.4

　肝疾患 (8) 610 16.2 1.7 (8) 1,509 16.3 1.7 (10) 18,017 14.3 1.3

　大動脈瘤及び解離(9) 428 11.3 1.2 (9) 1,151 12.5 1.3 (9) 19,351 15.4 1.3

　腎不全 (10) 590 15.6 1.6 (10) 1,478 16.0 1.6 (7) 28,688 22.8 2.0

死因

横浜市 神奈川県 全国

死亡数

（人）

死亡数

（人）
死亡数（人）
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2020年における平均寿命を全国値と比較すると、男性は0.83 年、女性は 0.48 年、本市が上回っています。この 10 年間の延びにおいても、
男性は 0.13 年、女性は 0.04 年、本市が上回っています。

健康寿命と平均寿命の推移（横浜市）

出典:横浜市健康福祉局（厚生労働省が公開している「健康寿命算定プログラム」を用いて独自算出）

健康寿命とは「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のことを言います。
本市では、厚生労働省が公開している「健康寿命算定プログラム」を用いて、健康寿命と平均寿命を独自に算出しています。健康寿命

は、2010 年から2019 年の９年間で、男性 1.67 年、女性0.87 年延びています。

70.93 

72.60 

80.29

82.03

65 70 75 80 85

2010

（H22）

2019

（R元）

男性

平均寿命(男性) 健康寿命(男性)

9.43年 

9.36年 74.14

75.01

86.79

87.79

65 70 75 80 85 90

2010

（H22）

2019

（R元）

女性

平均寿命(女性) 健康寿命(女性)

12.78年

12.65年

出典:令和2年都道府県別生命表（厚生労働省）

人口動態Ⅱ—３

（３）平均寿命・健康寿命

（歳） （歳）

（歳）

2010（H22) 2015(H27 ） 2020（R2) 2022-2010（延び）

横浜市（都道府県別生命表） 80.29 81.47 82.32 2.03

全国（都道府県別生命表） 79.59 80.77 81.49 1.9

差 0.7 0.7 0.83 0.13

横浜市（都道府県別生命表） 86.79 87.28 88.08 1.29

全国（都道府県別生命表） 86.35 87.01 87.6 1.25

差 0.44 0.27 0.48 0.04

男性

女性
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市民の受療状況

（１）入院・外来患者数
本市における人口10 万対１日平均在院患者数をみると、全国と比べて６割程度、県全体と比べても9 割程度となっており、人口に対する入

院患者の割合は低い状況が続いています。
また、人口10 万対１日平均外来患者数は、県全体と比べると同水準となっておりますが、全国比では7 割程度となっており、入院と同様に

人口に対する外来患者の割合は小さい状況が続いています。

出典:平成28年～令和３年病院報告（厚生労働省）
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（２）患者の受療状況
県における人口10 万対の受療率※をみると、入院受療率は全国比で大幅に下回る状況が続いています。
外来受療率の総数では、2017年を除き、同程度となっています。病院では下回り、一般診療所と歯科診療所は2017年を除き上回っていま

す。
また、市区町村が運営する国民健康保険における１人あたりの医療費は、年々増加傾向にあります。本市は、全国比では下回る状況ですが、

神奈川県比では上回る状況となっています（2020年はコロナ禍による影響と考えられています）。
※受療率とは、病院、一般診療所、歯科診療所で受療した患者の推計数と人口 10 万人との比率

出典：平成26年・平成29年・令和2年患者調査（厚生労働省）
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出典：平成28年度～令和3年度国民健康保険事業状況（神奈川県）
平成28年度～令和3年度国民健康保険事業年報（厚生労働省）

市民の受療状況Ⅱ—４
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108人, 31.8％

104人, 30.6％

26人, 7.6％

73人, 21.5％

23人, 6.8％

6人, 1.8％

0% 40% 80%

かかりつけ歯科医は必要と思うが、どのような歯科医療機関・

歯科医師を選んでよいかわからないから

現在、健康でかかりつけ歯科医を持つ必要がないから

近くに適当な歯科医療機関・歯科医師がいないから

理由は特にない・わからない

その他

無回答
n=340

かかりつけ歯科医がいない理由

（３）かかりつけ医・かかりつけ歯科医院・かかりつけ薬局

いる

716人

48.2%

いない

707人

47.5%

無回答 64人 4.3%

かかりつけ医の有無

n=1,487

いる

1116人

75%

いない

340人

22.9%

無回答 31人 2.1%

n=1,487

かかりつけの歯科医院（診療所）の有無

453人, 64.1％

133人, 18.8％

61人, 8.6％

53人, 7.5％

7人, 1.0％

0% 40% 80%

現在、健康だから

どのような医療機関・医師を

選んでよいかわからないから

近くに適当な医療機関・医師がいないから

その他

無回答 n=707

かかりつけ医がいない理由

394人, 60.1％

119人, 18.1％

74人, 11.3％

52人, 7.9％

13人, 2.0％

4人, 0.6％

0% 40% 80%

かかった病院や診療所の近くの薬局に行った方

が便利だから

現在、健康でかかりつけ薬局を持つ必要がない

から

営業時間など、その時の都合にあった薬局へ行

くから

理由は特にない

その他

無回答
n=656

かかりつけ薬局を決めていない理由

問 あなたには、あなたの心身の状態をわかっていて、治療だけでなく
日常の健康管理や相談ができる医師（かかりつけ医）がいますか。

問 あなたは、歯や口の健康管理や相談ができるかかりつけの
歯科医院（診療所）を決めていますか。

問 あなたは、かかりつけ薬局を決めておくすり手帳を
活用していますか。

（４）病院ごとの役割の認知状況
2022年度に実施した「横浜市民の医療に関する意識調査」において「病院には、急

性期病院、回復期リハビリテーション病院、療養を担う病院などがあり、それぞれの
病院ごとに役割が違うことを知っていますか」と尋ねたところ、「知っているが、ど
の医療機関が該当するかはわからない」が最も高く 37.9％、次いで「知っていて、ど
の医療機関が該当するかわかる」が 24.5％、「聞いたことはある」が 17.7％でした。

医療機関の役割分担の認知状況を 2016 年調査と比較をしてみると、「知っていて、
どの医療機関が該当するかわかる」の割合が高くなっており、「知らない」が低く
なっています。

24.5

14.1

37.9

34.9

17.7

18.1

18.4

31.2

1.5

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2022年度調査

n=1,487

2016年度調査

n=1,351

病院の役割分担の認知状況

知っていて、どの病院が該当するかわかる
知っているが、どの病院が該当するかはわからない
聞いたことはある
知らない
無回答

出典:令和４年度 横浜市民の医療に関する意識調査（横浜市）

いる

816人

54.9%

いない

656人

44.1%

無回答 15人 1.0%

n=1,487

かかりつけ薬局の有無
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（４）病床利用率
本市における病床利用率をみると、コロナ禍の影響を受け、一般病床では減少傾向です。
また、精神、感染症、結核病床以外の病床については、全国や県全体と比べて高い状況が高い傾向です。
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出典:平成28年～令和３年病院報告（厚生労働省）
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（５）平均在院日数
本市における平均在院日数は、一般病床では横ばい、療養病床では短縮傾向となっています。
また、感染症病床と介護療養病床以外の病床については、全国と比べ短い傾向です。

出典:平成28年～令和３年病院報告（厚生労働省）
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（１）保健医療圏
保健医療圏は、健康づくりから疾病の予防、治療、社会復帰までの総合的な保健医療体制を整備するための地域的単位として、「神奈川県

保健医療計画」において、一次、二次及び三次の保健医療圏が設定されています。
①一次保健医療圏

・・・市区町村を区域としたもので、市民の健康相談、健康管理やかかりつけ医・かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師・薬局等に
よる初期医療や在宅医療を提供します。

②二次保健医療圏
・・・一般的な入院医療への対応を図り、保健・医療・福祉の連携した総合的な取組を行うために設定する圏域です。

③三次保健医療圏
・・・高度・特殊な専門的医療や広域的に実施することが必要な保健医療サービスを提供するために設ける圏域で、県全域を範囲と

しています。

二次保健医療圏は、地域における病床機能の分化及び連携を進めるための基準として神奈川県地域医療構想で設定した構想区域と整合を
図る必要があります。本市では、１つの二次保健医療圏となっています。

出典:独自に算出して作成(使用データ：令和5年1月1日現在 横浜市人口ニュース(横浜市))

神奈川県二次保健医療圏 横浜医療圏の人口・面積・人口密度

二次保健医療圏名 構成市（区）町村

横浜 横浜市

川崎北部 高津区、宮前区、多摩区、麻生区

川崎南部 川崎区、幸区、中原区

相模原 相模原市

横須賀・三浦 横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町

湘南東部 藤沢市、茅ケ崎市、寒川町

湘南西部 平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町

県央 厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村

県西
小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、
開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

計（９区域） （19 市13 町１村）

保健医療圏と基準病床数Ⅱ—５

面積(㎢) 人口(人) 人口密度(人／㎢)

横浜二次保健医療圏 438.01 3,769,595 8,606

Ⅱー5　保健医療圏と基準病床数
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（２）基準病床数
基準病床数は、病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保することを目的とするもので、病床を整備するための目標

であるとともに、基準病床数を超える病床の増加を抑制する基準です。
「神奈川県保健医療計画」では、医療法に基づき、国の定める算定方法により療養病床及び一般病床は二次保健医療圏ごとに、精神病床、

感染症病床、結核病床はそれぞれ県全域を範囲として基準病床数を定めます。

神奈川県の基準病床数及び既存病床数

療養病床及び一般病床 精神病床

感染症病床

結核病床

（床） （床）

（床）

（床）

一般病床の算定式

性別・年齢
階級別人口

性別・年齢階級別
一般病床退院率

平均
在院日数

流入
入院患者数

流出
入院患者数

病床利用率

× × ＋ －

二次保健医療圏名 基準病床数 Ａ
【参考】既存病床数 Ｂ

（2023.4.1現在）

【参考】過不足 病床

数Ｂ－Ａ

横浜 ▲ 1,601

川崎北部 ▲ 164

川崎南部

相模原 ▲ 87

横須賀・三浦 ▲ 140

湘南東部 ▲ 309

湘南西部

県央

県西

合計 ▲ 387

出典 第８次神奈川県保健医療計画

区域 基準病床数
既存病床数

（2023．４．１現在）

県全域

区域 基準病床数
既存病床数

（2023．４．１現在）

県全域

区域 基準病床数
既存病床数

（2023．４．１現在）

県全域

出典 第８次神奈川県保健医療計画
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（１）横浜市内の病床種別ごとの病床数
市内の病床種別ごとの病床数は、令和3年時点で、

一般病床：18,422 床、療養病床：4,315 床、精神病
床：5,080 床、感染症病床：26 床、結核病床：76 床
となっており、ほぼ横ばいとなっています。

18,182 18,266 18,278 18,254 18,249 18,422

3,959 4,042 4,226 4,315 4,275 4,315

5,260 5,202 5,166 5,146 5,132 5,08026 26
26 26 26 26

76 76 76 76 76 76
総数, 27,503 総数, 27,612 総数, 27,772 総数, 27,817 総数, 27,758 総数, 27,919

－
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横浜市医療提供体制Ⅱ—６

（２）市内医療機関の病床規模別病院数
市内医療機関の病床規模別病院数は、全国では約

８割が300 床未満の病院であり、500 床以上の病院
は全体の５％程度となっています。
本市においては、全体的な傾向は全国と大きくは

変わらないものの、300 床～ 499 床の病院の割合が
全国より少ない一方、500 床以上の病院の割合が、
全国よりも高くなっています。
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病床規模別病院数

500床～

300～499床

100～299床

20～99床

出典:令和3年医療施設調査（厚生労働省）
注）令和3年1月1日時点の人口をもとに独自に算出して作成

人口10万人対の病床種別ごとの病床数 （床）

出典:令和3年医療施設調査（厚生労働省）

出典:平成28年～令和3年医療施設調査（厚生労働省）

一般病床数 療養病床数 精神病床数

横浜市 488.0 114.3 134.6

神奈川県 510.8 139.8 147.0

全国 706.0 226.8 257.8

Ⅱー6　横浜市医療提供体制
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（３）人口10万人対病床数と病床稼働状況
人口10 万対病床数はいずれの種別でも、全国及び県全体の平均を下回っています。
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出典:平成28年～令和３年医療施設調査（厚生労働省）
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（４）医療従事者等の状況
本市における人口10 万対の医療従事者の状況をみると、医師数、看護師数は全国値を下回っていますが、歯科医師数、薬剤師数は全

国平均を上回る状況となっています。（10ページ「医療従事者の状況」参照）
人口10万人対の理学療法士数、作業療法士数、言語聴覚士数についても、全国平均を下回る状況となっています。また、県における人

口10万人対の歯科衛生士数及び歯科技工数は全国平均を下回っています。

【病院】平成26年・平成29年病院報告・令和2年医療施設調査（厚生労働省）
【診療所】平成26年・平成29年・令和2年医療施設調査（厚生労働省）
注）各年1月1日時点の人口をもとに独自に算出して作成

86.7
94.2

103.0

97.6
104.9

113.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2016

（H28)

2018

（H30)

2020

(R2)

人口10万対歯科衛生士数

神奈川県 全国

18.4 18.8 20.0

27.3 27.3 27.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

2016

（H28)

2018

（H30)

2020

(R2)

人口10万対歯科技工士数

神奈川県 全国

出典：平成28年・平成30年・令和2年衛生行政報告例（厚生労働省）

横浜市医療提供体制Ⅱ—６

出典：横浜市消防局
注）各年1月1日時点の人口をもとに独自に算出して作成

(人) (人)

(人)

38.5
47.3

56.3

19.6
23.7

27.5

6.9
8.8

9.8
37.6

45.4
54.2

19.7 22.5

25.9

6.8 8.2 9.1

60.6
72.3

80.1

33.1 37.7 40.5

11.2
13.1

14.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2014

（H26）

2017

（H29）

2020

（R2）

2014

（H26）

2017

（H29）

2020

（R2）

2014

（H26）

2017

（H29）

2020

（R2）

（人）

人口10万対理学療法士・作業療法士・言語聴覚士数

（病院・診療所従事者数）
横浜市 神奈川県 全国

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士

13.5
16.2 19.0 20.5

14.2
15.8 17.1 17.7

21.0
22.5

24.0 25.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

2016

（H28)

2018

（H30)

2020

（R2)

2022

（R4)

人口10万対救急救命士数

横浜市 神奈川県 全国

Ⅱー6　横浜市医療提供体制

116



（１）市民の罹患状況

出典:令和2年患者調査（厚生労働省）
注）総患者数とは、調査日現在において継続的に治
療を受けている者の推計値

総患者数
（千人）

※患者調査は、都道府県単位で実施され、市町村単位の統計はありません。

疾病の状況Ⅱ—７

総数 男 女 総数 男 女

悪性新生物（がん） 441 139 303 4,656 2,086 2,572

心疾患

（高血圧性のものを除く） 196 110 86 3,055 1,763 1,292

脳血管疾患 80 38 42 1,742 941 801

糖尿病 435 253 182 5,791 3,385 2,406

高血圧性疾患 919 426 493 15,111 6,882 8,230

歯肉炎及び歯周疾患 506 236 270 8,604 3,388 5,215

神奈川県 全国

県内の受療中※の総患者数（推計）を見ると、主要疾病では、がん44.1万人、心疾患19.6万人、脳血管疾患8.0 万人となっています。
また、糖尿病は43.5 万人、高血圧性疾患は91.9万人、歯肉炎及び歯周疾患は50.6万人となっています。

禁煙外来を行っている医療機関数

(か所)

出典:令和２年医療施設調査（厚生労働省）
注）令和2年1月1日時点の人口をもとに独自に算出して作成

一般診療所（人口10万対） 病院（人口10万対）

横浜市 神奈川県 全国

一般診療所数 287 779 13,564

横浜市 神奈川県 全国

病院数 40 97 2,594

(か所)

高血圧性疾患の受診率（人口10万対）

出典：令和2年患者調査（厚生労働省）

(人)

出典：令和４年国民生活基礎調査
（厚生労働省）より算出

健康診断、健康診査の受診率

横浜市 神奈川県 全国

68.6% 69.1% 69.2%

脂質異常症の外来受診率（人口10万対）

出典：令和2年患者調査（厚生労働省）

(人)

神奈川県 全国

362 475

神奈川県 全国

98 122

1.1 1.1 

2.1 

0.0

1.0

2.0

3.0

横浜市 神奈川県 全国

7.7 8.5

10.8

0.0

5.0

10.0

15.0

横浜市 神奈川県 全国

(人) (人)
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（１）市立、市大、地域中核病院の整備
本市では、1960年代以降の急激な人口増に対し、公共施設の整備、中でも医療施設の早急な整備が課題でした。そこで、市立・市大

病院が立地し比較的医療機能が充実している市中央部を除いた郊外部の６方面に、高度な医療機能を持つ病院として、地域中核病院の
整備が計画されました。事業主体は民営を基本として、誘致方式等により整備を行いました。

1983（昭和58） 年の済生会横浜市南部病院の開設をはじめとし、2010（平成22） 年の横浜医療センターの開設により完結しました。
地域中核病院は、本市との協定に基づき、救急医療、高度医療等に加えて、地域の課題となる医療機能の提供や、がん・小児・周産期

など、幅広い政策的医療の提供を行っています。
今後は、老朽化に伴う病院の建て替えを順次進めており、2020（令和2）年には新市民病院を開院しています。

市立病院、市立大学病院、地域中核病院の整備状況

S35 S58 S62 H3 H11 H12 H13 H17 H19 H22

市民病院
開院

南部病院
開院

西部病院
開院

労災病院
開院

市大センター
病院開院

みなと赤十字
病院開院

市大附属
病院開院

脳卒中・神経脊椎
センター開院※※

北部病院
開院

東部病院
開院

横浜医療センター
建替えによる開院

旧市民病院建替えによる
新市民病院開院

R2

病院の整備状況Ⅱ—８

※H11.8～H26.12：脳血管医療センターと呼称

Ⅱー8　病院の整備状況
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（１）市立・市大・地域中核病院等の政策的医療の展開について
本市では、下表のとおり、救命救急等の政策的医療にも対応できるよう、医療提供体制を整備しています。

※国が指定する「がん診療連携拠点病院」及び神奈川県が指定する「神奈川県がん診療連携指定病院」

市立病院、市立大学病院、地域中核病院の政策的医療の展開

政策的医療の展開Ⅱ—９

2023年12月現在
災害 精神

一般 療養 精神 結核 感染症 総計
特定
機能

地域医療
支援病院

3次
救急

2次
救急

重症外傷
センター

災害
拠点

小児科
3次

小児救急
拠点病院

県周産期
基幹病院

県周産期
中核・協力

横浜産科
拠点病院

精神科
救急

がん拠点病
院
※

横浜小児
がん連携

緩和ケア
病床

エイズ拠点病
院

624 0 0 0 26 650 ○ ○ A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

300 0 0 0 0 300

584 0 50 0 0 634 ○ ○ A ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

632 0 26 16 0 674 ○ ○ ○ ○ ○ ○

676 0 42 0 0 718 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

500 0 0 0 0 500 ○ A ○ ○ ○ ○ 〇 ○

518 0 0 0 0 518 ○ ○ ○ ○ ○

650 0 0 0 0 650 ○ 〇 A ○ ○ ○ ○ ○

597 0 92 0 0 689 ○ A ○ ○ ○ ○ ○ ○

512 0 50 0 0 562 ○ ○ A ○ ○ ○ ○ ○ ○

470 0 20 0 0 490 ○ ○ A ○ ○ ○ 〇 ○

584 0 0 0 0 584 ○ ○ A ○ ○ 〇

565 0 0 0 0 565 ○ ○ A ○ ○ 〇 ○

390 0 40 0 0 430 ○ ○ ○ ○ ○

415 0 0 0 0 415 ○ ○

0 0 323 0 0 323 ○

179 0 0 60 0 239 ○

236 0 0 0 0 236

250 0 0 0 0 250

199 0 0 0 0 199 ○

177 0 0 0 0 177

430 0 0 0 0 430 ○ A

410 0 0 0 0 410 〇 B 〇 ○ 〇

106 40 0 0 0 146 ○

51 30 0 0 0 81 ○

287 0 0 0 0 287 ○ A ○

367 0 0 0 0 367 〇 ○

218 0 0 0 0 218 〇 B

国際親善総合病院

聖隷横浜病院

菊名記念病院

そ
の
他
三
次

医
療

昭和大学藤が丘病院

国家公務員共済組合連合会
横浜南共済病院

そ
の
他
公
的
病
院

県立こども医療センター

県立がんセンター

県立精神医療センター

県立循環器呼吸器病センター

独立行政法人地域医療機能推進機構
横浜保土ケ谷中央病院

独立行政法人地域医療機能推進機構
横浜中央病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
神奈川県済生会神奈川県病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
神奈川県済生会若草病院

国家公務員共済組合連合会
横浜栄共済病院

けいゆう病院

平和病院

横浜甦生病院

医療法病床数

施設名称

公立大学法人　横浜市立大学附属
市民総合医療センター

公立大学法人
横浜市立大学附属病院

小児医療 産科・周産期 各種疾患等救急医療

地
域
中
核
病
院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
神奈川県済生会横浜市南部病院

聖マリアンナ医科大学
横浜市西部病院

独立行政法人労働者健康安全機構
横浜労災病院

昭和大学横浜市北部病院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
神奈川県済生会横浜市東部病院

独立行政法人国立病院機構
横浜医療センター

市
立
病
院

横浜市立市民病院

横浜市立脳卒中・
神経脊椎センター

横浜市立みなと赤十字病院

市
立
大
学
病
院

資
料
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出典:令和4年度横浜市高齢者実態調査（横浜市）

（１）要介護認定者の推計
2040年に向けて要介護認定者は、2020年の1.5倍に

増加する見込みです。

（２）要支援・介護認定の原因
要支援認定の原因の約4割は、骨折・転倒、関節

疾患等をはじめとしたロコモティブシンドローム
(運動器症候群)です。
要介護認定の原因の第1位は認知症、第2位は脳血

管疾患(脳梗塞、脳出血など)、第3位が骨折・転倒
です。

骨折・転倒

19.8%

関節疾患

14.1%

高齢による衰弱

9.9%

脳血管疾患

8.0%

脊髄損傷

4.0%

心臓病

3.8%

パーキンソン病

2.9%
呼吸器疾患

1.8%

リウマチ

1.5%

視覚・聴覚障害

1.5%

がん

1.3%

糖尿病

1.1%

認知症

0.7%

その他

7.7%

無回答

21.8%

要支援認定の原因

ロコモティブ
シンドローム

脳血管疾患

16.6%

認知症

15.0%

骨折・転倒

13.4%
高齢による衰弱

8.0%
関節疾患

4.9%
パーキンソン病

3.5%

がん

2.9%

脊髄損傷

2.3%

心臓病

2.2%

糖尿病

1.9%

呼吸器疾患

1.6%

視覚・聴覚障害

1.3%

リウマチ

0.8%

その他

9.6%

無回答

16.2%

要介護認定の原因
第１位

第２位

第３位

高齢者を支える地域包括ケアの推進Ⅲ—３

51,274 

115,934 

173,220 
198,200 

251,800 

10.3

15.5
18.3 20.4 21.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000
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（H12)

2010

(H22)
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(R2)

2025

(R7)

2040

(R22)

要支援1・2 要介護1・2 要介護3~5 認定率

（人）
（％）

要支援・要介護認定者数の推移

出典:横浜市健康福祉局
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（３）在宅医療にかかる施設

出典:【在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、訪問看護ステーション】在宅医療にかかる地域別データ集 令和3年（厚生労働省）
【在宅医療実施歯科診療所、在宅看取り実施病院・診療所、有床診療所】令和2年医療施設調査

            【在宅療養後方支援病院、訪問薬剤指導実施薬局】 令和5年診療報酬施設基準（厚生等労働省）より算出
注）人口１０万対は各年1月1日時点の人口をもとに独自に算出して作成

横浜市 神奈川県 全国

在宅療養支援病院（か所） 36 75 1,603
横浜市 神奈川県 全国

在宅療養後方支援病院（か所） 8 26 ‐
横浜市 神奈川県 全国

在宅療養支援診療所（か所） 353 859 14,754

横浜市 神奈川県 全国

在宅医療実施歯科診療所（か所） 336 827 10,879
横浜市 神奈川県 全国

訪問看護ステーション（か所） 364 847 13,554
横浜市 神奈川県 全国

訪問薬剤指導実施薬局（か所） 1,494 3,608 ‐

横浜市 神奈川県 全国

在宅看取り実施病院（か所） 17 37 708
横浜市 神奈川県 全国

在宅看取り実施診療所（か所） 134 377 5,335
横浜市 神奈川県 全国

有床診療所病床数（床） 811 2,274 86,046

9.3 9.3
11.7

0.0

5.0

10.0

15.0

人口10万対 在宅療養支援診療所（か所）

横浜市 神奈川県 全国
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人口10万対 在宅療養支援病院（か所）

横浜市 神奈川県 全国
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人口10万対 在宅療養後方支援病院

横浜市 神奈川県 全国
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人口10万対 在宅医療実施歯科診療所
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（４）横浜市在宅医療連携拠点事業

出典:横浜市医療局

相談支援業務実績（18区合計）

4,149 

2,518 

1,394 

1,008 

812 

654 

472 

411 

1,307 

かかりつけ医・往診・

訪問診療医紹介

訪問看護

入退院調整

ケアマネジャー

医療資源

医療的アドバイス

各種制度の説明

（医療・介護・障害）

介護サービス

その他

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

相談項目内訳（2022） ※複数回答有（件）

2020
（R2）

2021
（R3）

2022
（R4）

3,214 3,185 3,314

9,257 8,562 8,650

相談者数

延相談対応件数

医師会と協働し、在宅医療や介護に関する相談・支援等を実施しています。

高齢者を支える地域包括ケアの推進Ⅲ—３

本人・家族

897人 27.1%

病院（連携室）

845人 25.5%

ケアマネジャー

647人 19.5%

地域包括支援セ

ンター

298人 9.0%

診療所

154人

4.6%

訪問看護

137人

4.1%

行政

120人

3.6%

その他

216人

6.5%

相談者内訳

Ⅲー3　高齢者を支える地域包括ケアの推進
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（１）り患数、り患率
生涯のうちにがんにかかる可能性はおよそ２人に

１人とされています。今後、高齢化とともにがんの
り患者数は増加していくことが予想され、依然とし
てがんは市民の生命と健康にとって重要な課題と
なっています。
一方で、がん患者・経験者の中にも長期にわたり

生存され、社会で活躍されている方も多くいます。

り患率 -主要部位・性・年齢階級別- （2019年）

出典:神奈川県のがんの登録（第46報）（神奈川県） 平成31年/令和元年(2019年)の集計

がんⅣ—１

り患数

2015

（H27)

2016

（H28)

2017

(H29)

2018

(H30)

2019

（R元）

横浜市 25,462 28,658 28,586 28,808 30,476

神奈川県 60,541 68,426 69,698 70,119 73,600

出典:神奈川県のがんの登録（第42報~46報）（神奈川県）より算出

（人）

部位 乳房 子宮 卵巣 前立腺

年齢 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 女 女 女 男 男 女

0-4 11.6 13.4 - - - - - - - - 0.6 1.2 - - - - - - - - - - - 0.6 6.1 7

5-9 10.6 9.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 - 5.8 3.9

10-14 6.1 11.8 - - - - - - - - - - - - - 0.5 - - - - - - 1.1 - 1.5 4.8

15-19 11.7 9.8 - - 0.5 - 0.5 0.5 - 0.5 - - - - - 0.5 - - 0.9 - - 0.5 4.4 - 2.8 1.5

20-24 14.7 30.0 - - - - - 1.2 0.8 0.4 - - - - 0.4 0.8 - - 0.4 - 1.6 5.3 7.4 - 2.3 2.1

25-29 32.2 74.0 0.4 - - 0.4 2.0 2.2 1.6 0.4 0.4 0.4 - - 0.8 - - - - 0.4 5.6 47.6 7.4 - 3.1 1.7

30-34 41.6 163.8 - - 1.1 3.2 2.2 3.6 2.2 1.2 0.4 - - - 0.4 0.8 - - 2.6 1.6 23.5 92.1 10 - 3 3.6

35-39 67.5 249.8 0.3 0.4 5.0 4.6 11.7 8.1 8.4 4.6 0.7 0.4 - 0.4 1.7 0.4 - - 2.3 2.1 65.4 116.3 11.7 0.3 4.7 1.1

40-44 107.6 377.9 2.3 0.3 9.6 7.7 15.2 16.3 13.2 8.9 1.4 0.9 1.1 0.9 3.7 3.6 0.3 - 7.9 4.5 158.3 111.4 17.2 0.3 4.5 4.2

45-49 189.3 545.5 5.0 3.7 16.2 14.9 37.7 27.8 21.7 19.4 5.5 1.8 2.0 2.1 8.0 5.2 - - 14.7 12.1 267.4 105.1 28.8 4 6.7 4.5

50-54 367.0 657.9 14.7 5.8 31.0 21.8 69.9 50.6 48.2 26.4 12.1 2.8 3.4 1.8 15.8 12.6 2.0 0.3 32.4 24.8 270.7 117.4 38.9 21.1 8.5 6.4

55-59 677.1 757.9 31.3 8.3 69.2 29.7 117.0 91.9 77.3 39.5 28.1 5.7 7.4 3.4 23.9 17.3 6.3 0.4 69.2 41 266.9 106.2 40.3 69.9 9.1 9.8

60-64 1219.3 893.3 65.2 15.8 134.1 50.8 196.4 104.6 120.6 53.8 48.0 9.6 12.7 7.5 45.1 26.7 7.4 0.4 132.9 67.1 284.2 83.3 35 188.7 12.7 9.6

65-69 1887.2 1051.6 86.7 18.0 240.1 82.8 270.0 152.9 161.8 68.8 73.0 14.7 22.1 11.4 66.0 39.4 18.3 1.0 242.9 89.1 283.1 70.4 29.4 336.7 15.8 11.4

70-74 3073.5 1459.3 134.1 18.4 416.9 133.1 423.4 218.9 206.4 72.5 87.1 24.2 43.2 23.2 113.1 73.5 21.8 1.0 405.4 163.8 336.1 77.6 30.6 626.3 31.7 15.3

75-79 3880.4 1718.5 165.6 25.9 559.5 168.7 523.5 286.4 201.5 90.6 119.6 46.8 81.9 41.1 143.3 107.0 25.0 2.7 536.7 201.8 312.6 58.3 23.6 776.9 34.6 16.8

80-84 4325.4 1957.7 163.0 23.8 674.1 209.1 601.5 364.3 199.4 100.4 161.7 70.9 111.7 54.3 139.8 120.6 26.0 3.6 561.1 230.3 294.5 58 20.7 748.8 54.1 21.7

85以上 4875.0 2194.0 168.7 27.4 751.0 226.1 551.7 382.3 167.8 92.7 193.8 80.8 155.8 98.2 205.8 154.8 25.0 3.7 701.9 229.3 277.2 48 24.7 677.8 51.9 22.8

全部位 食道 胃 結腸 直腸 肝・肝内胆管 胆のう胆管 膵 喉頭 肺 白血病

資
料
編
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（２）部位別死亡数の推移

2017

(H29)

2018

(H30)

2019

(R元)

2020

(R2)

2021

(R3)

2017

(H29)

2018

(H30)

2019

(R元)

2020

(R2)

2021

(R3)

5,630 5,614 5,709 5,737 5,787 3,860 4,017 3,845 3,933 4,163

136 171 155 163 162 50 66 74 64 63

274 281 289 271 274 72 67 62 73 68

771 711 696 700 685 337 389 317 322 344

496 476 457 509 489 422 427 447 429 529

250 261 266 245 252 127 154 155 133 135

746 737 723 754 741 549 581 602 562 664

420 447 388 384 393 198 186 186 191 177

224 211 255 221 240 200 198 194 170 202

470 468 492 532 518 423 458 405 498 488

34 15 18 22 12 3 1 4 2 2

1,279 1,285 1,316 1,336 1,298 536 574 546 562 605

21 25 22 25 24 20 26 29 17 22

3 3 2 2 6 463 460 429 445 494

302 305 314 313 367 160 168 173 191 175

157 167 170 171 147 143 163 125 150 129

39 41 50 47 46 65 81 65 66 68

195 180 192 205 244 33 25 41 27 39

116 131 147 116 135 136 148 154 140 151

63 52 53 46 64 83 90 83 78 86

380 384 427 429 431 59 44 36 46 53

330 292 320 329 333

その他のリンパ組織、造血組織および関連組織

その他

部　　　　　　　　　　位

死

亡

数

（
人

）

部　　　　　　　　　　位

女

総数

口唇、口腔および咽頭

食道

胃

結腸

直腸Ｓ状結腸移行部および直腸

（再掲）大腸　　　　※

肝および肝内胆管

胆のうおよびその他の胆道

膵

喉頭

気管、気管支および肺

皮膚

乳房

子宮

卵巣

膀胱

中枢神経系

悪性リンパ腫

白血病

男

総数

口唇、口腔および咽頭

食道

胃

喉頭

気管、気管支および肺

皮膚

乳房

前立腺

膀胱

結腸

直腸Ｓ状結腸移行部および直腸

（再掲）大腸　　　　※

肝および肝内胆管

胆のうおよびその他の胆道

膵

中枢神経系

悪性リンパ腫

白血病

その他のリンパ組織、造血組織および関連組織

その他

がんⅣ—１

※ 結腸と直腸S状結腸移行部および直腸を示す。
出典:令和3年人口動態統計（厚生労働省）

横浜市の悪性新生物の部位別死亡数の推移(2017年～2021年)
（人）

Ⅳー1　がん
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出典:平成26年、平成29年、令和２年患者調査（厚生労働省）

悪性新生物の受療率（人口10万対）

医療機関における外来化学療法の実施件数

出典:令和２年医療施設調査（厚生労働省）
注）人口10万対は令和2年1月1日時点の人口をもとに独自に算出して作成

放射線治療（体外照射・組織内照射）の実施件数

(件)

出典:令和２年医療施設調査（厚生労働省）
注）人口10万対は令和2年1月1日時点の人口をもとに独自に算出して作成

医療機関における悪性腫瘍手術の実施件数

出典:令和２年医療施設調査（厚生労働省）
注）人口10万対は令和2年1月1日時点の人口をもとに独自に算出して作成

201 214
243237 245 233

0

100

200

300

2014年

(H26)

2017

(H29)

2020

(R2)

神奈川県 全国

一般診療所・病院合計（人口10万対）

体外照射（人口10万対） 組織内照射（人口10万対）

横浜市 神奈川県 全国

組織内照射 22 54 1,128

(件) (件)

(件)

一般診療所・病院合計（人口10万対）

横浜市 神奈川県 全国

一般診療所・病院合計 1,578 3,734 58,737

横浜市 神奈川県 全国

一般診療所・病院合計 9,033 20,584 313,823

（３）悪性新生物の受療率、医療機関における悪性腫瘍手術の実施件数等

42.1 40.6
46.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

横浜市 神奈川県 全国

240.9 223.7
249.1

0.0

100.0

200.0

300.0

横浜市 神奈川県 全国

180.3

132.9
158.9

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

横浜市 神奈川県 全国

0.6 0.6

0.9

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

横浜市 神奈川県 全国

（件） （件）

（件） （件）

横浜市 神奈川県 全国

体外照射 6,760 12,232 200,200

資
料
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2018

(H28)

2019

（R元）

2022

(R4)

2022

(R4) 

全国平均

胃がん(50歳～69歳) 42.6% 50.7% 50.2% 48.4%

肺がん(40歳～69歳) 45.5% 47.9% 49.2% 49.7%

大腸がん(40歳～69歳) 41.9% 44.6% 48.6% 45.9%

子宮頸がん(20歳～69歳女性) 46.1% 52.2% 43.6% 43.6%

乳がん(40歳～69歳女性) 45.7% 51.6% 50.5% 47.4%

（４）がん検診等
がんの早期発見・早期治療の促進を図るため、市内の医療

機関等で市民の受診機会を確保し、市民への個別勧奨等の受
診率向上に向けた取組を行いながら、各種がん検診を実施し
ています。

がん検診実施医療機関数の推移（施設数 毎月９月時点）

出典:横浜市医療局

（５）緩和ケア
本市では、がん診療連携拠点病院等を中心に、がんと診断

された時からの緩和ケアを推進しています。
人口１０万対 緩和ケア病床数

緩和ケアチームのある病院数

(か所)

出典：令和2年医療施設調査（厚生労働省）
注） 人口10万人対は令和2年1月1日時点の人口をもとに独自に算出して作成

64人, 4.3％
866人, 58.2％

338人, 22.7％

165人, 11.1％

25人, 1.7％

29人, 2.0％

0% 20% 40% 60% 80%

両立できる

条件が整えば両立できる

両立できない

治療に専念したいので、両立したいと思わない

その他

無回答 n=1,487

日常生活とがんの治療の両立について

出典:令和４年度 横浜市民の医療に関する意識調査

出典：令和2年医療施設調査（厚生労働省）
注） 100万対及び人口10万人対は令和2年1月1日時点の人口をもとに独自に算出して作成

出典:横浜市医療局

（６）がんとの共生国民生活基礎調査に基づく受診率の推移（国の集計対象年齢で算出）

2017

(H29)

2018

(H30)

2019

(R元)

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

1,095 1,109 1,118 1,148 1,155 1,176

256 237 230 222 234 233

160 188 207 225 213 203

352 373 383 404 421 437

939 964 980 1,004 1,011 1,029

189 190 192 187 194 193

187 171 171 171 170 168

89 90 91 92 81 94

子宮頸がん

乳がん
視触診のみ

視触診＋マンモグラフィ

全医療機関数

胃がん
エックス線

内視鏡

肺がん

大腸がん

がんⅣ—１

7.5

病床数

（床）

人口１０万対病床数

（床）

横浜市 11 2.9 208 5.5

4.7

施設数

（施設）

人口１００万対施設数

（施設）

神奈川県 23 2.5 432

全国 479 3.8 9,498

神奈川県 52 0.6

全国 1,124 0.9

病院数

人口10万対

横浜市 22 0.6

(か所)

Ⅳー1　がん
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（１）脳血管疾患

出典:平成26年・平成29年・令和２年患者調査（厚生労働省）

出典:令和２年医療施設調査（厚生労働省）
注）人口10万人対は令和2年1月1日時点の人口をもとに独自に算出して作成

出典:平成28年度～令和3年度版救急・救助の現況（消防庁）

脳血管疾患の死亡数

出典：死亡数 令和3年人口動態統計（厚生労働省）
注）死亡数は各年1月1日から12月31日までの数

脳血管疾患の受療率（人口10万対）

救命救急センターを有する病院数 (か所)

(人)

脳血管疾患の搬送人員は、近年減少傾向です。搬送者のう
ち約8割が高齢者となっています。

64,069 62,595 61,778 60,041 56,759 57,623 

209,663 212,215 
213,052 

210,572 203,559 208,591 

278,738 279,267 278,960 274,668 
263,325 269,577 

75.2%

76.0%

76.4% 76.7%

77.3%
77.4%

74.0%

74.5%

75.0%

75.5%

76.0%

76.5%

77.0%

77.5%

78.0%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)
2019

(R元)

2020

(R2)

2021

(R3)

脳疾患における急病年齢区分別

搬送人員推移（全国）

新生児 乳幼児 少年 成人 高齢者 高齢者の割合

(人) 

脳血管疾患等リハビリテーション料（単位集計）

出典:第8回NDBオープンデータから集計

外来 入院

横浜市 190,904 4,140,709

神奈川県 350,404 9,083,431

全国 11,285,517 161,193,550

(単位)

脳血管疾患・心疾患Ⅳ—２

H23 H26 H29 R2

神奈川県 152 164 139 110

全国 226 199 183 157

人口10万対

横浜市 9 0.2

神奈川県 21 0.2

全国 292 0.2

病院数

横浜市 2,285 1,164 820 248

神奈川県 5,992 3,131 2,076 674

全国 104,595 58,489 32,208 10,947

死亡数（人）

脳梗塞 脳出血 くも膜下出血総数

資
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（２）心疾患

出典:平成26年・平成29年・令和２年患者調査（厚生労働省）

都道府県別 診療行為SCR （入院外来心大血管疾患リハビリテーション料Ⅰ）

出典：令和3年人口動態統計（厚生労働省）
注）死亡数は各年1月1日から12月31日までの数

心疾患の受療率（人口10万対）

H26 H29 R2

神奈川県 121 129 136

全国 152 156 149

(人)

出典:平成28年度～令和3年度版救急・救助の現況（消防庁）

心疾患の搬送人員は、横ばいで推移しています。搬送者の
うち約8割が高齢者となっています。

68,565 67,491 66,770 61,800 58,790 62,733 

238,779 

247,778 
262,237 253,487 

238,282 
257,861 

309,401 317,268 
330,511 

316,726 298,198 322,117 

77.2%

78.1%

79.3%
80.0% 79.9% 80.1%

75.5%

76.0%

76.5%

77.0%

77.5%

78.0%

78.5%

79.0%

79.5%

80.0%

80.5%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)
2019

(R元)

2020

(R2)

2021

(R3)

心疾患等における急病年齢区分別搬送人員推移（全国）

新生児 乳幼児 少年 成人 高齢者 高齢者の割合

心疾患の死亡数

出典:NDB R02年度診療分からSCRを集計 東北大 医療管理学分野 藤森研司氏作成

心大血管疾患リハビリテーション料（単位集計）

外来 入院

横浜市 43,049 124,684

神奈川県 95,727 357,199

全国 2,125,015 7,907,804

(単位)

出典:第8回NDBオープンデータから集計

心臓リハビリティーション指導士数

心臓リハビリテーション指導士数

神奈川県 273

全国 7,022

出典:日本心臓リハビリテーション学会（2023.2.20）

脳血管疾患・心疾患Ⅳ—２

神奈川県

横浜市 5,261 33 239 584 356 2,967

神奈川県 13,107 94 638 1,667 1,044 6,891

全国 214,710 1,993 12,118 30,578 32,804 89,950

総数
慢性リウマチ

性心疾患

慢性非リウマ

チ性心内膜疾

患

急性心筋梗塞
不整脈及び伝

導障害
心不全

死亡数（人）

(人) 

(人)

Ⅳー2　脳血管疾患・心疾患 
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25.4 36.2 45.3

396.5 422.9

610.3

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

2014

(H26)

2017

(H29)
2020

（R2）

精神疾患を有する総患者数

神奈川県 全国

（１）精神疾患

出典：精神保健福祉資料 630調査（主診断×在院期間、令和４年度）

精神疾患を有する総患者数

出典：平成26年・平成29・令和2年患者調査（厚生労働省）
注1）総患者数とは、調査日現在において継続的に医療を受けている者の推計値
注2）知的障害<精神遅滞>は除く
注3）令和２年から総患者数の算出方法が変更となっている

精神疾患を有する総患者数は、増加傾向で推移しています

入院患者の入院期間は、全国や県と比較し、1年未満の割
合が高くなっています。

14.7%

11.9%

10.0%

14.1%

13.4%

11.3%

8.6%

8.1%

7.2%

10.7%

10.7%

9.6%

29.3%

30.6%

31.4%

11.8%

12.7%

13.4%

7.0%

8.0%

9.8%

3.8%

4.5%

7.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

横浜市

神奈川県

全国

入院患者入院期間別内訳

１か月未満 １か月以上３か月未満 ３か月以上６か月未満 ６か月以上１年未満

１年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上

(万人)

精神疾患Ⅳ—４

(万人)

2014

(H26)

2017

(H29)

2020

（R2）

25.4 36.2 45.3

396.5 422.9 610.3

神奈川県 6.8 11.5 16.1

全国 111.6 127.6 172.1

神奈川県 4.7 7.3 6.5

全国 77.3 79.2 88.0

神奈川県 5.4 9.6 10.5

全国 72.4 83.3 124.3

神奈川県 3.5 4.4 2.6

全国 53.4 56.2 79.4

神奈川県 2.0 0.6 0.9

全国 14.4 14.2 21.1

神奈川県 1.4 0.7 2.5

全国 25.2 21.8 42.0

神奈川県 0.3 0.6 0.0

全国 8.7 7.6 2.9

神奈川県 1.3 1.5 6.2

全国 33.5 33.0 80.5

統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害

神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害

認知症（アルツハイマー病）

認知症（血管性など）

てんかん

精神作用物質使用による精神及び行動の障害

総数

神奈川県

全国

内

訳

気分［感情］障害（躁うつ病を含む）

その他の精神及び行動の障害

出典：平成26年・平成29・令和2年患者調査（厚生労働省）
注1）総患者数とは、調査日現在において継続的に医療を受けている者の推計値
注2）知的障害<精神遅滞>は除く
注3）令和２年から総患者数の算出方法が変更となっている
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注）令和５年３月３１日時点
注）小数点以下切り捨て

出典：障害者自立生活アシスタント事業実績報告書（横浜市）

市内精神科病院等数

障害者自立生活アシスタント事業利用登録者実績

精神障害者生活支援センター利用登録者実績

地域で生活する精神障害者の社会復帰、自立、及び社会参
加を促進するため、精神障害者生活支援センターでは日常生
活相談や地域交流活動などを行っています。また、単身等で
生活する障害者の地域生活を維持する障害者自立生活アシス
タント事業を行っています。

自殺死亡数

本市の自殺死亡数は、2016年から減少傾向であったものの、
2019年から増加傾向に転じました。自殺死亡率は、全国より
もやや低くなっています。

(人)

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)

2019

(R元)

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

横浜市 550 495 484 490 550 574 559

神奈川県 1,309 1,354 1,293 1,210 1,402 1,369 1,470

全国 21,021 20,468 20,031 19,425 20,243 20,291 21,252

死亡数

2019

(R元)

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

35 36 36 36

367 385 390 401

20 21 21 22

年度

実施事業所数（か所）

利用登録者数

（人）

知的

精神（発達障害・

高次脳機能障害含む）

一か所あたり平均（人）

326 355 376 373

出典：平成28年～令和4年人口動態統計（厚生労働省）

精神疾患Ⅳ—４

14.7 
14.8 

14.6 

16.4 

16.8 
17.4 

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)
2019

(R元)

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

自殺死亡率（人口10万人対死亡率）

横浜市 神奈川県 全国

2019

(R元)

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

18 18 18 18

13,042 12,577 12,615 13,000

724 698 700 722

年度

設置数（か所）

利用登録者数（人）

１か所あたり平均（人）

精神科病院所属指定医数

（人口100万対）

57.9人

（全国平均72.8人）

令和２年度630調査及び

令和２年７月１日人口から算出

市内精神科病床 4881病床 令和5年12月1日現在

精神通院医療受給者数 72,829人 令和5年3月31日現在

市内精神科病院数

（精神科病棟併設病院含む）
28か所 令和5年4月1日現在

市内精神科等標榜診療所 263か所 令和4年4月1日現在
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237.4 239.1 209.2 

310.4 358.9 340.0 

547.8 598.0 549.2

0.0

500.0

1000.0

2015

(H27)
2019 

(R元）

2021

(R3）

救急搬送の状況（全国）

高齢者以外 高齢者

（１）搬送状況

出典：平成28年・令和2年・令和４年版救急・救助の状況（消防庁）

(人)

出典：令和4年版救急・救助の状況（消防庁）

初期救急医療機関患者数

全国における救急搬送人員は、2015年に約548 万人でした
が、2019 年には約598万人（約 50 万人、9.1％増）と増加傾
向にあります。その背景として、高齢化の進展、国民の意識
の変化等が挙げられます。このうち、救急搬送された高齢者
（満65 歳以上）についてみると、2015年には約310万人でし
たが、2019 年には、約358 万人となり（約48 万人増、
15.6％増）となっています。今後も、高齢化の進展とともに
救急搬送人員は増大し、救急搬送に占める高齢者の割合も増
加するものと見込まれています。

消化器系

33.0

9%

心疾患等

32.2

9%

呼吸器系

31.2

9%

脳疾患

26.9

7% 感覚系

16.4

5%
泌尿器系

14.2

4%
精神系

8.9

2%

新生物

6.6

2%

その他

47.7

13%

不明

142.9

40%

疾患分類別搬送人員（急病）（全国、2021年）
(万人)

疾患分類別では、消化器系が最も多く33万人、次いで心疾
患等が32.2万人となっています。
傷病程度別では、中等症が最も多く165万人、次いで軽症

が159.7万人です。

（２）初期救急医療体制
2014年から2019年の合計を見ると、初期救急医療機関の患

者数はほぼ横ばいです。2020年はコロナ禍の影響により受診
者が大幅に減少しています。

救急医療Ⅴ—１

出典：横浜市医療局(万人)

年度 2012
(H24)

2013
(H25)

201４
(H26)

2015
(H27)

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

２０１９
（R元）

２０２０
（R2）

休日急患診療所診療日数 71日 71日 71日 71日 71日 71日 75日 76日 71日

鶴見 4,017 4,827 5,218 5,030 5,426 5,632 5,341 5,516 1,025

神奈川 4,093 4,151 4,448 4,223 4,519 4,682 4,694 4,598 988

西 2,470 2,353 2,698 2,162 2,433 2,620 2,571 2,432 388

中 2,811 3,057 3,068 2,677 2,730 3,120 2,964 2,999 716

南 3,534 3,575 3,849 3,493 3,619 3,609 3,392 3,338 958

港南 4,728 4,724 5,236 4,413 4,541 4,749 4,413 4,081 1,128

保土ケ谷 3,242 3,048 3,492 2,975 3,179 3,434 3,117 3,197 717

旭 3,677 3,374 4,494 3,727 3,999 4,522 4,669 4,387 1,058

磯子 2,753 2,739 2,922 2,753 2,724 2,803 3,431 3,257 1,057

金沢 4,241 4,151 4,717 4,306 4,177 4,392 4,031 3,659 1,145

港北 3,827 3,693 3,991 3,605 3,980 5,026 5,190 4,968 1,015

緑 3,704 3,943 4,603 4,133 4,409 4,616 4,501 3,916 645

青葉 4,714 4,628 5,218 5,508 5,743 5,691 5,153 5,197 1,196

都筑 5,526 5,544 6,241 5,180 5,456 5,508 4,861 4,586 1,001

戸塚 2,880 2,904 3,012 2,453 4,335 5,187 5,418 5,016 1,242

栄 2,859 3,199 3,437 2,962 2,910 3,062 2,870 2,660 611

泉 3,599 3,733 4,322 3,594 3,755 3,963 3,858 3,587 962

瀬谷 2,422 2,350 2,781 2,330 2,432 2,676 2,639 2,667 672

18区休日急患診療所計 65,097 65,993 73,747 65,524 70,367 75,292 73,113 70,061 16,524

横浜市夜間急病センター 30,508 28,396 28,295 27,859 27,575 26,441 26,144 23,993 10,853

横浜市北部夜間急病センター 13,589 13,592 13,690 13,350 14,012 13,417 13,234 12,592 3,611

横浜市南西部夜間急病センター 9,564 9,727 9,555 8,991 9,641 9,532 9,351 8,468 2,932

夜間急病センター計 53,661 51,715 51,540 50,200 51,228 49,390 48,729 45,053 17,396

死亡

6.7

2%

重症

28.9

8%

中等症

165.1

46%

軽症

159.8

44%

その他

0.1

0%

傷病程度別搬送人員(急病）

（全国、2021年）

(万人)
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（１）周産期

出典：平成28年～令和3年人口動態統計(厚生労働省)、横浜市の保健統計(横浜市)

(件)分娩件数

第Ⅰ子出生時の母の平均年齢では、本市は全国、県よりも
やや高く推移しています。

合計特殊出生率は、国、県、本市ともに減少傾向です。

出典：産科医療及び分娩に関する調査（横浜市）
注1）施設数は、各年4月1日現在
注2）分娩件数については、1月から12月までの件数。なお、各年１月から12月中に開院した施設分の取扱数を含む。
注3）平成26・25年度の分娩件数は4月1日から翌年3月31日までとして集計。
注4）１施設あたりの分娩件数は、各年の月あたりの平均施設数で割った値であり、施設数（4月1日現在）で割った数値とは一
致しない。
注5）病院・診療所の施設数・分娩件数については、未回答施設分を除く。

施設数は横ばいで推移していますが、分娩件数及び1施設
あたりの分娩件数は、減少傾向です。

1.35 

1.21

1.36 

1.22

1.44 
1.30 

1.00

1.50

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)
2019

(R元)

2020

(R2)

2021

(R3)

合計特殊出生率の推移

合計特殊出生率横浜市 合計特殊出生率神奈川県 合計特殊出生率全国

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)

2019

(R元)

2020

(R2)

53 56 54 54 55

25,277 24,989 24,569 23,308 23,013

473.0 449.6 448.7 431.6 419.7

22 24 23 23 23

18,101 17,169 16,943 15,781 15,262

799.2 722.9 736.7 686.1 663.6

20 22 21 21 22

6,739 7,415 7,276 7,243 7,419

311.3 343.6 334.5 344.9 339.9

11 10 10 10 10

437 405 350 284 332

51.2 39.5 35.0 28.4 33.2

助産所

市内計

施設数

分娩件数

1施設当たりの分娩件数

施設数

分娩件数

1施設当たりの分娩件数

内

　

　

訳

病　院

施設数

分娩件数

1施設当たりの分娩件数

診療所

施設数

分娩件数

1施設当たりの分娩件数

助産師数 (人)

出生1,000対

横浜市 1,029 41.4

神奈川県 2,384 39.2

全国 37,940 45.1

助産師数

出典：令和2年度衛生行政報告例（就業医療関係
者）、神奈川県 看護職員(保健師、助産師、看護
師及び准看護師)の従事者数（令和2年12月）
注）出生1,000対は人口動態統計（厚生労働省）
をもとに算出して作成

82 77 71 

109 101 116 

2,540 2,239 1,965 

26,153 23,138 21,977 

28,889 
25,561 24,133 

0

10,000

20,000

30,000

2016

(H28)
2019

(R元)

2021

(R3)

市内の体重別出生数

1,000g未満 1,000g～1,500g未満 1,500g～2,500g未満 2,500g以上 不詳

(人)

出典：平成28年・令和元年・令和3年 人口動態統計(厚生労働省)

出典：令和2年医療施設調査（厚生労働省）
注）出生1,000対は人口動態統計（厚生労働省）をもとに算出して作成

NICUを有する病院数・病床数、NICU入室児数

GCUを有する病院数・病床数

出生1,000対 出生1,000対 出生1,000対

横浜市 10 0.4 100 4.0 2,580 103.9

神奈川県 24 0.4 219 3.6 5,128 84.3

全国 352 0.4 3,394 4.0 72,530 86.3

病院数（か所） 病床数（床） 入室児数（人）

出生1,000対 出生1,000対

横浜市 7 0.3 81 3.3

神奈川県 18 0.3 211 3.5

全国 299 0.4 4,090 4.9

病院数（か所） 病床数（床）

注）出生数は各年1月1日から12月31日までの数

31.7 31.7
31.6 31.6

31.4

31.7

31.5
31.4 31.4 31.4

31.3

31.5

30.7 30.7 30.7 30.7 30.7

30.9

30

31

32

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)
2019

(R元)

2020

(R2)

2021

(R3)

第１子出生時の母の平均年齢

横浜市 神奈川県 全国

出典：平成28年～令和3年人口動態統計（厚生労働省）

周産期医療・小児医療Ⅴ—３

(歳)
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（２）小児
1日当たり小児患者数（0歳～14歳）の推移 (千人)

出典：平成23年・平成26年・平成29年・令和2年患者調査（厚生労働省）

1日当たり小児入院患者の傷病順位上位5位

出典：令和2年患者調査（厚生労働省）

1日当たり小児外来患者の傷病順位上位5位

出典：令和2年患者調査（厚生労働省）

患者数(千人) 割合(％) 患者数(千人) 割合(％)

1 213.1 29.6 1 18.1 39.2

‐ 92.1 12.8 ‐ 6.0 13.0

‐ 37.4 5.2 ‐ 5.6 12.1

2 156.7 21.8 2 8.9 19.3

3 105.8 14.7 3 4.8 10.4

4 60.4 8.4 4 4.3 9.3

5 38.7 5.4 5 2.0 4.3損傷，中毒及びその他の外因の影響 損傷，中毒及びその他の外因の影響

健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービス
の利用

健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービス
の利用

消化器系の疾患 皮膚及び皮下組織の疾患

皮膚及び皮下組織の疾患 消化器系の疾患

呼吸器系の疾患 呼吸器系の疾患

　うち急性上気道感染症 　うち急性上気道感染症

　うち喘息 　うち喘息

順位
全国

順位
神奈川県

傷病 傷病

48.3%

78.8%

77.0%

42.3%

19.3%

21.0%

9.4%

1.9%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和４年度

192,173人

新生・乳幼児

14,116人

少年

7,127人

傷病程度別搬送人員の割合

軽症 中等症 重症以上 その他

（内訳）

出典：横浜市消防局

全国

患者数(千人) 割合(％) 患者数(千人) 割合(％)

1 6.1 26.6 1 0.3 21.4

2 3.1 13.5 2 0.2 14.3

3 2.0 8.7 3 0.1 7.1

4 1.9 8.3 3 0.1 7.1

5 1.7 7.4 3 0.1 7.1

3 0.1 7.1

3 0.1 7.1

神奈川県

傷病 傷病

周産期に発生した病態

消化器系の疾患

先天奇形，変形及び染色体異常

神経系の疾患

精神及び行動の障害 呼吸器系の疾患

呼吸器系の疾患

順位 順位

神経系の疾患 精神及び行動の障害

周産期に発生した病態

先天奇形，変形及び染色体異常 損傷，中毒及びその他の外因の影響

2011
(H23)

2014
(H26)

2017
(H29)

R2020
(R2)

入院 1.8 1.4 1.5 1.4

外来 41.9 56.7 54.4 46.2

入院 29.4 28.1 27.5 22.9

外来 789.7 738.5 707.2 719.8
全国

年

神奈川県
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（１）感染症法で規定されている感染症の類型

分類 分類の考え方 主な対応・措置

一類感染症 感染力及びり患した場合の重篤性からみた危険性が極めて高い感染症 ・原則入院（入院勧告・措置）
・消毒等の対物措置（例外的に建物への措置、通行制限等
の措置）
・就業制限

二類感染症 感染力及びり患した場合の重篤性からみた危険性が高い感染症 ・状況に応じて入院（入院勧告・措置）
・消毒等の対物措置
・就業制限

三類感染症 特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症 ・消毒等の対物措置
・就業制限

四類感染症 動物、飲食物等の物件を介してヒトに感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがある感染症 ・動物の措置を含む消毒等の対物措置

五類感染症 国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を国民一般や医療関係者に
提供・公開していくことによって、発生・まん延を防止すべき感染症

・感染症発生状況の収集、分析とその結果の公開、提供

新型インフルエン
ザ等感染症

・インフルエンザ又はコロナウイルス感染症のうち新たに人から人に伝染する能力を有すること
となったもので、まん延により、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの

・かつて世界規模で流行したインフルエンザ又はコロナウイルス感染症であってその後流行する
ことなく長期間が経過し再興したもので、まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与
えるおそれがあるもの

・状況に応じて入院（入院勧告・措置）
・消毒等の対物措置
・就業制限
・外出自粛の要請

指定感染症 既に知られている感染性（一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染
症を除く。）の疾病であって、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与え
るおそれがあるものとして政令で定めるもの

・一～三類感染症に準じた入院対応や消毒などの
対物措置（適用される規定は政令で規定される）

新感染症 人から人に伝染する未知の感染症であって、り患した場合の症状が重篤であり、かつ、まん延に
より国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの

・発生当初：都道府県知事が厚生労働大臣の技術的指導・
助言を得て応急処置する
・政令による指定感染症への指定後：政令で症状等の
要件を指定した後、一類感染症に準じた対応を行う

感染症対策Ⅵ—１
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（２）感染症法で規定されている感染症の分類
一類感染症

1 エボラ出血熱

2 クリミア・コンゴ出血熱

3 痘そう

4 南米出血熱

5 ペスト

6 マールブルグ病

7 ラッサ熱

二類感染症

1 急性灰白髄炎

2 結核

3 ジフテリア

4 重症急性呼吸器症候群
（SARSコロナウイルス）

5 中東呼吸器症候群
（MERSコロナウイルス）

6 鳥インフルエンザ（H5N1）

7 鳥インフルエンザ（H7N9）

三類感染症

1 コレラ

2 細菌性赤痢

3 腸管出血性大腸菌感染症

4 腸チフス

5 パラチフス

四類感染症

1 E型肝炎

2 ウエストナイル熱

3 A型肝炎

4 エキノコックス症

5 エムポックス

6 黄熱

7 オウム病

8 オムスク出血熱

9 回帰熱

10 キャサヌル森林病

11 Q熱

12 狂犬病

13 コクシジオイデス症

14 ジカウイルス感染症

15 重症熱性血小板減少症候群
（SFTS）

16 腎症候性出血熱

17 西部ウマ脳炎

18 ダニ媒介脳炎

19 炭疽

20 チクングニア熱

21 つつが虫病

22 デング熱

23 東部ウマ脳炎

24 鳥インフルエンザ
（H5N1,H7N9を除く）

25 ニパウイルス感染症

26 日本紅斑熱

27 日本脳炎

五類感染症

1 アメーバ赤痢

2 ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎
を除く）

3
カルバぺネム耐性腸内細菌目細
菌感染症

4 急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く）

5

急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部
ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、
日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリ

フトバレー熱を除く）

6 クリプトスポリジウム症

7 クロイツフェルト・ヤコブ病

8 劇症型溶血性レンサ球菌感染症

9 後天性免疫不全症候群

10 ジアルジア症

11 侵襲性インフルエンザ菌感染症

12 侵襲性髄膜炎菌感染症

13 侵襲性肺炎球菌感染症

14 水痘（入院例に限る）

15 先天性風しん症候群

16 梅毒

17 播種性クリプトコックス症

18 破傷風

19
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球
菌感染症

20 バンコマイシン耐性腸球菌感染症

21 百日咳

22 風しん

23 麻しん

24 薬剤耐性アシネトバクター感染症

小児科定点

1 RSウイルス感染症

2 咽頭結膜熱

3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

4 感染性胃腸炎

5 水痘

6 手足口病

７ 伝染性紅斑

８ 突発性発しん

９ ヘルパンギーナ

１０ 流行性耳下腺炎

インフルエンザ/COVID-19 定点

1 インフルエンザ（鳥インフルエンザ及
び新型インフルエンザ等感染症を除く）

2

新型コロナウイルス感染症（病
原体がベータコロナウイルス属のコロナウ
イルス（令和2年1月に中華人民共和国か
ら世界保健機関に対して、人に伝染する能
力を有することが新たに報告されたもの
に限る）であるものに限る）

眼科定点

1 急性出血性結膜炎

2 流行性角結膜炎

性感染症定点

1 性器クラミジア感染症

2
性器ヘルペスウイルス感
染症

3 尖圭コンジローマ

4 淋菌感染症

基幹定点（週報）

1
感染性胃腸炎（病原体がロ
タウイルスであるものに限る）

2
クラミジア肺炎
（オウム病を除く）

3
細菌性髄膜炎（髄膜炎菌、肺炎
球菌、インフルエンザ菌を原因として
同定された場合を除く）

4 マイコプラズマ肺炎

5 無菌性髄膜炎

基幹定点（月報）

1
ペニシリン耐性肺炎球菌
感染症

2
メチシリン耐性黄色ブドウ
球菌感染症

3 薬剤耐性緑膿菌感染症

四類感染症

28 ハンタウイルス肺症候群

29 Bウイルス病

30 鼻疽

31 ブルセラ症

32 ベネズエラウマ脳炎

33 ヘンドラウイルス感染症

34 発しんチフス

35 ボツリヌス症

36 マラリア

37 野兎病

38 ライム病

39 リッサウイルス感染症

40 リフトバレー熱

41 類鼻疽

42 レジオネラ症

43 レプトスピラ症

44 ロッキー山紅斑熱

指定感染症

新感染症

2023年12月現在

新型インフルエンザ等感染症

1 新型インフルエンザ

2 再興型インフルエンザ

3 新型コロナウイルス感染症

4 再興型コロナウイルス感染症
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（３）感染症法に基づく主な措置の概要

類型
措置等

一類
感染症

二類
感染症

三類
感染症

四類
感染症

五類
感染症

新型インフルエンザ等
感染症

指定感染症 新感染症

疾病の規定 法律 法律 法律 法律・政令 法律・省令 法律 政令 厚生労働大臣による公表

疑似症患者への適用 〇
〇

（政令で定め
るもの）

ー ー ー 〇

指定感染症の感染力、
重篤等に鑑みて、どの
感染症法の規定を準用
するかにつき、政令で
定める。

ー

無症状病原体保有者への適用 〇 ー ー ー ー 〇 ー

診断・死亡したときの医師による届出
〇

（直ちに）
〇

（直ちに）
〇

（直ちに）
〇

（直ちに）
〇

（7日以内）
〇

（直ちに）

新感染症の所見等がある者に
対して、または、新感染症にか
かる各種の物件等に対して左
記の措置を行う場合、都道府
県知事は厚生労働大臣に報告
し、厚生労働大臣は、それに指
示を出し、また、それについて
厚生科学審議会に報告しなけ
ればならない。

なお、症例が蓄積され、病原体
の特定等が進んだ時点で、政
令で一類感染症に指定し、感染
症法の準用する規定を定めな
ければならない。

獣医師の届出、動物の輸入に関する措置 〇 〇 〇 〇 ー 〇

積極的疫学調査の実施 〇 〇 〇 〇 〇 〇

健康診断受診の勧告・実施 〇 〇 〇 ー ー 〇

就業制限 〇 〇 〇 ー ー 〇

入院の勧告・措置 〇 〇 ー ー ー 〇

検体の収去・採取等 〇 〇 ー ー ー 〇

汚染された場所の消毒、物件の廃棄等 〇 〇 〇 〇 ー 〇

ねずみ族、昆虫等の駆除 〇 〇 〇 〇 ー 〇（※）

生活用水の使用制限 〇 〇 〇 ー ー 〇（※）

建物の立入制限・封鎖・交通の制限 〇 ー ー ー ー 〇（※）

発生・実施する措置等の公表 ー ー ー ー ー 〇

健康状態の報告、外出自粛等の要請 ー ー ー ー ー 〇 〇

都道府県による経過報告 ー ー ー ー ー 〇 〇

※感染症法第44条の4に基づき政令が定められ、適用することとされた場合に適用

2023年12月現在
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（４）結核対策
新登録結核患者数とり患率の推移
新登録結核患者及びり患率は年々減少傾向にあり、全国のり患率と比

べても低い状況です。
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（６）輸入感染症対策

四類感染症の報告件数推移
蚊媒介感染症は、病原体を保有する蚊に刺されることによっ

て起こる感染症です。主な蚊媒介感染症には、デング熱、マラ
リア、チクングニア熱、ジカウイルス感染症などがあります。
これらの感染症は主に熱帯、亜熱帯地域で流行しており、海

外で感染した人が日本に入国した後に発症する（持ち込まれ
る）事例が多くあります。そのため、新型コロナウイルス感染
症流行時においては、日本から海外への渡航者・海外から日本
への渡航者ともに減少したことにより、蚊媒介感染症の報告数
も減少したと考えられます。今後、海外との人の往来が増える
中、国内に持ち込まれた感染症が国内で広がらないように平時
から媒介蚊の発生源対策、防蚊対策、海外渡航時の感染予防対
策が必要です。

蚊捕獲数推移

三類感染症の報告件数の推移

感染症を媒介する蚊の生息状況を調査するために、本市内の
複数の箇所で、蚊を引き寄せる罠を使う方法などで蚊の捕獲調
査を行っています。捕獲された蚊はデング熱などの原因となる
ウイルスを保有しているか検査しています。
なお、これまで病気の原因となるウイルスは検出されていま

せん。 ※ ヒトスジシマカの捕獲数

感染症名 推定感染地

コレラ インド

細菌性赤痢
タイ、ベトナム、ミャンマー、フィリピン、インド、エチオピア、
バングラデシュ、ハワイ、国内

腸チフス バングラデシュ、ミャンマー、インド、ネパール、シンガポール

パラチフス インド、カンボジア

2016
(H28 )

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(R元）

2020
（R２）

2021
（R３）

トラップ捕獲数 10,411 10,685 10,284 11,142 2,821 8,404

設置箇所数 25 25 25 26 8 24

人囮法捕獲数※ 147 287 768 677 781 494

実施地点数 6 3 3 9 12 12

市内発生患者における推定感染地

2016
(H28 )

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(R元）

2020
（R２）

2021
（R３）

デング熱
横浜市 13 9 11 14 0 1

全国 342 245 201 461 45 8

マラリア
横浜市 3 1 0 4 0 1

全国 54 61 50 57 21 30

チクン
グニア熱

横浜市 0 0 0 0 0 0

全国 14 5 4 49 3 0

ジカ
ウイルス

横浜市 3 1 0 0 0 0

全国 12 5 0 3 1 0

2016
(H28 )

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(R元）

2020
（R２）

2021
（R３）

コレラ
横浜市 0 0 0 1 0 0

全国 9 7 4 5 1 0

細菌性赤痢
横浜市 3 6 5 1 1 0

全国 121 141 268 140 87 7

腸チフス
横浜市 2 1 1 4 0 0

全国 52 37 35 37 21 4

パラチフス
横浜市 0 0 0 1 1 0

全国 20 14 23 21 7 0

出典：横浜市医療局

(人)

(人)
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予防接種の勧奨等で麻しんの発生予防及びまん延防止に努めて
きましたが、2007年に若年層を中心に麻しんが大流行したこと
から、厚生労働省は更に対策を強化するため「麻しんに関する特
定感染症予防指針」を策定しました。本市もそれに基づき、検査
体制の強化および予防接種の勧奨などの対策を推進しました。
2008年以降患者数は減少し、日本は2015年に世界保健機関西太
平洋地域事務局により、麻しん排除達成の認定を受けました。し
かし、その後も輸入感染症としての麻しんの報告を認めており、
2019年には成人を中心に感染が拡大しました。
近年報告数は少ないものの、海外との往来も盛んになっている

ことから、麻しんの輸入症例を土着させずに麻しんの排除の状態
を維持していくことが重要です。

予防接種施策の推進で、風しんの報告数は減少していましたが、
2013年に風しんが大流行し、 2014年に厚生労働省は「風しんに
関する特定感染症予防指針」を策定しました。本市もそれに基づ
き、検査体制の強化および予防接種の勧奨などの対策を推進しま
した。しかし、現在に至るまで、風しんの排除国認定はされてお
らず、風しんの流行に一致して、先天性風しん症候群※（CRS）
の患者も一定数報告されています。定期予防接種の機会がなかっ
た世代での感染拡大が流行の要因のひとつとされています。
近年報告数は減少していますが、海外との往来も盛んになって

いることから、輸入症例を起因とした感染拡大を防ぎ、風しんの
排除を達成することが重要です。
※妊娠中の女性が風しんに感染すると、お腹の赤ちゃんにも感染し、耳が聞こえ
にくい、目が見えにくい、心臓に異常があるといった「先天性風しん症候群」
になる可能性があります。

（７）麻しん・風しん対策

麻しん予防指針、風しん予防指針において原則として全例にウイルス遺伝子検査の実施
を求めるものとされており、本市でも衛生研究所による遺伝子検査を実施しています。
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CRS
(件)

全国 0 1 4 32 9 0 0 0 0 4 1 1 0
横浜 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

横
浜
市
の
報
告
数

全
国
の
報
告
数

横
浜
市
の
報
告
数

全
国
の
報
告
数

出典：横浜市医療局

出典：横浜市医療局

(件)

(件)
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（８）予防接種

感染症対策Ⅵ—１

接種人数 接種率 接種人数 接種率 接種人数 接種率 接種人数 接種率 接種人数 接種率 接種人数 接種率

111,829 93.7% 109,874 95.1% 102,401 92.9% 104,306 96.6% 97,117 96.7% 94,026 95.5%

111,921 93.7% 109,964 95.2% 104,930 95.2% 102,166 94.7% 97,004 96.6% 94,032 95.5%

85,378 95.4% 81,069 93.6% 76,025 91.9% 76,274 94.2% 71,877 95.5% 69,459 94.1%

113,402 95.0% 111,483 96.5% 106,245 96.4% 104,765 97.1% 97,580 97.2% 93,690 95.2%

23,791 76.8% 24,301 75.9% 22,883 71.5% 25,966 81.9% 23,466 73.9% 21,837 68.9%

1,410 600 146 50 21 26

28,220 94.6% 27,649 95.8% 26,556 96.4% 26,250 97.3% 24,279 96.7% 23,698 96.3%

1期 28,921 96.9% 28,456 98.6% 27,394 99.4% 26,521 98.3% 24,712 96.0% 24,549 99.7%

2期 28,630 90.1% 29,833 96.9% 28,570 91.9% 29,053 95.9% 28,088 91.6% 26,756 89.0%

58,034 97.2% 56,880 98.5% 54,349 98.6% 54,840 101.6% 49,522 96.2% 47,329 96.1%

種別

2021

(R3)

2022

(R4)

ヒブ

小児用肺炎球菌

Ｂ型肝炎

四種混合

二種混合

不活化ポリオ

麻しん風しん

混合（MR）

水痘

2017

（H29）

2018

(H30)

2019

(R元)

2020

(R2)

ＢＣＧ
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接種人数 接種率 接種人数 接種率 接種人数 接種率 接種人数 接種率 接種人数 接種率 接種人数 接種率

1期 87,101 89.2% 92,008 99.9% 85,716 94.4% 85,631 97.0% 54,307 63.4% 90,360 108.6%

2期 24,182 71.7% 28,509 90.1% 25,703 81.3% 25,321 80.3% 8,984 29.3% 35,318 113.8%

救済措置 11,399 15,847 13,606 12,997 5,439 10,735

定期接種 241 0.5% 582 1.3% 1,202 2.5% 3,215 6.9% 11,228 24.1% 16,856 36.4%

救済接種 24,511

１回目 24,083 84.0% 58,263 93.9% 55,718 90.6%

351,891 39.0% 361,108 39.6% 396,235 42.9% 571,665 61.3% 459,094 49.0% 486,297 51.6%

81,478 38.5% 72,550 33.1% 24,686 18.5% 34,004 24.6% 23,917 19.1% 25,830 19.9%

季節性インフルエンザ

【※5】

成人用肺炎球菌

種別

2017

（H29）

2018

(H30)

2019

(R元)

2020

(R2)

2021

(R3)

2022

(R4)

ヒトパピローマ

ウイルス感染症

【※3】

ロタウイルス【※4】

（2020年10月から）

日本脳炎

【※1・2】

※１ 日本脳炎ワクチンは2005年５月から積極的勧奨差し控え。2009年６月に乾燥細胞培養ワクチン使用開始。2010年４月から一部積極的勧奨再開。
2010年８月から未接種者に対する救済措置開始。

※２ 日本脳炎ワクチンの製造一時停止に伴い、国の通知に基づき、2021年１月から2022年３月まで出荷量の調整及び第１期２回接種を優先する対応を実施。
※３ ヒトパピローマウイルス感染症予防ワクチンは平成25年６月から積極的勧奨差し控え。

2021年11月に国から積極的勧奨差し控えを終了し、積極的勧奨を再開するよう通知あり。2022年４月から未接種者に対する救済措置開始。（2025年３月末まで）
2023年４月から９価ワクチンを定期接種として使用するワクチンに追加。

※４ ロタワクチンは2020年10月から定期接種化。また、ワクチンの種類により接種回数が異なるため、予算人員及び接種率は１回目接種から算出。
※５ 季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行を防ぐため、2020年度に限りインフルエンザワクチンを全額公費負担で実施。

（出典：横浜市定期予防接種の実績をもとに算出）
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（１）認知症高齢者数の推移

かかりつけ医の認知症診療等に関する相談役とな
る認知症サポート医は2023年11月末時点で187人と
なっています。

（２）区別認知症サポート医数

出典:横浜市認知症サポート医名簿

区別認知症サポート医数 （2023年11月時点）

認知症疾患対策Ⅵ—４

区 現在数(人) 区 現在数(人)

鶴見 10 金沢 12

神奈川 9 港北 14

西 6 緑 13

中 10 青葉 15

南 9 都筑 9

港南 11 戸塚 18

保土ケ谷 9 栄 6

旭 13 泉 7

磯子 8 瀬谷 8

18718区計

出典：横浜市健康福祉局

認知症高齢者数の推移【再掲】

（％）
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計画の進行管理等Ⅶ

横浜市保健医療協議会 委員名簿 

学識経験者 

委員 石川
いしかわ

 ベンジャミン光一
こういち

 国際医療福祉大学 教授 

委員 稲田
い な だ

 健
けん

 北里大学 教授 

委員 叶谷
か の や

 由佳
ゆ か

 横浜市立大学 教授 

委員 田原
た ば る

 恵
めぐみ

 弁護士 

会長 伏見
ふ し み

 清
きよ

秀
ひで

 東京医科歯科大学 教授 

委員 宮城
み や ぎ

 悦子
え つ こ

 横浜市立大学 主任教授 

委員 山本
やまもと

 龍生
た つ お

 神奈川歯科大学 教授 

保健医療福祉関係団体など 

委員 齊藤
さいとう

 悦子
え つ こ

 横浜市食生活等改善推進員協議会 副会長 

委員 佐伯
さ え き

 隆史
た か し

 神奈川県精神科病院協会 理事 

委員 坂本
さかもと

 悟
さとる

 横浜市薬剤師会 会長 

委員 白川
しらかわ

 敏雄
と し お

 横浜市生活衛生協議会 会長 

委員 
田中
た な か

 博
ひろ

章
あき

 横浜市社会福祉協議会 常務理事（令和５年６月まで） 

石内
いしうち

 亮
あきら

 横浜市社会福祉協議会 常務理事（令和５年６月から） 

委員 辻󠄀󠄀村
むら

 陽子
よ う こ

 神奈川県看護協会 横浜南支部理事 

委員 中村
なかむら

 雅一
まさかず

 横浜市保健活動推進員会 副会長 

委員 松井
ま つ い

 住
じゅう

仁
にん

 横浜市病院協会 会長 

副会長 
水野
み ず の

 恭一
きょういち

 横浜市医師会 会長（令和５年７月まで） 

戸塚
と つ か

 武和
たけかず

 横浜市医師会 会長（令和５年７月から） 

委員 溝呂木
み ぞ ろ ぎ

 啓之
ひろゆき

 横浜市獣医師会 会長 

委員 八
や

亀
かめ

 忠
ただ

勝
かつ

 横浜市食品衛生協会 会長 

委員 
山口
やまぐち

 道
みち

宏
ひろ

 横浜市福祉調整委員会 代表（令和５年６月まで） 

下尾
し も お

 直子
な お こ

 横浜市福祉調整委員会 代表（令和５年６月から） 

委員 吉田
よ し だ

 直人
な お と

 横浜市歯科医師会 会長 

「よこはま保健医療プラン2024」の策定にあたっては、専門的見地からの
検討が必要であること、また、幅広い視点から公平・公正かつ効率的な
協議を行う必要があることから、附属機関である「横浜市保健医療協議会」
の専門部会として『よこはま保健医療プラン策定検討部会』を設置して検討
しました。

（１）計画の策定経過

・よこはま保健医療プラン策定検討部会立ち上げ
・横浜市民の医療に関する市民意識調査
（2022年11月22日～12月21日）
調査対象 18 歳以上の横浜市民3,000 人、
有効回答数 1,487 票（有効回答率 49.6％）

・有識者ヒアリング

●2023(令和5)年 10月26日 素案公表

●2024(令和6)年 2月2日 原案公表

●2024(令和6)年 3月策定

・令和５年第３回市会定例会で素案の報告
・パブリックコメント（2023年10月27日～11月27日）
・よこはま保健医療プラン策定検討部会、
横浜市保健医療協議会にて審議・答申

・令和６年第１回市会定例会に議案提出・審査
市会本会議にて議決

（五十音順、敬称略）
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計画の進行管理等Ⅶ

よこはま保健医療プラン策定検討部会 委員名簿 

委員 生田
い く た

 純也
じゅんや

 
横浜市社会福祉協議会 高齢福祉部会 

地域ケアプラザ分科会 会長 

委員 石川
いしかわ

 ベンジャミン光一
こういち

 国際医療福祉大学 教授 

委員 牛丸
うしまる

 良子
な が こ

 神奈川県看護協会 横浜北支部理事 

委員 河村
かわむら

 朋子
と も こ

 横浜在宅看護協議会 会長 

委員 久保田
く ぼ た

 充
みつ

明
あき

 横浜薬剤師会 副会長 

委員 
小松
こ ま つ

 弘一
ひろかず

 横浜市立市民病院 病院長（令和５年３月まで） 

中澤
なかざわ

 明尋
あきひろ

 横浜市立市民病院 病院長（令和５年５月から） 

委員 寺内
てらうち

 康夫
や す お

 横浜市立大学 学術院医学群長兼医学部長 

委員 二宮
にのみや

 威
たけ

重
し

横浜市歯科医師会 常任理事 

委員 

菱本
ひしもと

 明
あき

豊
とよ

 
横浜市立大学 医学部精神医学教室 主任教授 

（令和５年３月まで） 

浅見
あ さ み

 剛
たけし

 
横浜市立大学医学部精神医学教室 准教授 

（令和５年７月から） 

委員 平元
ひらもと

 周
まこと

 横浜市病院協会 副会長 

部会長 伏見
ふ し み

 清
きよ

秀
ひで

 東京医科歯科大学 医学部 教授 

委員 松浦
まつうら

 正義
まさよし

 横浜市民生委員児童委員協議会 理事 

委員 三角
み す み

 隆彦
たかひこ

 済生会横浜市東部病院 院長 

委員 吉村
よしむら

 幸
ゆき

浩
ひろ

 横浜市立市民病院 感染症内科長 

委員 
渡辺
わたなべ

 豊彦
とよひこ

 横浜市医師会 副会長（令和５年３月まで） 

赤羽
あかばね

 重樹
し げ き

 横浜市医師会 副会長（令和５年７月から） 

（五十音順、敬称略）
（五十音順、敬称略）（２）パブリックコメント

●パブリックコメント実施概要
・実施期間： 2023年10月27日～11月27日
・周知方法： 素案の配布

市役所、区役所、医療関係団体等
関係団体への説明
横浜市医師会、横浜市歯科医師会、横浜市薬剤師会、
横浜市病院協会、地域ケアプラザ分科会

広報
市ウェブサイト、広報よこはま等

●パブリックコメント実施結果
・意見総数 ： 253 件（186 人・団体）
・提出方法の内訳： 電子申請 229 件（174 人・団体）

電子メール 12 件（７人・団体）
郵送 12 件（５人・団体）

・項目別意見数

・意見への対応状況

件数

18 件  (7.1%)

2 件  (0.8%)

0 件  (0.0%)

55 件 (21.7%)

64 件 (25.3%)

54 件 (21.3%)

43 件 (17.0%)

4 件  (1.6%)

13 件  (5.1%)

253 件  (100%)

意見内容

計画全体に関すること

Ⅰ章  プランの基本的な考え方

Ⅱ章  横浜市の保健医療の現状

Ⅲ章  横浜市の保健医療の目指す姿「2040 年に向けた医療提供体制の構築」

Ⅳ章  主要な疾病ごとの切れ目ない保健医療連携体制の構築

Ⅴ章  主要な事業ごとの医療体制の充実・強化

Ⅵ章  主要な保健医療施策の推進

Ⅶ章  計画の進行管理等

その他

合計

対応状況

① ご意見を踏まえ、原案に反映するもの

② ご意見の趣旨が既に素案に含まれているもの（賛同意見等含む）

③ 計画に記載していないが実施中（実施予定）のもの

④ 今後の検討の参考とさせていただくもの

⑤ その他

135 件(53.4%)

6 件( 2.4%)

93 件(36.8%)

9 件( 3.6%)

件数

10 件(4.0%)

資
料
編
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横浜市　医療局　医療政策課
令和６年３月
〒 231-0005　
　横浜市中区本町６丁目 50番地の 10
TEL 045-671-2466／ FAX 045-664-3851
E-mail　ir-seisaku@city.yokohama.jp
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